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建設工事請負契約書

１ 工 事 名

２ 工 事 場 所

３ 工 期 平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで

４ 請 負 代 金 額 円

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 円

(注) ｢取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、請負代金額に法定税率を乗じて得た額(１円未満切捨て）である。

５ 契 約 保 証 金 円

６ 前 払 金 円

７ 部分払の請求回数 回以内

８ 解体工事に要する費用等の届出

９ その他特定条件

上記の工事について、発注者 和光市 と請負者 とは、対等な立場に

おける合意に基づいて、別添建設工事請負契約基準約款の定めるところにより請負契約を締

結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。

この契約の証として、この契約書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有す

る。

平成 年 月 日

住 所

発注者

氏 名

住 所

請負者

氏 名



- 4 -

建設工事請負契約変更契約書

１ 工 事 名

２ 工事場所

３ 変更事項

(１) 変更工事内容

(２) 工 期 変更完成期日 平成 年 月 日

(３) 請 負 代 金 額 変更請負代金額 増 減 金 円

うち取引に係る消費税額及び地方消費税額 金 円

(注) 「取引に係る消費税額及び地方消費税額」は、請負代金額に法定税率を

乗じて得た額（１円未満切り捨て）である。

(４) 部分払いの請求回数 回以内

４ 変更後の契約保証金 円

５ その他特定条件

平成 年 月 日付け締結の請負契約を上記のとおり変更し、その証と

して、この契約書２通を作成し、当事者記名押印のうえ各自１通を保有する。

平成 年 月 日

住 所

発注者

氏 名

住 所

請負者

氏 名
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建設工事請負契約基準約款
（平成２７年４月１日改正）

和 光 市
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建設工事標準請負契約約款

（総則）

第１条 発注者及び受注者は、この約款（契約書を含む。以下同じ。）に基づき、

設計図書（別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書

をいう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この約款及

び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。）を履行しなけれ

ばならない

２ 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を

発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

３ 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段（以下

「施工方法等」という。）については、この約款及び設計図書に特別の定めが

ある場合を除き、受注者がその責任において定める。

４ 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行

わなければならない。

６ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とす

る。

７ この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。

８ この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図

書に特別の定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第 51号）に定めるも

のとする。

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法（明治 29年法律

第 89号）及び商法（明治 32年法律第 48号）の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的

管轄裁判所とする。

（関連工事の調整）

第２条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工

する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その

施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者

の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

（着工届、請負代金内訳書及び工程表）

第３条 受注者は、この契約締結後 14日以内に設計図書に基づいて、着工届、請

負代金額内訳書（以下、「内訳書」という。）及び工程表を作成し、発注者に

提出しなければならない。

２ 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

［注］ 発注者が内訳書を必要としない場合は、内訳書に関する部分を削除す

る。

（契約の保証）

第４条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証

を付さなければならない。ただし、第五号の場合においては、履行保証保険契約

の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

一 契約保証金の納付

二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、

発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事

業に関する法律（昭和27年法律第 184号）第２条第４項に規定する保証事業会

社をいう。以下同じ。）の保証

四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

契約の締結
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２ 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額（第４項において

「保証の額」という。）は、請負代金額の 10分の１以上としなければならない。

３ 第１項の規定により、受注者が同項第二号又は第三号に掲げる保証を付した

ときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、

同項第四号又は第五号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除

する。

４ 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10分

の１に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者

は、保証の額の減額を請求することができる。

［注］ 契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。

（権利義務の譲渡等）

第５条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は

承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、こ

の限りでない。

２ 受注者は、工事目的物、工事材料（工場製品を含む。以下同じ。）のうち第

13条第２項の規定による検査に合格したもの及び第 37条第３項の規定による部

分払のための確認を受けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又

は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注

者の承諾を得た場合は、この限りでない。

（一括委任又は一括下請負の禁止）

第６条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立し

てその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わ

せてはならない。

（下請負人等の選定）

第７条 受注者は、下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を和光市内

に本店（建設業法（昭和 24年法律第 100号）に規定する主たる営業所を含む。）

又は建設資材を製造する工場を有する者の中から選定するよう努めなければな

らない。

（下請負人の通知）

第７条の２ 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な

事項の通知を請求することができる。

（特許権等の使用）

第８条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に

基づき保護される第三者の権利（以下「特許権等」という。）の対象となって

いる工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を

負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定し

た場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受

注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して

要した費用を負担しなければならない。

（監督員）

第９条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければ

ならない。監督員を変更したときも同様とする。

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の

権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、

設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、

承諾又は協議

二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者

が作成した詳細図等の承諾

三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材

料の試験若しくは検査（確認を含む。）

３ 発注者は、２名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあって



- 8 -

はそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者

の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に

通知しなければならない。

４ 第２項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行

わなければならない。

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計

図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合におい

ては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。

（現場代理人及び主任技術者等）

第 10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に

定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければな

らない。これらの者を変更したときも同様とする。

一 現場代理人

二 （Ａ）［ ］主任技術者

（Ｂ）［ ］監理技術者

三 専門技術者（建設業法第 26条の２に規定する技術者をいう。以下同じ。）

［注］（Ｂ）は、建設業法第 26条第２項の規定に該当する場合に、（Ａ）は、

それ以外の場合に使用する。

［ ］については、同法第 26条第３項の工事の場合に「専任」、同法第

26条第４項の規定による工事の場合は「監理技術者資格証の交付を受けた

専任の」と読み替えるものとする。

２ 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締

りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第

12条第１項の請求の受理、同条第３項の決定及び通知、同条第４項の請求、同

条第５項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基

づく受注者の一切の権限を行使することができる。

３ 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、

取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保される

と認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこと

とすることができる。

４ 受注者は、第２項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人

に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の

内容を発注者に通知しなければならない。

５ 現場代理人、主任技術者又は監理技術者及び専門技術者は、これを兼ねるこ

とができる。

（履行報告）

第 11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発

注者に報告しなければならない。

（工事関係者に関する措置請求）

第 12条 発注者は、現場代理人がその職務（主任技術者若しくは監理技術者又は

専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。）の

執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明

示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

２ 発注者又は監督員は、主任技術者若しくは監理技術者又は専門技術者（これ

らの者と現場代理人を兼任する者を除く。）その他受注者が工事を施工するた

めに使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適

当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面

により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

３ 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に

ついて決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に発注者に通知しなけ

ればならない。

４ 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、
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発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきこと

を請求することができる。

５ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項につ

いて決定し、その結果を請求を受けた日から 10日以内に受注者に通知しなけれ

ばならない。

（工事材料の品質及び検査等）

第 13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書

にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質（営繕工事にあっ

ては、均衡を得た品質）を有するものとする。

２ 受注者は、設計図書において監督員の検査（確認を含む。以下この条におい

て同じ。）を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検

査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に

直接要する費用は、受注者の負担とする。

３ 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から

７日以内に応じなければならない。

４ 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事

現場外に搬出してはならない。

５ 受注者は、前項の規定にかかわらず、第２項の検査の結果不合格と決定され

た工事材料については、当該決定を受けた日から７日以内に工事現場外に搬出

しなければならない。

（監督員の立会い及び工事記録の整備等）

第 14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合につ

いて見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受

けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

２ 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された

工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

３ 受注者は、前二項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図

書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の

調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本

又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受

けた日から７日以内に提出しなければならない。

４ 監督員は、受注者から第１項又は第２項の立会い又は見本検査を請求された

ときは、当該請求を受けた日から７日以内に応じなければならない。

５ 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に７日以内に応

じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知し

た上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、

又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材

料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等

の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から７日

以内に提出しなければならない。

６ 第１項、第３項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写

真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。

（支給材料及び貸与品）

第 15条 発注者が受注者に支給する工事材料（以下「支給材料」という。）及び

貸与する建設機械器具（以下「貸与品」という。）の品名、数量、品質、規格

又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

２ 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、

発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。

この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは

性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注

者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

３ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７
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日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

４ 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与

品に第２項の検査により発見することが困難であった隠れた瑕疵があり使用に

適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

５ 発注者は、受注者から第２項後段又は前項の規定による通知を受けた場合に

おいて、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代え

て他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、

数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面によ

り、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

６ 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は

貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更

することができる。

７ 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは工期若し

くは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負

担しなければならない。

８ 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなけれ

ばならない。

９ 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、

又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、

若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならな

い。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないと

きは、監督員の指示に従わなければならない。

（工事用地の確保等）

第 16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必

要な用地（以下「工事用地等」という。）を受注者が工事の施工上必要とする

日（設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日）までに確保しな

ければならない。

２ 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなけ

ればならない。

３ 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合にお

いて、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、

仮設物その他の物件（下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。）が

あるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復

し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

４ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を

撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者

は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付け

を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復

若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分

又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

５ 第３項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者

が受注者の意見を聴いて定める。

（設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等）

第 17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督

員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合

において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべ

き事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは

請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担し

なければならない。



- 11 -

２ 監督員は、受注者が第 13条第２項又は第 14条第１項から第３項までの規定に

違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破

壊して検査することができる。

３ 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと

認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、

当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査

することができる。

４ 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とす

る。

（条件変更等）

第 18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を

発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければ

ならない。

一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しない

こと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。

二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。

三 設計図書の表示が明確でないこと。

四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示され

た自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特

別な状態が生じたこと。

２ 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げ

る事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければな

らない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ず

に行うことができる。

３ 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置

を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了

後 14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期

間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見

を聴いた上、当該期間を延長することができる。

４ 前項の調査の結果において第１項の事実が確認された場合において、必要が

あると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又

は変更を行わなければならない。

一 第１項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を 発注者

が行う。

訂正する必要があるもの

二 第１項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者

が行う。

工事目的物の変更を伴うもの

三 第１項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者

と受注者が協議

工事目的物の変更を伴わないもの して発

注者が行う。

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者

は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受

注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（設計図書の変更）

第 19条 発注者は、前条第４項の規定によるほか、必要があると認めるときは、

設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。

この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請

負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな

ければならない。
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（工事の中止）

第 20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地

震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象（以

下「天災等」という。）であって受注者の責めに帰すことができないものによ

り工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者

が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ち

に受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければなら

ない。

２ 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止

内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることが

できる。

３ 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者

が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持

するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若し

くは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（受注者の請求による工期の延長）

第 21条 受注者は、天候の不良、第２条の規定に基づく関連工事の調整への協力

その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成する

ことができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長

変更を請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認め

られるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が

発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負金額について必要と

認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担

しなければならない。

（発注者の請求による工期の短縮等）

第 22条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の

短縮変更を受注者に請求することができる。

２ 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、

特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満

たない工期への変更を請求することができる。

３ 発注者は、前二項の場合において、必要があると認められるときは請負代金

額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければ

ならない。

（工期の変更方法）

第 23条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、

協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者

に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注

者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日（第 21

条の場合にあっては、発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっ

ては、受注者が工期変更の請求を受けた日）から７日以内に協議開始の日を通

知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することが

できる。

（請負代金額の変更方法等）

第 24条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。た

だし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、

受注者に通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注

者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から７日

以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、
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発注者に通知することができる。

３ この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受け

た場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協

議して定める。

（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）

第 25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12月を経過した後

に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当と

なったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することがで

きる。

２ 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事

代金額（請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除

した額をいう。以下この条において同じ。）と変動後残工事代金額（変動後の

賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。

以下この条において同じ。）との差額のうち変動前残工事代金額の 1000分の 15

を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

３ 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、

物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から 14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通

知する。

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った

後再度行うことができる。この場合においては、同項中「請負契約締結の日」

とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とする

ものとする。

５ 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい

変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各

項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

６ 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激

なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当と

なったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額

の変更を請求することができる。

７ 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者と

が協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合

にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。

８ 第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて

定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又

は第６項の請求を行った日又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知し

ない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができ

る。

（臨機の措置）

第 26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を

とらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注

者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを

得ない事情があるときは、この限りでない。

２ 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに

通知しなければならない。

３ 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受

注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

４ 受注者が第１項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当

該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担すること

が適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

（一般的損害）

第 27条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害
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その他工事の施工に関して生じた損害（次条第１項若しくは第２項又は第 29条

第１項に規定する損害を除く。）については、受注者がその費用を負担する。

ただし、その損害（第 50条第１項の規定により付された保険等によりてん補さ

れた部分を除く。）のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものにつ

いては、発注者が負担する。

（第三者に及ぼした損害）

第 28条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害

を賠償しなければならない。ただし、その損害（第 50条第１項の規定により付

された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。）の

うち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担

する。

２ 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、

振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、

発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の

施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものに

ついては、受注者が負担する。

３ 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合に

おいては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

（不可抗力による損害）

第 29条 工事目的物の引渡し前に、天災等（設計図書で基準を定めたものにあっ

ては、当該基準を超えるものに限る。）発注者と受注者のいずれの責めにも帰

すことができないもの（以下この条において「不可抗力」という。）により、

工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具

に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者

に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項

の損害（受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 50

条第１項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下こ

の条において「損害」という。）の状況を確認し、その結果を受注者に通知し

なければならない。

３ 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費

用の負担を発注者に請求することができる。

４ 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があっ

たときは、当該損害の額（工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事

材料若しくは建設機械器具であって第 13 条第２項、第 14条第１項若しくは第２

項又は第 37条第３項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記

録等により確認することができるものに係る額に限る。）及び当該損害の取片

付けに要する費用の額の合計額（第６項において「損害合計額」という。）の

うち請負代金額の 100分の１を超える額を負担しなければならない。

５ 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろにより、算定する。

一 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合

にはその評価額 を差し引いた額とする。

二 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額

とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

三 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについ

て、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点に

おける工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修

繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より
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少額であるものについては、その修繕費の額とする。

６ 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降

の不可抗力による損害合計額の負担については、第４項中「当該損害の額」と

あるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」と

あるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の 100

分の１を超える額」とあるのは「請負代金額の 100分の１を超える額から既に負

担した額を差し引いた額」として同項を適用する。

（請負代金額の変更に代える設計図書の変更）

第 30条 発注者は、第８条、第 15条、第 17条から第 22条まで、第 25条から第 27条

まで、前条又は第 33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負

担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担

額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合におい

て、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協

議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に

通知する。

２ 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注

者に通知しなければならない。ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由

又は費用を負担すべき事由が生じた日から７日以内に協議開始の日を通知しな

い場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

（検査及び引渡し）

第 31条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければな

らない。

２ 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」とい

う。）は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 14日以

内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認

するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。

この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、

その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することが

できる。

３ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす

る。

４ 発注者は、第２項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目

的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなけれ

ばならない。

５ 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡し

を請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場

合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

６ 受注者は、工事が第２項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者

の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完

成とみなして前５項の規定を適用する。

（請負代金の支払い）

第 32条 受注者は、前条第２項（同条第６項後段の規定により適用される場合を

含む。第３項において同じ。）の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請

求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40日

以内に請負代金を支払わなければならない。

３ 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第２項の期間内に検査をしない

ときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の

期間（以下この項において「約定期間」という。）の日数から差し引くものと

する。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約

定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな

す。
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（部分使用）

第 33条 発注者は、第 31条第４項又は第５項の規定による引渡し前においても、

工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

２ 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をも

って使用しなければならない。

３ 発注者は、第１項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことに

よって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

（前金払）

第 34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限と

する公共工事の前払金保証事業に関する法律第２条第５項に規定する保証契約

（以下「保証契約」という。）を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、

契約書記載の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

２ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14日

以内に前払金を支払わなければならない。

３ 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請

負代金額の 10分の４から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範

囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の

規定を準用する。

４ 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金

額が減額後の請負代金額の10分の５を超えるときは、受注者は、請負代金額が

減額された日から 30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、

本項の期間内に第 37条又は第 38条の規定による支払いをしようとするときは、

発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

５ 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、

著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還す

べき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から 30日以内に協議

が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

６ 発注者は、受注者が第４項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その

未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間につい

て、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24年法律

第 256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「法定率」

という。）で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。

（保証契約の変更）

第 35条 受注者は、前条第３項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに

前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後

の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

２ 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、

保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなけれ

ばならない。

３ 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注

者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

（前払金の使用等）

第 36条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機

械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、

支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額と

して必要な経費以外の支払いに充当してはならない。

（部分払）

第 37条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工

事材料及び製造工場等にある工場製品（第 13条第２項の規定により監督員の検

査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しない

ものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。）

に相応する請負代金額相当額の 10分の９以内の額について、契約書記載の回数
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以内において次項から第７項までに定めるところにより部分払を請求すること

ができる。

［注］ 部分払を行わない場合には、この条は適用しない。

２ 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る

出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場

製品の確認を発注者に請求しなければならない。

３ 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 14日以内に、受注

者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検

査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合にお

いて、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知し

て、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

４ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす

る。

５ 受注者は、第３項の規定による確認があったときは、部分払を請求すること

ができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14日以内

に部分払金を支払わなければならない。

６ 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第１項の請負代

金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請

求を受けた日から 10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者

に通知する。

部分払金の額≦第１項の請負代金相当額×（９／ 10－前払金額／請負代金額）

７ 第５項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする

場合においては、第１項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金

相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするも

のとする。

（部分引渡し）

第 38条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって

引渡しを受けるべきことを指定した部分（以下「指定部分」という。）がある

場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第 31条中「工

事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定

部分に係る工事目的物」と、同条第５項及び第 32条中「請負代金」とあるのは

「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

２ 前項の規定により準用される第 32条第１項の規定により請求することができ

る部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合におい

て、指定部分に相応する請負代金の額は、発注者と受注者とが協議して定める。

ただし、発注者が前項の規定により準用される第 32条第１項の請求を受けた日

から 14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額

×（１－前払金額／請負代金の額）

（債務負担行為に係る契約の特則）

第 39条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払

いの限度額（以下「支払限度額」という。）は、次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

２ 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、前項の支払限度額を変

更することができる。

（債務負担行為に係る契約の前金払の特則）

第 40条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第34条中「契約書記載の

工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期（最終の会計年度

以外の会計年度にあっては、各会計年度末）」と、同条及び第 35条中「請負代

金額」とあるのは「当該会計年度の支払限度額」と読み替えて、これらの規定
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を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度（以下「契約会計年度」と

いう。）以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期

以前に前払金の支払いを請求することはできない。

２ 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図

書に定められているときには、同項の規定により準用される第 34条第１項の規

定にかかわらず、受注者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求をす

ることができない。

（債務負担行為に係る契約の部分払の特則）

第 41条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範

囲内で、当該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することがで

きる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執

行が可能となる時期以前に部分払の支払いを請求することはできない。

２ この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額につい

ては、第 37条第６項及び第７項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦出来高金額×９／ 10－（前払金額×出来高金額／支払限度額）

－既部分払額

３ 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度 回

年度 回

年度 回

（第三者による代理受領）

第 42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、

第三者を代理人とすることができる。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、

受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記が

なされているときは、当該第三者に対して第 32条（第 38条において準用する場

合を含む。）又は第 37条の規定に基づく支払いをしなければならない。

（前払金等の不払に対する工事中止）

第 43条 受注者は、発注者が第 34条、第 37条又は第 38条において準用される第 32

条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求した

にもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止

することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面

により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

２ 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、

必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者

が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持

するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若し

くは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

（瑕疵担保）

第 44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間

を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害

の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修

補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

２ 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31条第４項又は第５

項（第 38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡

しを受けた日から１年（コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工

事及び設備工事等の場合には２年）以内に行わなければならない。ただし、そ

の瑕疵が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、請求を行うこと

のできる期間は 10年とする。

３ 発注者は、工事目的物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第１

項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該瑕疵の

修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその瑕疵が
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あることを知っていたときは、この限りでない。

４ 発注者は、工事目的物が第１項の瑕疵により滅失又はき損したときは、第２

項に定める期間内で、かつ、その滅失又はき損の日から６月以内に第１項の権

利を行使しなければならない。

５ 第１項の規定は、工事目的物の瑕疵が支給材料の性質又は発注者若しくは監

督員の指図により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその

材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。

（履行遅滞の場合における損害金等）

第 45条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができ

ない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することがで

きる。

２ 前項の損害金の額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請

負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額とする。

ただし、損害金の総額が 100円に満たないときは、これを徴収しないものとする。

３ 発注者の責めに帰すべき事由により、第 32条第２項（第 38条において準用す

る場合を含む。）の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受

注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、法定率で計算した額の遅延利息

の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100円に

満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に

100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

（談合等の不正行為に係る損害の賠償）

第 45条の２ この契約に関し、受注者（共同企業体の場合にあっては、その構成

員）が、次の各号のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基

づき、この契約の請負代金額（この契約締結後、請負代金額の変更があった場

合には、変更後の請負代金額）の 10分の２に相当する額を賠償金として発注者
の指定する期間内に支払わなければならない。

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法

律（昭和 22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違

反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号

の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法

第７条の２第１項又は第８条の３の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納

付命令」という。）を行い、当該納付命令が確定したとき（確定した当該納

付命令が独占禁止法第 63条第２項の規定により取り消された場合を含む。）。

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措

置命令（これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以

下「受注者等」という。）に対して行われたときは、受注者等に対する命令

で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人

に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において

「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、独占

禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活

動があったとされたとき。

三 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第８

条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為

の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間（こ

れらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を

行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎で

ある当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見積書の提出を含む。）

が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。

四 この契約に関し、受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用

人を含む。）の独占禁止法第 89条第１項に規定する刑が確定したとき。

五 この契約に関し、受注者（法人の場合にあっては、その役員又はその使用
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人を含む。）の刑法（明治 40年法律第 45号）第 96条の６に規定する刑が確定

したとき。

２ 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項の規定する損害額を超える場合

は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。

３ 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受

注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、法定率

で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。

（発注者の解除権）

第 46条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を

解除することができる。

一 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

二 その責めに帰すべき事由により工期内に完成しないとき又は工期経過後相

当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

三 第 10条第１項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契約

の目的を達することができないと認められるとき。

五 第 48条第１項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。

六 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。

以下この号において同じ。）が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である

場 合 には そ の 役 員 又 は その 支 店 若 し く は 常 時 建 設工 事 の 請 負 契 約を 締

結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。）が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第２条

第６号に規定する暴力団員（以下この号において「暴力団員」という。）

であると認められるとき。

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められるとき。

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三

者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし

たと認められるとき。

二 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を

供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若

しくは関与していると認められるとき。

ホ 役員 等 が 暴 力 団又 は 暴力 団 員 と 社 会的 に 非 難さ れ る べ き関 係 を 有し

ていると認められるとき。

ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相

手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と

契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（ヘに該当する

場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受

注者がこれに従わなかったとき。

２ 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請負代

金額の 10分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わ

なければならない。

３ 第１項第一号から第五号までの規定により、この契約が解除された場合にお

いて、第４条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行

われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって前項の違約金

に充当することができる。

第 47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、前条第１項の規定によるほか、

必要があるときは、この契約を解除することができる。
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２ 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を

及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

（受注者の解除権）

第 48条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除する

ことができる。

一 第 19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が３分の２以上減

少したとき。

二 第 20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の５（工期の 10分

の５が６月を超えるときは、６月）を超えたとき。ただし、中止が工事の一

部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後３月を経過

しても、なおその中止が解除されないとき。

三 発注者がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能と

なったとき。

２ 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害がある

ときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。

（解除に伴う措置）

第 49条 発注者は、この契約が解除された場合においては、出来形部分を検査の

上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受

けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に

相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発

注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来

形部分を最小限度破壊して検査することができる。

２ 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とす

る。

３ 第１項の場合において、第 34条（第 40条において準用する場合を含む。）の

規定による前払金があったときは、当該前払金の額（第37条及び第 41条の規定

による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控

除した額）を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この

場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除

が第 46条の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から

返還の日までの日数に応じ法定率で計算した額の利息を付した額を、解除が前

二条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければなら

ない。

４ 受注者は、この契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第

１項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者

に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意

若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格

しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して

返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

５ 受注者は、この契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該

貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が

受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは

原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

６ 受注者は、この契約が解除された場合において、工事用地等に受注者が所有

又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件（下請負人の所有

又は管理するこれらの物件を含む。）があるときは、受注者は、当該物件を撤

去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ

ればならない。

７ 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を

撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者

は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付け

を行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復



- 22 -

若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分

又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

８ 第４項前段及び第５項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等

については、この契約の解除が第 46条の規定によるときは発注者が定め、前二

条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第４

項後段、第５項後段及び第６項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法

等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

（火災保険等）

第 50条 受注者は、工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。以下この条にお

いて同じ。）等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その

他の保険（これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。）に付さなけ

ればならない。

２ 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれ

に代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

３ 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第１項の規定による保険以外の保険

に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

（あっせん又は調停）

第 51条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつ

き協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合そ

の他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者

及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議

して管轄審査会と定めるもの（以下「審査会」という。）のあっせん又は調停

によりその解決を図るものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、主任技術

者又は監理技術者及び専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用し

ている下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職

務の執行に関する紛争については、第 12条第３項の規定により受注者が決定を

行った後若しくは同条第５項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注

者若しくは受注者が決定を行わずに同条第３項若しくは第５項の期間が経過し

た後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求するこ

とができない。

（仲裁）

第 52条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は

調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわ

らず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

（情報通信の技術を利用する方法）

第 53条 この約款において書面により行わなければならないこととされている請

求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反し

ない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を

利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ず

るものでなければならない。

（補則）

第 54条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者と

が協議して定める。
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和光市契約規則

昭和44年9月25日
規則第17号

和光市契約規則(昭和39年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)
第1条 市の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほか、

この規則の定めるところによる。

(入札の公告)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6
に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければ
ならない。ただし、急を要する場合においては、入札期日の5日前までに短縮す
ることができる。

(公告する事項)
第3条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についての記載がなけれ

ばならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(入札保証金)
第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わ
ろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後、直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金

は、契約締結後還付若しくは契約保証金の全部又は一部に充当することができ

る。

3 令第167条の7第2項の規定による担保は、次のとおりとする。
(1) 国債又は地方債

(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(3) 銀行、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の発行する債券

(4) 銀行が振り出した小切手

(5) 銀行に対する定期預金債権

(6) 銀行、市長が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関す

る法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証
事業会社」という。)の保証

4 前項第1号から第3号までに掲げる証券は、無記名式とする。
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5 第3項第5号に掲げる定期預金債権を徴するときは、当該債権に質権を設定させ、
当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行の承諾を証する確定

日付のある書面を提出させるものとする。

(小切手の現金化)
第5条 前条第3項第4号に定める小切手が担保として提供された場合において、契
約締結前に当該小切手の提示期間が経過することとなるときは、市長は、会計

管理者をしてその取立て並びにその現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わ

る入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなけ

ればならない。

2 前項の規定は、入札保証金の納付に代えて担保として提供された手形が満期に

なつた場合にこれを準用する。

(担保の価値)
第6条 第4条第3項各号に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当
該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格

ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券、銀行、農林中央金庫及び商工組

合中央金庫の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は
登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行が振り出した小切手 小切手金額

(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証 保証額

(入札保証金納付の特例)
第7条 市長は、次に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を納付させ

ないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とす

る入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有す
る者で過去2カ年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模を
ほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらすべて誠実に
履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと

認められるとき。

(3) ダイレクト型一般競争入札(入札書提出後に、有効な範囲内における最低価
格提示者から順に入札参加資格を審査して、適格の場合に落札者とする方法に

よる一定の資格要件を定めて行う一般競争入札をいう。)によるとき。
2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより入札保証金を
納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を市に提出しなけれ

ばならない。
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(予定価格)
第8条 市長は、一般競争入札に付する場合には、その事項の価格の総額について

定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、

供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めるこ

とができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給

の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定める

ものとする。

（最低制限価格）

第８条の２ 市長は、令第１６７条の１０第２項の規定により最低制限価格を設

けるときは、前条の例によりその価格を定めるものとする。

（調査基準価格）

第８条の３ 市長は、必要があるときは、あらかじめ令第１６７条の１０第１項

又は第１６７条の１０の２第２項に規定する場合に該当するかどうかの基準と

なる価格（以下「調査基準価格」という。）を設けることができる。

（予定価格等の扱い）

第９条 一般競争入札に付した事項についてはその予定価格を、特に最低制限価

格又は調査基準価格を定めた事項については、その予定価格及び最低制限価格

又は調査基準価格を封書にし、開札の際、開札の場所に備えて置かなければな

らない。

２ 市長は、令第１６７条の１０第１項又は第１６７条の１０の２第１項若しく

は第２項の規定により落札者を定めたときは、その経過を明らかにした経過調

書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものと

する。

(入札の方法)
第10条 入札をしようとする者は、入札書に必要事項を記入し、記名押印の上、

入札保証金を要するものについては、その領収書を添付して市長の定める時限

までに入札をしなければならない。

2 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめ、その権限を

証する書面を提出しなければならない。

(入札の変更)
第11条 市長が必要と認めるときは、入札を延期し、停止し、又は中止すること

ができる。

2 市長は、入札に不正があると認めるときは、入札を取り消すことができる。

3 前2項の場合において、入札者が損失を受けることがあっても、市はその責を
負わない。
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(落札者からの入札取消)
第12条 落札者が契約締結前に入札の取消しを申し出たときは、再入札を行う。

この場合においては、第2条によらないことができる。
2 前項の申出が開札後直ちになされたときは、適宜により、次位の入札を落札と

することができる。ただし、この場合の落札金額は、取り消した当初の落札者

の落札金額と同額とする。

(落札者の義務)
第13条 落札者は、落札の日から7日以内に契約を締結しなければならない。ただ
し、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

2 前項の期間内に契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。

3 工事請負の落札者は、契約と同時に工程表、請負工事費内訳明細書その他市長

が指定する書類を提出しなければならない。

第14条及び第15条 削除

(一般競争入札に関する規定の適用)
第16条 第4条から第12条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

(随意契約によることができる予定価格)
第17条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げ
る契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(随意契約の内容等の公表の手続)
第17条の2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約に
よる契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するも

のとする。

(1) 契約の発注の見通し

(2) 契約の内容

(3) 契約の相手方の選定基準

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 前項の契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約に係る物品又は役務の名称

(2) 契約の相手方の氏名又は名称

(3) 契約の相手方とした理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
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(見積書の徴収)
第17条の3 市長は、随意契約による場合においては、契約書案その他見積りに必

要な事項を示して、なるべく2人以上から見積書を徴さなければならない。ただ
し、国又は他の地方公共団体と契約しようとするとき、生鮮食料品等で見積書

を徴する暇がないとき、又は官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する

必要がないときは、この限りでない。

(単価契約)
第17条の4 市長は、契約の内容又は性質上総価格を確定することができない場合

においては、その単位当たりの価格を定める契約 (以下「単価契約」という。 )
を締結することができる。

2 前項の単価契約は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければ

ならない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 給付の内容及び単価

(4) 契約の履行の方法、期間及び場所

(5) 契約代金の支払方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の作成等)
第18条 市長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したと

き、又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき、契約書

を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質

又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法、期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の

損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書作成を省略することができる場合)
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第19条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、前条の規定にかかわ

らず契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易で、かつ、その履行の確保が容易と認められる契約で、

その契約金額が50万円を超えないとき。ただし、次のいずれかに該当するもの
は除く。

ア 土地又は家屋等の買収及び補償に係る契約

イ 不動産の貸借の契約

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を即納してその物品を

引き取るとき。

(3) 官公署(公社及び公団を含む。)と契約するとき。
(4) 単価契約を締結したものに係る請負及び物品等の購入等をするとき。

(5) 仮契約書に本契約の締結を省略する旨を明記したものの契約をするとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、契約の適正な履行

を確保するため、前条に掲げる事項に準ずる事項を記載した請書その他これに

類する書類を提出させなければならない。ただし、契約の内容により必要がな

いと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)
第20条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の

100分の10以上とする。
2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後、請求により速やかに還付す

る。

3 契約の変更により契約金額に減少があつた場合において契約の相手方から要

求があつたときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することが

できる。

4 第4条第3項から第5項まで、第5条及び第6条の規定は、第1項の契約保証金の
納付に代えて担保を徴する場合に、これを準用する。

(契約保証金の納付の特例)
第21条 市長は、次に掲げる場合においては契約保証金の全部又は一部を納付さ

せないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を

締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したと

き。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結す
る場合においてその者が過去2か年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体
と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらを
すべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認め

られるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が直ちに納付され
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るとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円未満であり、かつ、
契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(監督職員の資格及び一般的職務)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1
項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は、2級以上の職
員とする。

2 監督職員は、必要があるときは工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及

び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、

又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならな

い。

3 監督職員は、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中におけ

る工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約

の相手方に必要な指示をしなければならない。

4 監督職員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げるこ

とのないようにするとともに、監督において、特に知ることができたその者の

業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)
第23条 法第234条の2第1項の検査に当たる職員は、主席検査員及び検査員(和光
市組織規則 (平成14年規則第29号 )第8条に規定する主席検査員及び検査員をい
う。)並びに当該契約を所管する課長(和光市組織規則第7条第1項に規定する課長
をいう。以下「検査職員」という。)とする。

2 検査職員は、工事の請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕

様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る

監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならな

い。

3 前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査

を行うものとする。

4 前2項の検査を行つた結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであ
るときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して関係の契

約担当者等に提出するものとする。

5 第2項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において
行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を行うための検査

にこれを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第24条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼

ねることができない。

(監督又は検査を委託して行つた場合の確認)
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第25条 令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又
は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を

提出させなければならない。

(部分払)
第26条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分

又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一

部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他につ

いての請負契約にあつてはその既納部分に対する代価の10分の9、物件の買入契
約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。

2 部分払の支払回数は、次の各号の定める回数の範囲内において行うことができ

る。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が500万円未満の場合 1回
(2) 契約金額が500万円以上1,000万円未満の場合 2回
(3) 契約金額が1,000万円以上3,000万円以下の場合 3回
(4) 契約金額が3,000万円を超える場合

3,000万円を超えた金額については、500万円を超える金額につき、500万円
までの金額を増すごとに前号の回数に1を加えた回数

(その他)
第27条 この規則施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この規則は、昭和44年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に売買、貸借、請負、その他の契約を締結している場合

は、契約の履行を完了するに至るまで、なお従前の例による。

附 則(昭和45年規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に行なわれた第35条第1項ただし書の検査は、この規則の定め
るところにより行なわれたものとみなす。

附 則(昭和45年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和55年規則第18号)



- 31 -

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

附 則(昭和56年規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の和光市契約規則第14条第2項により作成した入札指名人名簿は、昭和
56年5月31日でその効力を失う。

附 則(昭和56年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年規則第41号)
1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正前の和光市契約規則第14条第2項により作成した入札参加資格人名簿は、
昭和58年5月31日でその効力を失う。

附 則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(平成元年規則第19号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成2年規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第10号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成9年規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成14年規則第32号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。

附 則(平成15年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
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附 則(平成19年規則第25号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
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３ 公共建設工事過積載防止対策の取扱い

１ 和光市の建設工事の公共工事過積載防止対策は、次に掲げる埼玉県土木工事実務要覧

に準じる。

埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要綱

埼玉県公共建設工事過積載防止対策実施要領
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第 ２ 手 続 編

１ 主な官公署への申請手続き一覧表 ………………………………………………37
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１ 主な官公署への申請手続き一覧表の取扱い

１ 和光市の建設工事の主な官公署への申請手続きは、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
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第 ３ 仕 様 書 編

１ 共通仕様書（土木工事）特別共通仕様書（建築工事・電気設備工事・

機械設備工事） ……………………………………………………………………41

２ 「コンクリート耐久性向上」仕様書 ……………………………………………41

３ アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書・土木材料規格・

土木施工管理基準 …………………………………………………………………41
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１ 共通仕様書（土木工事）特別共通仕様書（建築工事・

電気設備工事・機械設備工事）の取扱い

１ 和光市の建設工事の共通仕様書（土木工事）は、埼玉県土木工事実務要覧、特別共通

仕様書（建築工事・電気設備工事・機械設備工事）は、埼玉県建築工事実務要覧に準じ

る。

２ 「コンクリート耐久性向上」仕様書の取扱い

１ 和光市の建設工事の「コンクリート耐久性向上」仕様書は、埼玉県土木工事実務要覧

に準じる。

３ アスファルト混合物事前審査における土木工事仕様

書・土木材料規格・土木施工管理基準の取扱い

１ 和光市の建設工事のアスファルト混合物事前審査における土木工事仕様書・土木材料

規格・土木施工管理基準は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。
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第 ４ 施 工 編

１ 土木工事・建築工事施工に伴う現場発生品の取扱い要領 ……………………45

２ 建設副産物の手引き（概要版） …………………………………………………47

３ 土木工事安全施工技術指針 ………………………………………………………47

４ 建設機械施工安全技術指針 ………………………………………………………47

５ 土木工事・建築工事公衆災害防止対策要綱 ……………………………………47

６ 土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針 ……………………………47

７ 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針 ………………………48

８ 道路工事現場における標示施設等の設置基準 …………………………………48

９ 土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱 …………………………………48

10 シュミットハンマーによる試験要領 ……………………………………………48

11 建築工事図面情報電子化媒体作成要領 …………………………………………49

12 建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領 ……………………………49

13 急傾斜地崩壊防止工事の安全管理 ………………………………………………49

14 道路照明施設（街路灯）設置及び管理に関する基準 …………………………49
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土木工事・建築工事に伴う現場発生品の取扱い要領

和光市制定 平成２０年６月１６日

第１ 現場発生材の定義

現場発生品とは、土木工事、建築工事、電気設備工事、機械設備工事及びこれらに類

する工事（以下「工事」という。）に伴い工事現場に発生した次のようなもの（廃棄物

処理法、再生資源の利用の促進に関する法律、建設副産物適正処理推進要綱で指定され

たものは、除く。） をいう。

⑴ コンクリート二次製品

⑵ 砂利、 栗石、 野面石等

⑶ 鋼材及び金物類

⑷ 機器類

⑸ 木材類

第２ 現場発生品の管理

現場発生品の管理に関する事務は、工事を担当する課又は所において行うものとする。

第３ 現場発生品の処理

１ 監督員は、請負者から現場発生材について、様式１号の現場発生品報告書を提出さ

せ、これを確認のうえ、材料品受払簿（様式２号）に記入し、課（所）長に報告しな

ければならない。

２ 請負施工以外の工事により現場発生品が生じた場合は、監督員は様式第２号の１材

料品受払簿に記入し、課（所）長に報告しなければならない。

３ 課（所）長は、監督員から引継ぎを受けた現場発生品が老巧及び破損が著しいため、

その本来の用途に供することができないと認められる場合は、不用決定を行い、譲与、

売払い又は廃棄の手続きをとらなければならない。

４ 他の部から執行委任を受けて実施する工事の施工に伴う現場発生品は様式第３号の

の発生材引渡書により、当該財産の管理者に引渡さなければならない。

第４ 現場発生品の処理の特例

監督員は、現場発生品の処理について、次に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず、

課所長に対する報告を省略することができる。

⑴ 現場発生品を指定した捨場に処分することが設計書に明記されている場合。

⑵ 現場発生品を他の工事等に再使用することが設計書に明記されている場合。
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⑶ 現場発生品を当該工事の施工業者が自由処分できることが設計書に明記されてい

る場合。

⑷ 現場発生品の処理について、他の公共団体等に譲与することが設計書に明記され

ている場合。ただし、この場合は他の公共団体等から譲与申請書、受領者等を徴し

ておかなければならない。

第５ 交通事故等により発生した発生品の処理

交通事故等により道路と一体となってその効用を全うする施設又は工作物及び道路の

付属物がき損を受け、当該加害者が原形復旧した場合、復旧により生じた使用可能な発

生品の処分については、加害者と協議の上措置すること。この場合加害者が発生の品処

分について、権利放棄した場合は、その旨を明記した別紙様式 ３ 号の文書を徴してお

かなければならない。

第６ 不用決定の基準

現場発生品の不用決定の基準は、次のとおりとする。

⑴ 老巧及び破損等が著しいため利用価値がなくなったと認められる場合。

⑵ 現在及び将来とも使用する見込みがないと認められるもので、他に保管転換等適

切な処理をすることができない場合。

⑶ 保管場所がないため引き続き保管することができない場合。
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２ 建設副産物の手引き（概要版）の取扱い

１ 和光市の建設工事の建設副産物の手引き（概要版）は、埼玉県土木工事実務要覧に準

じる。

３ 土木工事安全施工技術指針の取扱い

１ 和光市の建設工事の土木工事安全施工技術指針は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。

４ 建設機械施工安全技術指針の取扱い

１ 和光市の建設工事の建設機械施工安全技術指針は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。

５ 土木工事・建築工事公衆災害防止対策要綱の取扱い

１ 和光市の建設工事の土木・建築工事公衆災害防止対策要綱は、埼玉県土木工事実務要

覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。

６ 土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針の取

扱い

１ 和光市の建設工事の土木工事・建築工事に伴う騒音振動対策技術指針は、埼玉県土木

工事実務要覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。
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７ 薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指

針の取扱い

１ 和光市の建設工事の薬液注入工法による建設工事の施工に関する暫定指針は、埼玉県

土木工事実務要覧に準じる。

８ 道路工事現場における標示施設等の設置基準の取扱

い

１ 和光市の建設工事の道路工事現場における標示施設等の設置基準は、埼玉県土木工事

実務要覧に準じる。

９ 土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱の取扱い

１ 和光市の建設工事の土木工事・建築工事副産物適正処理推進要綱は、埼玉県土木工事

実務要覧、埼玉県建築工事実務要覧に準じる。

10 シュミットハンマーによる試験要領の取扱い

１ 和光市の建設工事のシュミットハンマーによる試験要領は、埼玉県土木工事実務要覧

に準じる。
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11 建築工事図面情報電子化媒体作成要領の取扱い

１ 和光市の建設工事の建築工事図面情報電子化媒体作成要領は、埼玉県建築工事実務に

準じる。

12 建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領の取

扱い

１ 和光市の建設工事の建築工事に伴う災害、公害及び事故防止対策要領は、埼玉県建築

工事実務要覧に準じる。

13 急傾斜地崩壊防止工事の安全管理の取扱い

１ 和光市の建設工事の急傾斜地崩壊防止工事の安全管理は、埼玉県土木工事実務要覧に

準じる。

14 道路照明施設(街路灯)設置及び管理に関する基準の

取扱い

１ 和光市道路照明施設（街路灯）設置及び管理に関する基準については、別に定める基

準により取扱う。
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第５ 検査編
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和光市工事検査規則

（趣旨）

第１条 本市が施行する工事の検査（以下「検査」という。）に関する事務については、

法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

（定義）

第２条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。

主席検査員 和光市組織規則（平成１４年規則第２９号）第８条に規定する主席検

査員をいう。

工事検査員 主席検査員及び和光市組織規則第８条に規定する検査員をいう。

監督員 和光市契約規則（昭和４４年規則第１７号）第２２条に規定する監督職員

をいう。

出来高検査 工事の仕切り、非常災害等による損害、部分使用、部分払及び請負契

約の解除等の場合に、工事の既成部分（工事現場にある検収済の工事材料を含む。）

を確認する検査をいう。

中間検査 工事中随時に行う検査で、その工事の状況を査察し、契約の覆行を確認

する検査をいう。

完成検査 工事の完成を確認する検査をいう。

（検査の方法等）

第３条 検査は、現地において契約書、設計書、仕様書及び図面その他関係書類等と対照

して適正に行わなければならない。

２ 水中又は地中等で直接検査を行い難い部分は、写真等の記録により考査認定すること

ができる。

３ 検査上必要と認めたときは、一部を取り壊して検査をすることができる。

４ 検査のため理化学試験を行う必要があるときは、受注者に試験研究機関の試験を受け

させなければならない。

５ 検査に当たって理化学試験及び試運転その他の処置を必要とするときは、その結果を

待って合否の判定をしなければならない。

６ 受注者は、検査のため必要な資料の提出その他の処置につき、工事検査員の指示に従

わなければならない。

（検査の基準）

第４条 工事の検査基準は、埼玉県土木工事検査技術基準、埼玉県建築工事検査技術基準

及び企業局建設工事出来形管理基準に準じ行うものとする。

（書類の提出等）

第５条 工事主管課長は、請負契約の締結後速やかに工事概要書（様式第１号）を主席検

査員に送付するものとする。

２ 前項の工事概要書を受理した主席検査員が、特に必要と認めるときは、工事主管課長

に対して契約書、設計図書、工程表等の写しの提出を求めることができる。

３ 主席検査員は、検査について特に必要と認めるときは、工事主管課長に対して関係書

類の提出又は意見を求めることができる。

（検査の手続）

第６条 工事主管課長は、検査を受けようとするときは、工事内容を確認後、工事検査請

求書（様式第２号）を主席検査員に提出しなければならない。

２ 前項の工事検査請求書を受理した主席検査員は、速やかに検査日時を定め、工事主管
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課長に通知しなければならない。

（検査の立会い）

第７条 検査には、監督員、受注者又は現場代理人及び主任技術者は立ち会わなければな

らない。

（契約に違反する場合の措置）

第８条 工事検査員は、検査の結果、契約条項に違反した箇所があるときは、工事検査結

果指示書（様式第３号）により期限を定めて補修又は改造を工事主管課長に指示しなけ

ればならない。ただし、工事検査員が認めた軽微なものについては、口頭等の指示をも

つてこれに代えることができる。

２ 主席検査員は、違反の事実が重大であると認めるものについては、直ちに市長に報告

し、その指示を受けて必要な措置を講じなければならない。

３ 工事主管課長は、第１項の規定による補修又は改造が完了したときは、直ちにその旨

を工事是正結果報告書（様式第４号）により主席検査員に報告しなければならない。た

だし、第１項ただし書に規定する工事検査員が認めた軽微なものについては、口頭等の

報告をもってこれに代えることができる。

４ 工事検査員は、前項の規定による報告を受けたときは、直ちに再検査を行わなければ

ならない。ただし、第１項ただし書に規定する工事検査員が認めた軽微なものについて

は、監督員の確認をもつてこれに代えることができる。

（検査の報告等）

第９条 主席検査員は、検査を施行したときは、工事検査通知書（様式第５号）を工事主

管課長に送付しなければならない。

２ 主席検査員は、工事の検査を終了したときは、工事検査報告書（様式第６号）及び工

事検査調書（様式第７号）により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる者

に報告しなければならない。

請負金額が２,０００万円以上の工事 市長

請負金額が１,０００万円以上２,０００万円未満の工事 副市長

（規則の準用）

第１０条 本市が施行する修繕の検査に関する事務については、この規則を準用する。

（その他）

第１１条 この規則に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（昭和６１年規則第１０号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成７年規則第３号）

この規則は、平成７年４月１日から施行する。

附 則（平成１０年規則第１６号）

この規則は、平成１０年４月１日から施行する。

附 則（平成１４年規則第３３号）

この規則は、平成１４年７月１日から施行する。

附 則（平成１８年規則第２７号）

この規則は、公布の日から施行し、平成１８年４月１３日から適用する。

附 則（平成１９年規則第３３号）

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。
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附 則（平成２０年規則第３７号）

この規則は、平成２０年６月１６日から施行する。

附 則（平成２４年規則第１２号）

この規則は、平成２４年４月１日から施行する。

附 則（平成２５年規則第１９号）

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。
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和光市工事検査要綱

和光市工事検査要綱（平成１５年要綱第６号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この要綱は、工事の検査を適正かつ円滑に執行するため、和光市工事検査規則（

昭和５３年規則第２９号。以下「規則」という。）によるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。

（工事検査員の服務）

第２条 工事検査員は、工事請負契約の給付の完了を確認する者としての責任を自覚し、

厳正公平、誠実にその職務を遂行しなければならない。

２ 工事検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなけれ

ばならない。

（検査の執行）

第３条 工事の検査は、次の区分により執行する。

１件の請負契約金額が１３０万円を超える工事 主席検査員

１件の請負契約金額が１３０万円以下の工事 工事主管の課長

（中間検査）

第４条 規則第２条第５号に規定する中間検査は、工事の進捗状況及び施工管理の状況を

把握するため、必要に応じて随時行うものとし、その対象となる工事は、次の各号に掲

げる要件のいずれかに該当する工事とする。

請負契約額が１，０００万円以上の工事（ただし、主席検査員が必要でないと認め

るものについては、この限りでない。）

請負契約額が１，０００万円未満の工事のうち、完成検査時において写真等によっ

ても施工状況が判断できないおそれのある部分を含む工事

前２号に掲げる工事のほか、主席検査員が特に必要と認めた工事

（工事概要書の提出等）

第５条 規則第５条第１項の工事概要書は、請負契約額が１，０００万円未満の工事につ

いては、提出を省略することができる。

２ 工事検査員は、工事概要書の内容により中間検査が必要と認めたときは、中間検査の

範囲について工事主管課監督員と協議するものとする。

３ 工事検査員及び工事主管課監督員は、前項の規定による協議により中間検査の範囲を

決定したときは、中間検査範囲決定協議書（様式第１号）を作成するものとする。

（検査の手続）

第６条 規則第６条第１項の工事検査請求書の提出にあっては、工事関係書類整備表（様

式第２号）を添付するものとする。

（契約に違反する事項が軽微な場合の措置）
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第７条 規則第８条第１項ただし書に規定する指示は、口頭又は工事軽微是正指示書兼是

正完了確認書（様式第３号）によるものとする。

２ 規則第８条第４項ただし書規定する指示は、口頭又は工事軽微是正指示書兼是正完了

確認書（様式第３号）によるものとする。

（検査の結果報告）

第８条 工事検査員は、完成検査を実施したときは、当該検査に係る工事について、別に

定めるところにより、その成績を評定し、別に定める工事成績報告書を作成するものと

する。

２ 主席検査員は、規則第９条第１項の工事検査通知書及び同条第２項の工事検査報告書

に工事成績報告書を添付するものとする。

（工事検査の総括報告）

第９条 主席検査員は、年度末に工事検査の状況を集計し、意見を添えて市長に報告する

ものとする。

附 則

この要綱は、平成２０年６月１６日から施行する。

この要綱は、平成２４年８月１日から施行する。



- 59 -

３ 土木工事・建築工事検査技術基準の取扱い

１ 和光市の建設工事の土木工事・建築工事検査技術基準は、埼玉県土木工事実務要覧、

埼玉県建築工事実務要覧に準じる。

４ 材料検査（建築工事・電気設備工事・機械設備工事）

実施要領の取扱い

１ 和光市の建設工事の材料検査（建築・電気設備・機械設備）実施要領は、埼玉県建築

建築工事実務要覧に準じる。
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材料検査実施要領 （土木工事編）

（目的）

第１条 この要領は、和光市が発注する土木工事に使用する材料の検査（以下「材料検査」

という。）について、必要事項を定めるものとする。

（検査の方法）

第２条 材料検査の方法は次によるものとする。

(1) 書類検査

請負者から提出された材料承諾書などで品質等を確認する検査

(2) 現場検査

工事現場搬入時に品質等を確認する検査

(3) 工場等検査

試験研究機関又は試験設備を有する製造業者工場等で、品質を確認する検査

（材料別検査方法等）

第３条 材料別の検査方法等は、別表 「材料検査の対象品目と検査方法等」 に定めるも

のとする。

（工場検査の明示）

第４条 原則として、工場等で行う材料検査は、あらかじめ契約書に添付される特記仕様

書に明示するものとする。

（検査内容）

第５条 材料検査の項目及び検査基準は、ＪＩＳ規格、埼玉県土木工事共通仕様書、土木

材料規格及びそれに準ずるもの、または特記仕様書に定めるところによるものとする。

（検査の手続き）

第６条 材料検査の手続きについては、和光市建設工事請負契約基準約款、埼玉県土木工

事共通仕様書等に基づき行うものとする。

（書類検査）

第７条 書類等で行う確認検査は、請負者から提出された材料承諾書等により、監督員が

行うものとする。
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（現場検査）

第 8条 工事現場搬入時に行う確認検査は、請負者から提出された材料承諾書等に基づき、

請負者からの報告を受け監督員が行うものとする。

２ 監督員は、前項による検査を行った結果を速やかに所属長に報告するものとする。

（工場等検査）

第９条 工場等で行う検査手続きは、以下の通りとする。

(1) 発注課（所）長は、起工時に必要に応じ「工場等材料検査事前協議書（発注前）」

（様式第 1号） により担当課（所）長と協議する。

(2) 担当課（所）長は、請負者から材料検査請求書が提出されたときは、「工場等材料

検査事前協議書 （発注後）」 （様式第 1号）により、発注課（所）長と協議する。

(3) 担当課（所）長は、前二号について意見を付し主席検査員と協議した上で、発注課

（所）長に回答する。

(4) 監督員は第 2条(3)の検査を行おうとする場合は、前号の事前協議結果を付し「工

事等材料検査伺い」 （監督要綱様式第６号） を所属長に提出する。

(5) 所属長は、監督員から前号の 「工事等材料検査伺い」（監督要綱様式第６号） が

提出されたときは、事前協議結果を踏まえ、検査員を指定する。

(6) 工場等で行う検査は、前号で指定された検査員が行う。

(7) 特記仕様書に定めがない場合で、契約後に工場等で行う材料検査の必要が生じたと

きは、(2)、(3)に準ずるものとする。

(8) 検査員は、材料検査を行った結果を速やかに所属長に報告する。

（工場等材料検査の検査）

第１０条 工場等で行う材料検査の検査員は複数とし、原則として監督員と担当課長（管

理職員）とするものとする。

（その他）

第１１条 この要領に定めのないものは、発注課（所）長と担当課（所）長が協議するも

のとし、その結果を主席検査員へ報告するものとする。
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附 則

この要領は、平成２０年６月１６日から施行する。



 別表　材料検査の対象品目と検査方法等

番号 分類 項目 品目 検査方法  請負者の立会  備　　　考

1 一般用細骨材

2  埋戻し用砂質土

3 蛇篭詰石

4 砕石

5 切込砕石

6 粒調砕石

7 再生砕石

8 裏込用砕石

9  山ズリ

10 素材

11 製材

12 綱矢板 ○  JIS規格品（JIS A 5528）及び同等品

13  鉄線かご ○

14  鉄筋コンクリート用棒鋼 ○

15 一般構造用炭素鋼鋼管 ○

16 鋼管杭 ○  JIS規格品（JIS A 5525）及び同等品

17  鋼管セグメント ○  JSWAS規格品（JSWAS A-3）及び同等品

18  ひし形金網 ○

19  ダクタイル鋳鉄管 ○  JSWAS規格品（JSWAS A-3）及び同等品

20  鉄筋コンクリートＵ型、Ｌ型 ○  JIS規格品（JIS A 5305,5306）及び同等品

21  コンクリート境界ブロック類 ○  JIS規格品（JIS A 5307）及び同等品

22  鉄筋コンクリート組立土留め ○  JIS規格品（JIS A 5312）及び同等品

23  組合せ暗渠ブロック ○  JIS規格品（JIS A 5328）及び同等品

24  遠心力鉄筋コンクリート管 ○  JIS規格品（JIS A 5303）及び同等品

25  推進用鉄筋コンクリート管 ○  JSWAS規格品（JSWAS A-2,6）及び同等品

26  鉄筋コンクリート杭、ＰＨＣ杭 ○  JIS規格品（JIS A 5310,5337）及び同等品

27  コンクリート矢板 ○  JIS規格品（JIS A 5354）及び同等品

28  ＰＣ桁 ○  JIS規格品（JIS A 5313）及び同等品

-
 6
3 
-

一般

石材

書類検査

木材

金属材料

 コンクリート製品



番号 分類 項目 品目 検査方法  請負者の立会  備　　　考

29 ボックスカルバート ○  カルバート工指針準拠品

30  Ｌ型擁壁 ○ 擁壁工指針準拠品

31 特殊円形水路 ○

32  緊張、組立歩道 ○

33 レディーミクストコンクリート 現場検査 ○  JIS規格品（JIS A 5308）及び同等品

34  護岸用コンクリートブロック ○  JIS規格品（JIS A 5323）及び同等品

35 側溝蓋 ○  JIS規格品（JIS A 5305）及び同等品

36  アスファルト混合物

37 安定処理構造物

38  アスファルト乳剤

39 道路標識 ○

40 区画線

41 道路照明施設 ○

42  防止、防護柵類 ○

43 橋梁高欄 ○

44  歩道用タイル

45 芝 ○

46 樹木 ○

47  土木安定シート

48  硬質塩化ビニル管

49 補強用鋼板 ○

50  受配電等・換気設備 ○

51 ロックシェイド ○

52  ポンプ類等 ○

53  水門（ゲート） ○

54 水管橋 ○

55  鋼製スリット ○

56  除じん機 ○

57 鋼橋 ○

-
 6
4 
-

一般

 コンクリート製品

書類検査

 JIS規格同等品

書類検査

 アスファルト材料
 アスファルト事前審査制度

道路付属物

 その他

現場検査

書類検査

特殊  特注品・特殊材料  工場等で行う検査  担当事業課と協議
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土木工事の工場等材料検査における注意事項

１ 工場等材料検査事前協議書（様式第 1号）による協議を必要とするのは、和光市建設

工事請負契約基準約款第 13 条第 2項、埼玉県土木工事共通仕様書第 1編 1-1-21 により

監督員が実施する材料検査である。

和光市工事検査規則第 2条(5)による中間検査、同条(6)による完成検査は、本要領の

対象外であり、事前協議を要しない。

ただし、中間検査と材料検査を同時に実施する場合と、完成検査と材料検査を同時に

実施する場合は本要領の対象となり、事前協議を要する。

２ 工場等材料検査事前協議書（様式 1号）に添付する資料は以下のとおりとする。

(1) 市庁舎（又は事務所） から検査場所 （工場等） までの往復の行程表

(2) 検査場所 (工場等） の所在地等のわかる資料

(3) 工場等における検査の日程

(4) 請負者から提出された材料検査請求書の写し

(5) 材料使用箇所の平面図、位置図等

(6) 材料の構造図

(7) 検査項目、検査内容、検査方法

(8) その他

なお、特に(3)、(7)については、請負者や材料納入者が提出した資料を基に監督員が

作成するものとする。また、(7)については、どの検査項目がどのような理由で工場でな

いと実施できないのかを明確に記入するものとする。

３ 工場等で行う工事材料検査については、別表「工場等で行う必要のある工事材料の有

無の例」による。



 別表　工場等で行う必要がある工事材料の有無の例

 種別　 品目  工場等での検査が必要なもの
一般用細骨材
 埋戻し用砂質土
蛇篭詰石
砕石
切込砕石
粒調砕石
再生砕石
裏込用砕石
 山ズリ
素材
製材
綱矢板
 鉄筋コンクリート用棒鋼  JIS製品ではないもの。
一般構造用炭素鋼鋼管  公的証明のないもの。
鋼管杭
 鋼管セグメント
 ダクタイル鋳鉄管
 鉄製かご
 ひし形金網

 ○適マークのないもの。
 JIS製品でないもの。
 （受入検査は実施する。） 

 鉄筋コンクリートＵ型、Ｌ型
 コンクリート境界ブロック類
 鉄筋コンクリート組立土留め
 組合せ暗渠ブロック  JIS製品ではないもの。
 遠心力鉄筋コンクリート管  公的証明のないもの。
 鉄筋コンクリート杭、ＰＨＣ杭
 コンクリート矢板
 ＰＣ桁
 護岸用コンクリートブロック
側溝蓋
 推進用鉄筋コンクリート管
ボックスカルバート
 Ｌ型擁壁
特殊円形水路
 緊張、組立歩道
 アスファルト混合物
安定処理構造物
 アスファルト乳剤
道路標識
区画線
道路照明施設
 防止、防護柵類
橋梁高欄
 歩道用タイル
芝  必要なし。
樹木  （受入検査は実施する。）
 土木安定シート
 硬質塩化ビニル管

石材
 必要なし。

木材

金属材料
 公的証明のないもの。

 必要なし。

コンクリ
 ート製品

レディーミクストコンクリート

 公的証明のないもの。

アスファ
 ルト材料

 アスファルト混合物事前審査の認定ではない
 もの公的証明のないもの。

 必要なし。道路付属
物

 その他
 必要なし。
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和光市建設工事成績評定実施要領

（目的）

第 1条 この要領は、和光市が発注する請負工事の成績評定（以下「評定」という。）

に必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及

び指導育成に資することを目的とする。

（評定の対象）

第２条 工事成績の評定（以下「成績評定」という。）対象とする工事は、和光市が発注

した１件の請負契約金額が５００万円以上の請負工事とする。

ただし、別表１に示す工事については、評定を省略することができる。

（評定の内容及び考査項目）

第３条 評定内容及び考査項目は、土木工事にあっては、建設工事成績報告書（土木）及

び考査項目別運用表により行うものとし、建築工事にあっては、工事成績採点表（建

築・電気設備・機械設備工事等）及び考査項目別運用表により行うものとする。

（工事成績の評定者）

第４条 成績評定を行う者（以下「評定者」）という。）は、下記の者とする。

⑴ 和光市組織規則第８条に規定する主席検査員及び検査員。

⑵ 和光市工事監督要綱第３条の規定による監督員。

⑶ 工事を公平、公正に評価し得る者として、その工事を所管する課（所）長が所属の

職員のうちから指定する工事成績評定員。

（成績評定の方法）

第５条 成績評定は、工事ごとに独立して行うものとする。

２ 監督員及び総括監督員、工事成績評定員である評定者は工事完成のとき、検査員であ

る評定者は完成検査実施のとき、それぞれ行うものとする。

３ 評定は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して行うもの

とする。ただし、工事の評定者となる監督員が２人以上ある場合においては、それらの

者が協議の上評定を行うものとする。

４ 工事における「工事特性」「創意工夫」「社会性等」に関して、受注者は、実施状況

を別紙様式第１号により工事完成通知書と同時、またはそれ以前に提出することができ

る。

５ 前項により提出された内容については、工事成績評定に適切に反映させるものとする。

（成績評定結果の報告）

第６条 成績評定結果の報告は、工事の完成のときに行うものとし評定者は、評定を行っ

たときは、和光市工事検査規則第 9条に規定する検査結果の報告に添付し市長に報告
するとともに、工事検査結果通知書に添付して工事主管部長に通知するものとする。
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（成績評定結果の通知公表）

第７条 工事主管部長は、和光市工事成績評定結果通知公表実施要領の定めるところによ

り工事成績評定の結果を当該工事の受注者に通知し公表するものとする。

２ 成績結果の通知公表は、１件の請負契約が５００万円を超える請負工事とする。

（委任）

第８条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

１ この要領は、平成２０年６月１６日から施行する。

２ この要領は、平成２０年６月１６日以後に契約を締結した工事から適用する。

３ この要領は、平成２３年８月１日以後に完成した工事から適用する。

４ この要領は、平成２６年９月９日以後に完成した工事から適用する。

別表１ 評定を省略することのできる工事

工 種 別 工 事 内 容

１ 修繕工事 機能の回復を主とする軽微な修繕及び維持管理の工事

２ 整地工事 敷地の造成等

３ 改修工事 防水、塗装、内外装、建具等で部分的に改修するもの

４ 設置・取付工事 防護柵、転落防止柵、モニュメント等の二次製品的なも

のを設置し、又は取り付けるもの

５ 機械設置工事 操作盤等の工事

６ 道路標識等の設置工事 道路標識、道路反射鏡、区画線等の工事、サイン工事

７ 街路灯設置工事 防犯灯等の設置、道路照明灯(軽微な物・単契)
８ 植栽・芝張工事 樹木の植栽、芝張り等の単独工事

９その他 主席検査員との協議に基づき発注課（所）長が認めた工事。
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和光市建設工事成績評定結果通知公表実施要領

（目的）

第１条 この要領は、和光市建設工事成績評定実施要領第７条の規定に基づ

き、和光市が発注する請負工事の工事成績評定結果を受注者に通知すると

ともに公表するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

（対象工事）

第２条 工事成績評定の通知、公表を行う対象工事は、和光市工事検査規則

第６条第１項第１号の財政課が検査を執行する工事とする。

（評点等の通知）

第３条 工事主管部長は、評定者から建設工事成績報告書又は工事成績採点

表により通知がなされた後、当該工事の受注者に評定点を速やかに様式第

１号により通知するものとする。

（説明請求）

第４条 第３条の通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して１４日

（「休日」を含む。）以内に様式第２号により評定点について説明を求め

ることができるものとする。

（説明請求の提出）

第５条 第４条の書面の提出先は、工事主管課長とする。

（説明請求に対する回答）

第６条 工事主管課長は、評定点の通知を受けた受注者から評定点について

の説明を求められた場合、速やかに様式第３号により回答するものとする。

２ 工事主管課長は、前項の回答をする場合、工事成績評定会議の開催を工

事成績評定会議の会長に依頼し、その結果を回答するものとする。

（評点の修正）

第７条 発注者は、第６条第２項により検討した結果、当該評定を修正する

必要があると認められた場合には、建設工事成績報告書又は工事成績採点

表の修正を行うものとする。

２ 工事主管課長は、前項による修正を行ったときは、市長に修正した建設

工事成績報告書又は工事成績採点表により報告する。

３ 発注者は、第１項による修正を行ったときは、遅滞なくその結果を別記

様式第４号により受注者へ通知する。

（評定結果等の公表）

第８条 発注者は、様式第１号により工事成績の評定結果を通知した後、そ

の写しを速やかに公表するものとする。

２ 発注者は、説明の申立者に回答を行ったときは、申立者の提出した書面

（様式第２号）及び回答を行った書面（様式第３号）の写しを速やかに公

表するものとする。

（評定結果等の公表の場所、期間）

第９条 工事成績の評定結果の通知（様式第１号）、説明の申立をした者の

提出した書面（様式第２号）及び回答を行った書面（様式第３号）の公表

の場所は、和光市行政資料コーナーにおいて閲覧に供するものとする。
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２ 公表については、自由閲覧方式とし、閲覧者の氏名等の記載は要しない

ものとする。

３ 公表の期間は、完成検査日の属する年度とその翌年度とする。

４ 閲覧に供した資料の内容に関する問い合わせには応じないものとする。

附 則

１ この要領は、平成２０年６月１６日から施行する。

２ この要領は、平成２０年６月１６日以後に契約を締結した工事から適用

する。

３ この要領は、平成２４年８月１日から施行する。
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和光市建設工事成績評定会議設置要領

（趣旨）

第１条 この要領は、和光市建設工事成績評定結果通知公表実施要領第６条

第２項に規定される工事成績評定会議（以下「会議」という。）の設置等に

関し、必要な事項を定める。

（会議の事務）

第２条 会議は、次の事項について審議するものとする。

和光市建設工事成績評定結果通知公表実施要領に基づき通知された評

定点について、受注者から説明を求められた場合の回答に関する事項

その他工事成績評定の運用に関する事項

（会議の委員及び組織）

第３条 会議は、企画部、総務部、市民環境部、保健福祉部及び教育委員会

事務局の部次長級職員５名以内の委員で構成する。

（会長及び副会長）

第４条 会議に会長及び副会長１名を置き、委員の互選により、これを定め

る。

２ 会長は、会務を総理する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議）

第５条 会議は、工事主管課長の要請により、会長が招集する。

２ 会議には、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

（庶務）

第６条 会議の庶務は、工事主管課及び財政課が共同して処理する。

附 則

この要領は、平成２４年８月１日から施行する。
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和光市建設工事成績評定会議事務処理要領

（目的）

第１条 この要領は、和光市工事成績評定会議（以下「工事成績評定会議」

という。）の事務処理に必要な事項を定め、会議の円滑な事務処理を図る

ことを目的とする。

（会議の開催手続き）

第２条 工事主管課長は、請負者から当該工事の評定結果について説明を求

められた場合は、様式第１号をもって工事成績評定会議の開催を工事成績

評定会議会長（以下「会長」という。）に依頼するものとする。

２ 会長は、前項の依頼があったときは、様式第２号により、すみやかに工

事成績評定会議の招集を行うものとする。

３ 会長は、工事成績評定会議設置要綱第５条第２項に基づく関係職員の出

席を求めるときには、様式第３号及び様式第４号により行うものとする。

（会議の進行）

第３条 会長は、説明を求められた当該工事成績の評定結果について関係職

員等に説明を求め、審議を行うものとする。

（審議結果）

第４条 会長は、審議結果について様式第５号により工事主管課長に通知す

るものとする。

２ 工事主管課長は、前項の審議結果の通知を受けたときには、すみやかに

工事成績評定結果通知公表要領第６条第１項の（様式第３号）により、請

負者に回答するものとする。なお、この場合所管部長の決裁を受けるも

とする。ただし、工事成績評定の結果について修正がある場合は、同要領

第７条に基づき市長へ報告後、請負者に回答するものとする。

３ 前項ただし書きにより工事成績評定結果に修正を行ったときは、同要領

第８条に基づき公表を行うとともにその写しを主席検査員あて送付するも

のとする。

（会議録等の作成）

第５条 工事成績評定会議の会議録の作成は、工事主管課 (所 )が作成し保管
する。

２ 工事成績評定会議の開催日の調整、通知文書の作成は、工事主管課が行

う。

３ 前条第１項の審議結果のとりまとめは、工事主管課が主席検査員と共同

して行う。
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（委任）

第６条 この要領に定めるものの他、必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この要領は、平成２０年６月１６日から施行する。

この要領は、平成２４年８月１日から施行する。
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工事名

受注者住所氏名

 項　　　　　目  　　　　　　　別 a b c d e a a’ b b’ c d e a a’ b b’ c d e

 Ⅰ．施工体制一般  +1.0  +0.5 0  -5.0 -10

 Ⅱ．配置技術者  +3.0  +1.5 0  -5.0 -10

 Ⅰ．施工管理  +2.0  +1.0 0  -5.0 -10  +5  +2.5 0  -5.0 -15

 Ⅱ．工程管理  +1.0  +0.5 0  -5.0 -10 +10.0  +7.5  +5.0  +2.5 0  -7.5 -15

 Ⅲ．安全対策  +2.0  +1.0 0  -5.0 -10 +15.0 +12.0  +7.5  +4.0 0  -7.5 -15

 Ⅳ．対外関係  +2.0  +1.0 0  -2.5  -5

 Ⅰ．出来形  +2.0  +1.0 0  -2.5  -5 +10  +7.5  +5.0  +2.5 0 -10 -20

 Ⅱ．品　　質  +2.0  +1.0 0  -2.5  -5 +15 +12.0  +7.5  +4.0 0 -15 -25

 Ⅲ．出来ばえ  +5  +2.5 0  -5

 ４．工事特性  Ⅰ．施工条件等への対応※２

 ５．創意工夫  Ⅰ．創意工夫※３

 ６．社会性等  Ⅰ．地域への貢献等 +10  +7.5  +5  +2.5 0

 　　加減点合計 (１＋２＋３＋４＋５＋６)

 　　評価点 (65±加減点合計)※１

 　　評　定　点　計

 ７．法令遵守等

 （担当監督員）  （総括監督員）  （検査員）

 ※１　　６５点　＋　１．～３．の評定　（加減点合計）　＋　４．～６．の評定　（加点合計）　＝　評定点。　各評定点　（①～③）は小数第１位まで記入する。

 ※２　　工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件　（構造部の特殊性、特殊な技術、困難な作業環境・社会条件、厳しい自然・地形条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したことを評価する項目である

 ※３　　創意工夫は、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき評価内容があった場合に評価する項目である。

 ※４　　４．、５．、６．は加点評価のみとする。また、法令遵守は、減点評価のみとする。

 ※５　　所見は必ず記載するものとする。

 ※６　　各考査項目ごとの採点は、考査項目別運用表によるものとし、検査員の評価に先立ち担当監督員、総括監督員が行う。

 ※７　　法令遵守等の評価は、総括監督員が行う。

 ※８　　評定点合計は、四捨五入により整数とする。

-
 7

5
 -

 建設工事成績報告書（土木） 発注課所名

完成年月日  平成　　　　年　　　　月　　　　日

工事箇所
完成検査年月日  平成　　　　年　　　　月　　　　日

請負代金額 円

工期
 平成　　　　年　　　　月　　　　日から
 平成　　　　年　　　　月　　　　日まで

考    査    項    目

担当監督員職氏名 総括監督員職氏名 検査員職氏名

印 印 印

 １．施工体制

 ２．施工状況

 ３．出来形

 ＋13.0　～　0

 ＋7.0　～　0

 　　　　　 　 ＋　　　　　　　．　　　点          　　　　　　　　　＋　　　　　　　．　　　点  　　　　　　　　　　　　　＋　　　　　　　．　　　点

 　　　　      ①　　　　　　　．　　　点   　　　　　　　　　　　　 ②　　　　　　　．　　　点  　　　　　　　　　　　　　③　　　　　　　．　　　点

　　　　 　　　　　　　　　点 　　　　　　　（①　　　　点 × 0.3 ＋ ②　　　　点 × 0.2 ＋ ③　　　　点 × 0.5 ）　＝　　　　　　　　点

 －　　             点

 　　評定点合計※８ 　　　　 　　　　　　　　　点 　　　　　　◯ ７．評定点計 （　　　　　　点）　－　８．法令遵守等 （　　　　　　点）　＝　　　　　　　　点

 所　　　　　見　※５



細  別 細目別評定点 得点割合

 Ⅰ．施工体制一般    点

   点 2.3点

 Ⅱ．配置技術者    点

   点 2.9点

 Ⅰ．施工管理    点

   点    点 13.1点

 Ⅱ．工程管理    点

   点    点 8.5点

 Ⅲ．安全対策    点

   点    点 9.8点

 Ⅳ．対外関係    点

   点 2.6点

 Ⅰ．出来形    点

   点    点 15.6点

 Ⅱ．品質    点

   点    点 18.1点

 Ⅲ．出来ばえ    点

   点 10.7点

 Ⅰ．施工条件等への    点
    対応    点 5.9点

 Ⅰ．創意工夫    点

   点 4.1点

 Ⅰ．地域への貢献等    点

   点 6.4点

   点

   点

100点

※  得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。
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細目別評定点採点表

担当監督員 総括監督員 検査員

 １．施工体制 (   )×0.3+2.0=

3.1%

(   )×0.3+2.0=

3.1%
 ２．施工状況 (   )×0.3+1.9= (   )×0.5+8.1=

15.4%

(   )×0.3+1.9= (   )×0.2+4.3=

9.5%

(   )×0.3+1.9= (   )×0.2+4.3=

9.5%

(   )×0.3+2.0=

3.1%
 ３．出来形及び出来ば
え

(   )×0.3+1.9= (   )×0.5+8.1=

15.4%

(   )×0.3+1.9= (   )×0.5+8.1=

15.4%

(   )×0.5+8.2=

12.6%
 ４．工事特性 (   )×0.3+2.0=

3.1%
 ５．創意工夫 (   )×0.3+2.0=

3.1%
 ６．社会性等 (   )×0.2+4.4=

6.8%
 ７．法令遵守等 (   )×1.0=

評定点合計



 別紙１－１

対象 判定

 施工計画書を、工事着手前に提出している。

 施工計画書の内容と現場施工方法が一致している。

 作業分担の範囲を、施工体制台帳又は施工体系図に明確に記載している。

 「一括下請負疑義チェックポイント」または「施工体制チェックポイント」において指摘事項がない。

 緊急指示、災害、事故等が発生した場合の対応が速やかである。

 現場に対する本店や支店による支援体制を整えている。

 建退共の証紙の購入が適切に行われている。

 工場製作期間において工場に技術者を適切に配置している。

 製作工場における社内検査体制（規格値の設定や確認方法等）を整えている。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c

 Ⅱ．配置技術者

 （現場代理人等）

対象 判定

 【全体を評価する項目】

 「技術者専任等確認チェックリスト」において指摘事項がない。

 作業に必要な作業主任者及び専門技術者を選任及び配置している。

 【現場代理人を評価する項目】

 現場代理人が、工事全体を把握している。

 設計図書と現場との相違があった場合は、監督員と協議するなどの必要な対応を行っている。

 監督員への報告を適時及び的確に行っている。

 【監理（主任）技術者を評価する項目】

 書類を共通仕様書及び諸基準に基づき適切に作成し、整理している。

 契約書、設計図書、適用すべき諸基準等を理解し、施工に反映している。

 施工上の課題となる条件（作業環境、気象、地質等）への対応を図っている。

 下請の施工体制及び施工状況を把握し、技術的な指導を行っている。

 監理（主任）技術者が、明確な根拠に基づいて技術的な判断を行っている。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 １．施工体制  Ⅰ．施工体制一般  適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  やや不適切である  不適切である

 施工体制一般に関して、監
 督員が文書による改善指示
 を行った。

 施工体制一般に関して、監
 督員からの文書による改善
 指示に従わなかった。

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  やや不適切である  不適切である

 配置技術者に関して、監督
 員が文書による改善指示を
 行った。

 配置技術者に関して、監督
 員からの文書による改善指
 示に従わなかった。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙１－２

対象 判定

 施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映したものとなっている。

 現場条件の変化に対して、適切に対応している。

 工事材料の品質に影響が無いよう適切に保管している。

 日常の出来形管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

 日常の品質管理を、設計図書及び施工計画書に基づき適時及び的確に行っている。

 現場内の整理整頓を日常的に行っている。

 指定材料の品質証明書及び写真等を整理している。

 工事記録を、不足なく整理している。

 建設副産物の再利用等への取り組みを適切に行っている。 

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c

 Ⅱ．工程管理

対象 判定

 工程に与える要因を的確に把握し、それらを反映した工程表を作成している。

 実施工程表の作成及びフォローアップを行っており、適切に工程を管理している。

 現場条件の変化への対応が迅速であり、施工の停滞が見られない。

 時間制限や片側交互通行等の各種制約への対応が適切であり、大きな工程の遅れが無い。

 工事の進捗を早めるための取り組みを行っている。

 適切な工程管理を行い、工程の遅れが無い。

 休日の確保を行っている。

 段階確認検査を、適切な時期に行っている。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅰ．施工管理  適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  やや不適切である  不適切である

 施工管理に関して、監督員
 が文書による改善指示を
 行った。

 施工管理に関して、監督員
 からの文書による改善指示
 に従わなかった。

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  やや不適切である  不適切である

 工程管理に関して、監督員
 が文書による改善指示を
 行った。

 工程管理に関して、監督員
 からの文書による改善指示
 に従わなかった。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙１-３

対象 判定

 災害防止協議会等を１回／月以上行っている。

 安全教育及び安全訓練等を半日／月以上実施している。

 新規入場者教育の内容に、当該工事の現場特性を反映している。

 工事期間を通じて、労働災害及び公衆災害が発生しなかった。

 過積載防止に取り組んでいる。

 使用機械、車輌等の点検整備がなされ管理されている。

 重機操作に際して誘導員の配置や重機と人との行動範囲について分離措置がなされている。

 仮設工の点検及び管理を、チェックリスト等を用いて実施している。

 保安施設の設置及び管理を、各種基準及び関係者間の協議に基づき実施している。

 地下埋設物及び架空線等に関する事故防止対策に取り組んでいる。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c

 Ⅳ．対外関係

対象 判定

 関係官公庁などと調整を行い、トラブルの発生が無い。

 地元との調整を行い、トラブルの発生が無い。

 第三者からの苦情が無い。もしくは、苦情に対して適切な対応を行っている。

 関連工事との調整を行い、円滑な進捗に取り組んでいる。

 工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分かりやすく周知している。

 暴力団等からの不当要求及び工事妨害の報告や届け出が適正になされた。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅲ．安全対策  適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  やや不適切である  不適切である

 安全対策に関して、監督員
 が文書による改善指示を
 行った。

 安全対策に関して、監督員
 からの文書による改善指示
 に従わなかった。

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  やや不適切である  不適切である

 対外関係に関して、監督員
 が文書による改善指示を
 行った。

 安全対策に関して、監督員
 からの文書による改善指示
 に従わなかった。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙１－４

 Ⅰ．出来形

 ※　ばらつきの判断は別紙－４参照。
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及び出来
ばえ

 出来形の測定が、必要な測定項目について所定
 の測定基準に基づき行われており、測定値が規
 格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５
 ０％以内である。

 出来形の測定が、必要な測定項目について所定
 の測定基準に基づき行われており、測定値が規
 格値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８
 ０％以内である。

 出来形の測定が、必要な測定項目について所定
 の測定基準に基づき行われており、測定値が規
 格値を満足し、ａ、ｂに該当しない。

 出来形の測定方法又は測定値
 が不適切であったため、監督
 員が文書で改善指示を行っ
 た。

 契約書第１７条に基づき、監
 督員が改造請求を行った。

①　出来形の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
②　出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
③　出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に基づき所定の出来形を確保する管理体系である
が、
　　当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で出来形管理を行うものである。
⑤　なお、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙１－５

 Ⅱ．品質

 ※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

 常に緊急的な作業に対応できる体制を整えている。

 緊急的な作業に対し、迅速に対応している。

 監督員の指示事項に対し、現地状況を勘案し、施工方法や構造について提案を行うなど、積極的に取り組んでいる。

 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っている。

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 ●判断基準

 該当項目が６項目以上・・・ａ

 該当項目が４項目以上・・・ｂ

 該当項目が３項目以下・・・Ｃ
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及び出来
ばえ

 品質の測定が、必要な測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われており、測定値が規格
 値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね５
 ０％以内である。

 品質の測定が、必要な測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われており、測定値が規格
 値を満足し、そのばらつきが規格値の概ね８
 ０％以内である。

 品質の測定が、必要な測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われており、測定値が規格
 値を満足し、ａ、ｂに該当しない。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で改善指示を行っ
 た。

 契約書第１７条に基づき、監
 督員が改造請求を行った。

 橋梁維持・修繕
 工事（橋脚補
 強、耐震補強、
 落橋防止等）

 ※上記によら
 ず、当該欄で評
価

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 適切である  ほぼ適切である  他の評価に該当しない  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で改善指示を行っ
 た。

 契約書第１７条に基づき、監
 督員が改造請求を行った。

 ※　記載の４項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。
 　　ただし、評価対象項目は最大８項目とする。

①　品質の評定は、工事全般を通じて評定するものとする。
②　品質とは、設計図書に示された工事目的物の規格である。
③　品質管理とは、「土木工事施工管理基準」の試験項目、試験基準及び規格値に基づく全ての段階における品質確保のための管理体
系
　　である。なお、当該管理基準によりがたい場合等については、監督員と協議の上で品質管理を行うものである。
④　品質管理項目を設定していない工事は「ｃ」評価とする。
⑤　なお、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙１－６

 ４．工事特性  Ⅰ構造物の特殊性への対応  （1.について）
 1.対象構造物の高さ、延長、施工（断）面積、施工深度等の規模が特殊な工事
 2.対象構造物の形状が複雑であることなどから、施工条件が特に変化する工事
 3.その他

 理由：
 ※上記の対応事項に１つレ点がつけば２点の加点とし、最大３点とする。

 （2.について）
 ・砂防工事などにおいて、現地合わせに基づいて再設計が必要な工事。
 ・鉄道に隣接した橋脚の耐震補強工事又は河道内の流水部における橋脚の撤去工事。
 ・供用中の道路トンネルの拡幅工事。

 （3.について）
 ・その他、構造物固有の難しさへの対応が特に必要な工事。
 ・その他、技術固有の難しさへの対応が必要である工事。
 ・地山強度が低い又は土被りが薄いため、ＦＥＭ解析などによる検討が必要な工事。

 Ⅱ困難な作業環境、社会条件等への対応  （4.について）
 4.地盤の変形、近接構造物、地中埋設物への影響に配慮する工事  ・供用中の鉄道又は道路と交差する橋梁などの工事。
 5.周辺環境条件により、作業条件、工程等に大きな影響を受ける工事  ・市街地等の家屋密集地での、鉄道又は道路をアンダーパスする工事。
 6.周辺住民等に対する騒音・振動を特に配慮する工事  ・監視などの結果に基づき、工法の変更を行った工事。
 7.現道上での交通規制に大きく影響する工事  （5.について）
 8.緊急時に対応が特に必要な工事  ・ガス管、水道管、電話線等の支障物件の移設について、施工工程の管理に特に注意を要した工事。
 9.施工箇所が広範囲にわたる工事  ・地元調整や環境対策などの制約が特に多い工事。
 10.その他  ・そのほか各種制約があり、施工に特に厳しい制限を受けた工事。

 理由：  （6.について）
 ※上記の対応事項に１つレ点がつけば２点の加点とし、最大４点とする。  ・市街地での夜間工事。

 ・ＤＩＤ地区での工事。
 （7.について）

 ・日交通量が概ね１万台以上の道路で片側交互通行の交通規制をした工事。
 ・供用している自動車専用道路等の路上工事で、交通規制が必要な工事。
 ・工事期間中の大半にわたって、交通開放を行うため規制標識の設置撤去を日々行った工事。

 （8.について）
 ・緊急時の作業があり、その作業の全てに対応した工事。

 （9.について）
 ・作業現場が広範囲に分布している工事。

 （10.について）
 ・施工ヤードの広さや高さに制限があり、機械の使用など施工に制約を受けた工事。
 ・その他、周辺環境又は社会条件への対応が特に必要な工事。

 Ⅲ厳しい自然・地盤条件への対応  （11.について）
 11.特殊な地盤条件への対応が必要な工事  ・河川内の橋脚工事において地下水位が高く、ウェルポイント工法などによる排水や大規模な山留めなどが必要な工事。
 12.雨・雪・風・気温・波浪等の自然条件の影響が大きな工事  ・支持地盤の形状が複雑なため、深礎杭基礎毎に地質調査を実施するなど支持地盤を確認しながら再設計した工事。
 13.急峻な地形及び土石流危険渓流内での工事  ・施工不可能日が多いことから、施工機械の稼働率や台数などを的確に把握する必要が生じた工事。
 14.動植物等の自然環境の保全に特に配慮しなければならない工事  （12.について）
 15.その他  ・河川区域内のため、設計書で計上する以上に波浪等の影響で不稼働日が多く、主に作業船や台船を使用する工事。

 理由：  ・潜水夫を多用した工事又は波浪や水位変動が大きいため作業構台等を設置した工事。
 ※上記の対応事項に１つレ点がつけば２点の加点とし、最大３点とする。  （13.について）

 　工は除く）。
 ・斜面上又は急峻な地形直下での工事のため、工事に伴う地滑り防止対策等の安全対策を必要とした工事。
 ・土石流危険渓流に指定された区域内における工事。

 （14.について）
 ・イヌワシ等の猛禽類などの貴重な動植物への配慮のため、工程や施工方法に制約を受けた工事。

 （15.について）
 ・その他、自然条件又は地盤条件への対応が必要であった工事。
 ・その他、災害等における臨機の措置のうち特に評価すべき事項が認められる工事。

 Ⅳ長期工事における安全確保への対応
 16. 12ヶ月を超える工期で、事故がなく完成した工事（全面一時中止期間は除く）

 ※但し、文書注意に至らない事故は除く。
 17.その他

 理由：
 ※上記の対応事項に１つレ点がつけば２点の加点とし、最大３点とする。

 ※１．工事特性は、最大１３点の加点評価とする。
 ※２．「５．創意工夫」との二重評価は行わない。
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 細別 対応事項  【事例】具体的な施工条件等への対応事例

 Ⅰ．施工条件等への
 　　対応  切土、盛土の土工量：15万m3以上、護岸・築堤の平均高さ：10m以上 、トンネル(ｼｰﾙﾄﾞ)の直径：8m以上、ダム用水門の

 設計水深：25ｍ以上、樋門又は樋管の内空断面積：15m2以上、揚排水機場の吐出管径：2,000mm以上、堰又は水門の最大
 径間長：25m以上、堰又は水門の径間数：3径間以上、堰又は水門の扉体面積：50m2/門以上、トンネル(開削工法)の開削
 深さ：20ｍ以上、トンネル(NATM)の内空平均面積：100m2以上、トンネル(沈埋工法)の内空平均面積：300m2以上、地滑り
 防止工：幅100ｍ以上かつ法長150ｍ以上、浚渫工の浚渫土量：100万m3以上、流路工の計画高水流量：500m3以上、砂防ダ
 ムの堤高：15m以上、ダムの堤高：150ｍ以上、転流トンネルの流下能力：400m3/s以上、橋梁下部工の高さ：30m以上、橋
 梁上部工の最大支間長：100m以上

 ・急峻な地形のため、作業構台や作業床の設置が制限される工事。もしくは、命綱を使用する必要があった工事（法面

 評　価  評　点：  　　　　　点



 別紙１－７

 ５．創意工夫  Ⅰ．創意工夫  【施工】  【その他】

 施工に伴う器具、工具、装置等に関する工夫又は設備据付後の試運転調整に関する工夫。

 コンクリート二次製品などの代替材の利用に関する工夫。  その他

 土工、地盤改良、橋梁架設、舗装、コンクリート打設等の施工に関する工夫。  理由：

 部材並びに機材等の運搬及び吊り方式などの施工方法に関する工夫。

 照明などの視界の確保に関する工夫。  その他

 仮排水、仮道路、迂回路等の計画的な施工に関する工夫。  理由：

 運搬車両、施工機械等に関する工夫。

 支保工、型枠工、足場工、仮桟橋、覆工板、山留め等の仮設工に関する工夫。  その他

 盛土の締固度、杭の施工高さ等の管理に関する工夫。  理由：

 施工計画書の作成、写真の管理等に関する工夫。

 出来形又は品質の計測、集計、管理図等に関する工夫。  その他

 施工管理ソフト、土量管理システム等の活用に関する工夫。  理由：

 【品質】  その他

 土工、設備、電気の品質向上に関する工夫。  理由：

 コンクリートの材料、打設、養生に関する工夫。

 鉄筋、ＰＣケーブル、コンクリート二次製品等の使用材料に関する工夫。  その他

 配筋、溶接作業等に関する工夫。  理由：

 【安全衛生】  その他

 建設業労働災害防止協会が定める建設現場安全管理指針に基づく安全衛生教育を実施している。  理由：

 ※本項目は２点の加点とする。

 安全教育、技術向上講習会、安全パトロール等に関する工夫。

 現場事務所、労務者宿舎等の空間及び設備等に関する工夫。

 有毒ガス並びに可燃ガスの処理及び粉塵防止並びに作業中の換気等に関する工夫。

 一般車両突入時の被害軽減方策又は一般交通の安全確保に関する工夫。

 厳しい作業環境の改善に関する工夫。

 環境保全に関する工夫。

記述評価

 ※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価するものであり、最大７点とする。

 ※２．該当する数と重みを勘案して評定する。１項目１点を目安とするが、内容によってはそれ以上の点数を与えてもよい。

 ※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。なお、「工事特性」との二重評価は行わない。
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考査項目別運用表
 （担当監督員）

考査項目 細別  工　　　夫　　　事　　　項

 安全を確保するための仮設備等に関する工夫。（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止柵、手摺
 り、足場等）

 評　点：  　　　　　点

 【創意工夫の詳細評価】工夫の内容及び具体的内容を記載
 （レマークを
 　付した評価
 　内容を詳細
 　記述）



 別紙２－１

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

 隣接する他の工事などとの工程調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

 地元及び関係機関との調整に取り組み、遅れを発生させることなく工事を完成させた。

 工程管理を適切に行なったことにより、休日や夜間に工事を行わなかった。

 工程管理に係る積極的な取り組みが見られた。

 災害復旧工事など特に工期的な制約がある場合において、余裕をもって工事を完成させた。

 工事施工箇所が広範囲に点在している場合において、工程管理を的確に行い、余裕をもって工事を完成させた。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。

 Ⅲ．安全対策

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

 建設労働災害及び公衆災害の防止に向けた取り組みが顕著であった。

 安全衛生を確保するための管理体制を整備し、組織的に取り組んだ。

 安全衛生を確保するため、他の模範となるような活動に積極的に取り組んだ。

 安全対策に関する技術開発や創意工夫に取り組んだ。

 安全協議会での活動に積極的に取り組んだ。

 安全対策に係る取り組みが地域から評価された。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。
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考査項目別運用表
 （総括監督員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅱ．工程管理  優れている  ｂより優れている  やや優れている  ｃより優れている  他の評価に該当しない  やや劣っている  劣っている

ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 優れている  ｂより優れている  やや優れている  ｃより優れている  他の評価に該当しない  やや劣っている  劣っている



 別紙２－２

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

 周辺環境への配慮に積極的に取り組んだ。

 現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせるなど、積極的に周辺地域との調和を図った。

 定期的に広報紙の配布や現場見学会等を実施して、積極的に地域とのコミュニケーションを図った。

 道路清掃などを積極的に実施し、地域に貢献した。

 地域が主催するイベントへ積極的に参加し、地域とのコミュニケーションを図った。

 災害時などにおいて、地域への支援又は行政などによる救援活動への積極的な協力を行った。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 上記該当項目を総合的に判断して、ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ評価を行う。
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考査項目別運用表
 （総括監督員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ

 ６．社会性等  Ⅰ．地域への貢献  優れている  ｂより優れている  やや優れている  Ｃより優れている  他の評価に該当しない



 別紙２－３

 ７．法令遵守等  ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

－ 点

－ 点

－ 点

－ 点

－ 点

－ 点

－ 点

 8.総合評価方式における技術提案の履行状況 － 点

履行 不履行

 ①　本考査項目（７.法令遵守等）で評価する事例は、施工にあたって工事関係者が下記の適応事例で上表の措置があった場合に適用する。

 ②　「施工」とは、請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

 ③　「工事関係者」とは、当該工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、請負会社の現場従事職員及び当該工事にあたって下請契約し、それを履行するために従事する者に限定する。

 ④　総合評価方式における技術提案が、受注者の責により履行されなかった場合は、８．で減点措置を行う。

 ※不履行となった評価項目が１つの場合は５点減点、２つ以上の場合は１０点減点とする。

 【上記で評価する場合の適応事例】

 1.入札前に提出した調査資料などにおいて、虚偽の事実が判明した。

 2.承諾なしに権利又は義務を第三者に譲渡又は承継した。

 3.使用人に関する労働条件に問題があり送検された。

 4.廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等の関係法令に違反する事実が判明した。

 5.当該工事関係者が贈収賄などにより逮捕又は公訴された。

 6.一括下請や技術者の専任違反等の建設業法に違反する事実が判明した。

 7.入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検された。

 8.労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。

 9.監督又は検査の実施を、不当な圧力をかけるなどにより妨げた。

 10.下請代金を期日以内に支払っていない、不当に下請代金の額を減じているなど下請代金支払遅延等防止法第４条に規定する親事業者の遵守事項に違反する行為がある。

 11.過積載等の道路交通法違反により、逮捕又は送検された。

 12.受注企業の社員に「指定暴力団」又は「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟等の暴力団関係者がいることが判明した。

 14.安全管理が不適切であったことから死傷者を生じさせた工事関係者事故又は重大な損害を与えた公衆損害事故を起こした。

 15.施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督員から文書等による改善指示を行ったがこれに従わなかった。

 16.工事関係車輌及び建設機械等で不正軽油を使用している事実が判明した。
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考査項目別運用表
 （総括監督員）

考査項目  法　令　遵　守　等　の　該　当　項　目　一　覧　表

 措　　置　　内　　容  点　　数

 1.入札参加停止３ヶ月以上 20

 2.入札参加停止２ヶ月以上３ヶ月未満 15

 3.入札参加停止１ヶ月以上２ヶ月未満 13

 4.入札参加停止２週間以上１ヶ月未満 10

 5.文書注意 8

 6.口頭注意 5

 7. 工事関係者事故又は公衆災害が発生したが、当該事故に係る安全管理の措置の不適切な程度が軽微なため、
 口頭注意以上の処分が行われなかった場合

3

 9.項目該当なし

 13.下請に暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第９条に記されている砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、土木作業員やガードマンの受け入
 れ、土木作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。



 別紙３－①

対象 判定

 契約基準約款第１８条第１項第１号～５号に基づく設計図書の照査を行っていることが確認できる。

 工事期間を通じて、施工計画書の記載内容と現場施工方法が一致していることが確認できる。

 現場条件又は計画内容に変更が生じた場合は、その都度当該工事着手前に変更計画書を提出していることが確認できる。

 工事材料の品質に影響が無いよう工事材料を保管していることが確認できる。

 立会確認の手続きを事前に行っていることが確認できる。

 建設副産物の再利用等への取り組みを行っていることが確認できる。

 施工体制台帳及び施工体系図を法令等に沿った内容で適確に整備していることが確認できる。

 下請に対する引き取り（完成）検査を実施していることが確認できる。

 工事の関係書類を不足なく簡潔に整理していることが確認できる。

 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。なお、社内管理基準値が県の基準値と同じ場合には評価しない。

 その他

 理由：

 ●判断基準

 評価値が90%以上・・・・・・・・・a

 評価値が80％以上90%未満・・・・・b

 評価値が80%未満・・・・・・・・・c
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅰ．施工管理  優れている  やや優れている  他の評価に該当しない  やや劣っている  劣っている

 施工管理について、監督
 員が文書による改善指示
 を行った。

 施工管理について、監督
 員からの文書による改善
 指示に従わなかった。

 施工計画書が工事着手前に提出され、所定の項目が記載されているとともに、設計図書の内容及び現場条件を反映したものとなっているこ
 とが確認できる。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－②

 Ⅰ．出来形

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

 出来形管理が容易に把握できるよう、出来形管理図及び出来形管理表を工夫していることが確認できる。

 社内の管理基準に基づき管理していることが確認できる。

 不可視部分の出来形が写真で確認できる。

 写真管理基準の管理項目を満足している。

 出来形管理基準が定められていない工種について、監督員と協議の上で管理していることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　ばらつきの判断は別紙－４参照。
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及び出来ば
 　　え

 出来形の測定が、必要な
 測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われ
 ており、測定値が規格値
 を満足し、そのばらつき
 が規格値の概ね５０％以
 内で、下記の「評定対象
 項目」の４項目以上が該
 当する。

 出来形の測定が、必要な
 測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われ
 ており、測定値が規格値
 を満足し、そのばらつき
 が規格値の概ね５０％以
 内で、下記の「評定対象
 項目」の３項目以上が該
 当する。

 出来形の測定が、必要な
 測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われ
 ており、測定値が規格値
 を満足し、そのばらつき
 が規格値の概ね８０％以
 内で、下記の「評定対象
 項目」の３項目以上が該
 当する。

 出来形の測定が、必要な
 測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われ
 ており、測定値が規格値
 を満足し、そのばらつき
 が規格値の概ね８０％以
 内で、下記の「評定対象
 項目」の２項目以上が該
 当する。

 出来形の測定が、必要な
 測定項目について所定の
 測定基準に基づき行われ
 ており、測定値が規格値
 を満足し、ａ～ｂ’に該
 当しない。

 出来形の測定方法又は測
 定値が不適切であったた
 め、監督員が文書で指示
 を行い改善された。

 出来形の測定方法又は測
 定値が不適切であったた
 め、検査員が修補指示を
 行った。

①　出来形は、工事全般を通じて評定するものとする。
②　出来形とは、設計図書に示された工事目的物の形状及び寸法をいう。
③　出来形管理とは、「土木工事施工管理基準」の測定項目、測定基準及び規格値に
　　基づき所定の出来形を確保する管理体系である。
④　なお、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－③

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。

 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。  ●判断基準

 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 スペーサーの材質及び品質が適正であることが確認できる。

 有害なクラックが無い。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 段切りを設計図書に基づき行っていることが確認できる。

 置換えのための掘削を行うにあたり､掘削面以下を乱さないように施工していることが確認できる。

 芝付け及び種子吹付を設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。

 構造物周辺の締固めを設計図書に定められた条件で行っていることが確認できる。  ●判断基準

 ＣＢＲ試験などの品質管理に必要な試験を行っていることが確認できる。

 法面に有害な亀裂が無い。

 伐開除根作業が設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 コンクリート構
造物工事

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており､コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アルカリ
 骨材反応抑制等）が確認できる。

 施工条件や気象条件に適した運搬時間､打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足しているこ
 とが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）

 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認
 できる。

 コンクリート打設までに錆、泥、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。

細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

土工事
 （切土、盛土、
 堤防等工事）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

 締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

 一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。

 土羽土の土質が設計図書を満足していることが確認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－④

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。

 石積（張）工において、大きさ及び重さが設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、必要な強度及び水密性を確保していることが確認できる。

 遮水シートが所定の幅で重ね合わせられ、端部処理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 指定材料の品質が、証明書類で確認できる。

 基礎工において、掘り過ぎが無く施工していることが確認できる。  ●判断基準

 コンクリートブロック等を損傷無く設置していることが確認できる。

 施工にあたって、床掘箇所の湧水及び滞水等は、排除して施工していることが確認できる。

 埋戻し材料について、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 有害なクラックが無い。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 護岸・根固・
水制工事

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを、空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。

 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が適切であり、裏込材の吸
 出しが無いよう行っていることが確認できる。

 根固工、水制工、沈床工、捨石工等において、材料の連結及びかみ合わせが設計図書の仕様を満足していること
 が確認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印
を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入す
る。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑤

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 【工場製作関係】

 鋼材の種別、品質を証明する書類又は現物により照合していることが確認できる。

 溶接施工に係る施工計画書を提出していることが確認できる。

 孔空けによって生じたまくれが削り取られているなど、きめ細やかに製作していることが確認できる。

 欠陥部の発生が見られないことが確認できる。

 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。

 塗料の空缶管理について、写真等で確実に空であることが確認できる。

 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。

 その他

 理由：

 【架設関係】

 ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。

 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。

 高力ボルトの締め付けを、中心から外側に向かって行っていることが確認できる。

 高力ボルトの品質が、証明書類で確認できる。　

 支承の据付で、コンクリート面のチッピング及び仕上げ面に水切勾配がついていることが確認できる。

 架設にあたって、部材の応力と変形等を十分検討していることが確認できる。  ●判断基準

 現場塗装部のケレン及び膜厚管理を適切に行っていることが確認できる。

 現場塗装において、温度、湿度、風速等の確認を行っていることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

鋼橋工事
 （ＲＣ床版工事
はコンクリート
 構造物に準ず
 る）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 溶接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

 溶接作業にあたり、溶接材料の使用区分が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 素地調整を行う場合、第１種ケレン後４時間以内に金属前処理塗装を実施していることが確認できる。

 架設に用いる仮設備及び架設用機材について品質、性能が確保できる規模及び強度を有して確認していることが
 確認できる。 50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑥

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 【共通】

 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。。

 地山との取り合わせを適切に行っていることが確認できる。

 鉄筋及び鋼材の品質が、証明書類で確認できる。

 その他

 理由：

 【砂防構造物工事に適用】

 コンクリート打設まで錆、泥、油等の有害物が、鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。

 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。

 アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。

 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【地すべり対策工事（抑止杭・集水井戸工事を含む）】  ●判断基準

 アンカーの施工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 ライナープレートと地山との隙間が少なくなるように施工していることが確認できる。

 集・排水ボーリング工の方向及び角度が、適正となるように施工上の配慮をしていることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

砂防構造物工事
 及び地すべり防
 止工事（集水井
 工事を含む）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており､コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アル
 カリ骨材反応抑制等）が確認できる。

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 運搬時間､打設時の投入高さ､締固時のバイブレータの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条件を満
 足していることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）

 有害なクラックが無い。

 ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。 50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑦

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 【路床・路盤工関係】

 設計図書に定められた試験方法でＣＢＲ値を測定していることが確認できる。

 路床及び路盤工のプルーフローリングを行っていることが確認できる。

 路床及び路盤工の密度管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 路盤の安定処理は材料が均一になるよう施工していることが確認できる。

 路盤の施工に先立って、路床面、下層路盤面の浮き石及び有害物を除去してから施工していることが確認できる。

 路床盛土において、一層の仕上がり厚を２０ｃｍ以下とし、各層ごとに締固めて施工していることが確認できる。

 路床盛土において、構造物の隣接箇所や狭い箇所における締固めが、タンパ等の小型締固め機械により施工していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【アスファルト舗装工関係】

 アスファルト混合物の品質が、配合設計及び試験練りの結果又は事前審査制度の証明書類により確認できる。

 舗装工の施工にあたって、上層路盤面の浮き石などの有害物を除去していることが確認できる。

 プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理を記録していることが確認できる。

 舗設後の交通開放が、定められた条件を満足していることが確認できる。

 各層の継ぎ目の位置が、設計図書に定められた数値以上であることが確認できる。

 縦継目及び横継目の位置、構造物との接合面の処理等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 アスファルト混合物の運搬及び舗設にあたって、気象条件を配慮していることが確認できる。

 密度管理が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【コンクリート舗装工関係】

 舗装工の施工に先だって、上層路盤面の浮き石等の有害物を除去してから施工していることが確認できる。

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。  ●判断基準

 材料が分離しないようコンクリートを敷均していることが確認できる。

 チェアー及びタイバーを損傷などが発生しないよう保管していることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

舗装工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており､コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ、最大骨材粒径、塩
 化物総量、単位水量、アルカリ骨材反応抑制等）が確認できる。

 運搬時間､打設方法及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、設計図書に定められた条件を満足
 していることが確認できる。 50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑧

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 【共通】

 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。（特に法枠工、コンクリート又はモルタル吹付工関係）

 施工に際して、品質に害となる施工面の浮き石やゴミ等を除去してから施工していることが確認できる。

 盛土の施工にあたり、法面の崩壊が起こらないよう締固めを十分行っていることが確認できる。

 雨水による崩壊が起こらないように、排水対策を実施していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【種子吹付工、客土吹付工、植生基材吹付工関係】

 土壌試験の結果を施工に反映していることが確認できる。

 ネットなどの境界に隙間が生じていないことが確認できる。

 ネットなどが破損を生じていないことが確認できる。

 吹付け厚さが均等であることが確認できる。

 使用する材料の種類、品質、配合等が設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 施工時期が定められた条件を満足していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【コンクリート又はモルタル吹付工関係】

 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 金網の重ね幅が、１０ｃｍ以上確保されていることが確認できる。

 金網が破損を生じていないことが確認できる。

 吸水性の吹付け面において、事前に吸水させてから施工していることが確認できる。

 吹付け厚さが均等であることが確認できる。

 吹付け厚さに応じて２層以上に分割して施工していることが確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。

 法肩の吹付けにあたり、地山に沿って巻き込んで施工していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【現場打法枠工関係（プレキャスト法枠工含む）】

 使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 アンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。

 現場養生が、設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。  ●判断基準

 強度試験に使用したコンクリート供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

 枠内に空隙が無いことが確認できる。

 層間にはく離が無いことが確認できる。

 不良箇所が生じないよう跳ね返り材料の処理を行っていることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

法面工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑨

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 【杭関係（コンクリート・鋼管・鋼管井筒、場所打、深礎等）】

 杭頭処理において、杭本体を損傷していないことが確認できる。

 水平度、鉛直度等が、設計図書を満足していることが確認できる。

 溶接の品質管理に関して、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 支持地盤に達していることが、掘削深さ、掘削土砂等により確認できる。

 配筋、スペーサーの配置及びコンクリート打設等が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 ライナープレートの組み立てにあたり、偏心と歪みに配慮して施工していることが確認できる。

 裏込材注入の圧力などが施工記録により確認できる。

 強度確認、セメントミルクの比重管理などの品質に係わる事項の管理資料を整理していることが確認できる。

 その他

 理由：

 【地盤改良関係】  ●判断基準

 改良材のバッチ管理記録が整理され、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 セメントミルクの比重、スラリー噴出量、強度等の管理資料を整理していることが確認できる。

 事前に土質試験を実施し、改良材の選定、必要添加量の設定等を行っていることが確認できる。

 施工箇所が均一に改良されているとともに、十分な強度及び支持力を確保していることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 基礎工事及び地
盤改良工事

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 杭に損傷及び補修痕が無いことが確認できる。

 既製杭の打止め管理の方法及び場所打杭の施工管理の方法が整備されており、その記録を整理していることが確認できる。

 場所打杭について、トレミー管をコンクリート内に２ｍ以上挿入して施工していることが確認できる。

 掘削深度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度並びに比重等が、設計図書を満足していることが確
 認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑩

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 コンクリートの圧縮強度を管理して、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。

 鉄筋の品質が、証明書類で確認できる。

 鉄筋の引張強度及び曲げ強度の試験値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 コンクリート打設までに錆、泥、油等の有害物が鉄筋に付着しないよう管理していることが確認できる。

 圧接作業にあたり、作業員の技量確認を行っていることが確認できる。

 鉄筋の組立及び加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 コンクリートの養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 スペーサーの品質及び個数が、設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

 プレビーム桁のプレフレクション管理が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 使用する装置及び機器のキャリブレーションを事前に実施していることが確認できる。  ●判断基準

 ＰＣ鋼材の緊張及びグラウト注入管理値が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 コンクリート圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いていることが確認できる。

 有害なクラックが無い。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 コンクリート橋
上部工事
 （ＰＣ及びＲＣ
 を対象）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており､コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アル
 カリ骨材反応抑制等）が確認できる。

 施工条件や気象条件に適した運搬時間､打設時の投入高さ及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認できる。
 （寒中及び暑中コンクリート等を含む）

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑪

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 塗装作業にあたり、塗布面を十分に乾燥させて施工していることが確認できる。

 ケレンを入念に実施していることが確認できる。

 天候状況の確認、気温及び湿度の測定を行い、塗装作業を行っていることが確認できる。

 塗料を使用前に撹拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用していることが確認できる。

 鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し塗装を行っていることが確認できる。

 塗料の空缶管理について写真等で確実に空であることが確認できる。

 塗り残し、ながれ、しわ等が無く塗装されていることが確認できる。

 溶接部、ボルトの接合部分、構造の複雑な部分について、必要な塗膜厚を確保していることが確認できる。  ●判断基準

 塗料の品質が出荷証明書、塗料成績表により、製造年月日、ロット番号、色彩、数量が確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度、スランプ、空気量等の測定結果が確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 吹付コンクリートの配合及びロックボルトの種別、規格が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 設計図書に定められた岩区分（支保工パターン含む）の境界を確認して施工を行っていることが確認できる。

 坑内観察調査などについて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 計測管理を日々行っており、その結果に基づいた施工を行っていることが確認できる。

 金網の継ぎ目を１５ｃｍ以上重ね合わせて施工していることが確認できる。

 吹付コンクリートを打継ぎする場合は、吹付完了面を清掃した上、湿潤状態で施工していることが確認できる。  ●判断基準

 ロックボルトの定着長が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。 

 逆巻きの場合において、側壁コンクリートとアーチコンクリートの打継目が同一線上で施工していないことが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

塗装工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 トンネル工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており､コンクリートの品質(強度・ｗ／ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アル
 カリ骨材反応抑制等）が確認できる。

 施工条件や気象条件に適した運搬時間､打設方法及び締固め方法が、定められた条件を満足していることが確認
 できる。

 吹付コンクリートの施工にあたって、浮石等を除いた後に､吹付コンクリートの一層の厚さが１５ｃｍ以下で地
 山と密着するよう施工していることが確認できる。

 防水工に防水シートを使用する場合は、ロックボルト等の突起物にモルタルや保護マット等で防護対策を行って
 いることが確認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印
を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入す
る。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑫

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 活着が促されるよう管理していることが確認できる。

 樹木などに損傷､はちくずれ等が無いよう保護養生を行っていることが確認できる。

 樹木等の生育に害のある害虫等がいないことが確認できる。

 客土の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ）を実施し施工に反映している。

 施工完了後、余剰枝の剪定､整形その他必要な手入れを行っていることが確認できる。

 肥料が直接樹木の根に触れないよう均一に施肥していることが確認できる。

 植生する樹木に応じて、余裕のある植穴を堀り植穴底部を耕していることが確認できる。

 添木をぐらつきがないよう設置していることが確認できる。  ●判断基準

 樹名板を視認しやすい場所に据付けていることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 指定材料の規格が、品質を証明する書類で確認できる。

 管路の通過試験を行っており、試験結果から全箇所が導通していることが確認できる。

 特殊部の施工基面の支持力が、均等となるようにかつ不陸が無いように仕上げていることが確認できる。

 埋戻しにおいて、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 舗装の復旧等が適時行われ、路面の沈下や不陸が無く平坦性を確保していることが確認できる。

 管枕及び埋設シートの設置及び土被りが、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。  ●判断基準

 管設置において、それぞれの管の最小曲げ半径を満足していることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

植栽工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

電線共同溝工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 プラント出荷時、現場到着時、舗設時等において、アスファルト混合物の温度管理が記録していることが確認
 できる。

 特殊部等の施工において、隣接する各ブロックに目違いによる段差及び蛇行等が無いよう敷設していることが
 確認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑬

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。

 使用する材料の品質・形状等が適切であり、かつ現場において材料確認を適宜・的確に行っていることが確認できる。

 構造物の劣化状況をよく把握して、適切な対策を施していることが確認できる。

 Ⅱ．品質  監督員の指示事項に対して、現地状況を勘案し、施工方法や構造についての提案を行うなど積極的に取り組んでいることが確認できる。

 施工後のメンテナンスに対する提言や修繕サイクル等を勘案した提案等を行っていることが確認できる。　

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 ●判断基準

 該当項目が６項目以上・・・・・・・ａ

 該当項目が５項目・・・・・・・・・ａ’

 該当項目が４項目・・・・・・・・・ｂ

 該当項目が３項目・・・・・・・・・ｂ’

 該当項目が２項目以下　・・・・・・ｃ
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 橋梁維持・修繕
 工事（橋脚補
 強、耐震補強、
 落橋防止等）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 ※　記載の４項目を必須の評価対象項目とし、この他に適宜項目を追加して評価するものとする。
 　　ただし、評価対象項目は最大８項目とする。



 別紙３－⑭

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 地区内の地表水及び地下水を排除しドライの状態で施工をしている。

 濁り等の防止に十分留意して施工している。

 石礫、根株等が混入しないように適切に施工している。

 表土剥ぎ取り､基盤切盛、畦畔築立、基盤整地､表土整地、道路盛土等、適切に施工している。

 進入路について耕作に支障がないように施工されている。

 用・排水路の縦断勾配等については、ほ場面標高等を考慮して施工されている。

 用・排水路の施工基面が平滑に仕上げられている。

 用・排水路の法面のとおりがよい。

 構造物側面の埋め戻しについて、適切に実施されている。

 護岸等の根入れが図面どおリ実施されていることが確認できる。

 二次製品との取り付け部コンクリート構造物にきめ細かな施工がうかがえる。

 二次製品の吊り込み、据付けの際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。

 パイプラインの地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。  ●判断基準

 パイプラインが所定の埋設深さに布設されており、適切な締固めを実施していることが確認できる。

 暗渠排水の施工にあたり、表土と基盤土の混合を防止していることが確認できる。

 暗渠排水の被覆材の厚さを確保し、かつ管体を十分被覆していることが確認できる。

 暗渠排水管が所定の深さ及び勾配で布設されていることが確認できる。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 中心線の通りがよい。

 締固めが適切に実施されている。

 管の両側及び上面が均等に埋め戻されていることが確認できる。

 地盤面、基礎面に不陸が生じていないことが確認できる。

 管の吊り込み、据付の際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。

 コンクリート構造物に、きめ細かな施工がうかがえる。

 その他

 理由：  ●判断基準

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 ほ場整備工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

管水路工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑮

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 基礎処理及び盛り立てが適切に実施されている。

 刃金土や堤体の締固めが適切に実施されていることが確認できる。

 グラウト工が適切に実施されていることが確認できる。

 施工基面及び法面が平滑に仕上げられている。

 排水対策を行い、施工している。

 気象条件を考慮した施工が確認できる。

 鉄筋の組立、継ぎ手部、かぶりは工事図書等に基づき適切に施工している。

 コンクリートの供試体が当該現場のものであることが確認できる。  ●判断基準

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 施工基面が平滑に仕上げられている。

 法面や製品天端の通りがよい。

 締固めが適切に実施されている。

 護岸等の根入れが図面通り実施されていることが確認できる。

 コンクリート構造物に、きめ細かな施工がうかがえる。

 寸法誤差が少なく、表面状況のよい製品が使用されていることが確認できる。

 二次製品の吊り込み、据付の際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。

 漏水等が発生しておらず、水路の機能を満足している。  ●判断基準

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 フィルダム、た
 め池工事

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 コンクリート二
次製品水路工事
 （Ｌ型、ボック
 スカルバート、
 ブロック積み水
 路等）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑯

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。

 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。

 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。

 護岸工の端部や曲線部の処理が適切であり、強度及び水密性を確保していることが確認できる。

 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 吹付工の吹付け厚さが均等であることが確認できる。

 吹付工の金網の重ね幅が、１０ｃｍ以上確保されていることが確認できる。

 吹付工に使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 吹付工の圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

 法枠工のアンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。

 法枠工の現場養生が設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。

 法枠工に使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 法枠工の圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

 鋼材の品質が、証明書類で確認できる。

 ボルトの締付確認が実施され、記録を保管していることが確認できる。  ●判断基準

 ボルトの締付機及び測定機器のキャリブレーションを実施していることが確認できる。

 伐開・除根作業により発生した伐開木、根株、枝条等が適切に処理されている。

 掘削等により、立木等に損傷を与えず、また飛散の防止等にも注意を払って施工されている。

 構造物や法面に有害なクラックがない。

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

治山工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・ｗ/ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アル
 カリ骨材反応抑制等）が確認できる。

 運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のバイブレーターの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条
 件を満たしていることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）

 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込材の吸出しがないよう行っている
 ことが確認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑰

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 コンクリート受け入れ時に必要な試験を実施しており、温度・スランプ・空気量等の測定結果が確認できる。

 圧縮強度試験に使用したコンクリート供試体が、当該現場の供試体であることが確認できる。

 コンクリートの圧縮強度を管理し、必要な強度に達した後に型枠及び支保工の取り外しを行っていることが確認できる。

 コンクリートの打設前に、打継ぎ目処理を適切に行っていることが確認できる。

 鉄筋の組立、加工が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 スペーサーの材質及び品質が適正であることが確認できる。

 施工基面を平滑に仕上げていることが確認できる。

 裏込材及び胴込めコンクリートの締固めを空隙が生じないよう十分に行っていることが確認できる。

 土砂の締固めが設計図書に定められた条件を満足していることが確認できる。

 盛土材料の土質が適正である。

 盛土の一層あたりのまき出し厚を管理していることが確認できる。

 植生工で、植生の種類、品質、配合及び養生が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 吹付工の吹付け厚さが均等であることが確認できる。

 吹付工の金網の重ね幅が、１０ｃｍ以上確保されていることが確認できる。

 吹付工に使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 吹付工の圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

 法枠工のアンカーを設計図書どおりの長さで施工していることが確認できる。

 法枠工の現場養生が設計図書の仕様を満足するように実施されていることが確認できる。

 法枠工に使用する材料の種類、品質及び配合が、設計図書の仕様を満足していることが確認できる。

 法枠工の圧縮強度試験に使用したコンクリートの供試体が当該現場の供試体であることが確認できる。

 防護柵設置要綱、視線誘導標設置基準、道路標識ハンドブック等の規定に従い適切に施工し、規格値を満足している。

 伐開・除根作業により発生した伐開木、根株、枝条等が適切に処理されている。

 掘削等により、立木等に損傷を与えず、また飛散の防止等にも注意を払って施工されている。

 構造物や法面に有害なクラックがない。  ●判断基準

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

森林管理道工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 コンクリートの配合試験及び試験練りを行っており、コンクリートの品質（強度・ｗ/ｃ、最大骨材粒径、塩化物総量、単位水量、アル
 カリ骨材反応抑制等）が確認できる。

 運搬時間、打設時の投入高さ、締固め時のバイブレーターの機種及び養生方法が、施工条件及び気象条件に適しており、定められた条
 件を満たしていることが確認できる。（寒中及び暑中コンクリート等を含む）

 緑化ブロック、石積（張）、法枠、かごマット等における材料のかみ合わせ又は連結が適切で、裏込材の吸出しがないよう行っている
 ことが確認できる。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑱

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 製管材の規格がミルシート等で確認できる。

 管内洗浄や劣化部除去が適切に行われている。

 装置（機器）のキャリブレーションが適切に行われている。

 裏込め材注入時に必要な供試体を採取し、強度、フロー値等が確認できる。

 裏込め材注入の圧力等が施工記録により確認できる。

 裏込め材の供試体が当該現場のものであることが確認できる。

 その他

 理由：  ●判断基準

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 劣化部が健全なコンクリート面が得られるまで除去されていることが確認できる。

 劣化部除去時の超高圧水の水圧が確認できる。

 断面修復材の品質が適正であることが確認できる。

 断面修復工の接着強さが適正であることが確認できる。

 素地調整材やプライマーの品質が適正であることが確認できる。

 防食被覆材の品質が適正であることが確認できる。

 防食被覆工施工時の環境が適正であることが確認できる。

 防食被覆工の接着強さが適正であることが確認できる。  ●判断基準

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

管渠更生工事
 （製管工法）

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

防食工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑲

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

 Ⅱ．品質 対象 判定

 ●判断基準

 その他

 理由：

 ※　試験結果の打点数等が少なく（原則３点未満）ばらつきの判断ができない場合
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

上水道工事  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

 材料（管材及び土木資材）の品質規格証明書が整備されている。

 材料の保管状況が適切であることが確認できる。

 各種管継ぎ手がチェックシートにより正確に測定管理され、なおかつ施工計画書に定めた写真管理基準に基
 づき施工写真が整っている。

 給水管取付替えチェックシートが整備され、かつ全取付替え箇所の施工写真が整っている。

 鋼管の溶接及び切断の品質管理に関して仕様書や品質管理基準に定められた事項が確認できる。

 施工条件に適した方法（山留め等の仮設工法や土質に見合った切土面勾配での施工）で作業が行われている。

 管の吊り込み、据付の際に常に十分な注意を払っていることが確認できる。

 床付け面に掘り過ぎ等がなく、平坦に仕上げていることが確認できる。

 管の周囲が均等に埋め戻され、空隙や異物のないことが確認できる。

 給水管付替えや不断水取出工事において、水圧試験を実施し適切に施工されている。

 占用位置が設計寸法を満足している。変更した場合には、その経緯が工事記録等で確認できる。

 解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲が確認でき、適切な処分をしていることが確認できる。 50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ' ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで

判断不可能※

ばらつきで判断可能

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。



 別紙３－⑳

 品質関係の試験結果のばらつきと評価対象項目の履行状況（評価値）から判断する。＜判断基準参照＞

 [関連基準、土木工事施工管理基準、その他設計図書に定められた試験]

 ばらつきが50％以下  ばらつきが80％以下  ばらつきが80％を越える

 Ⅱ．品質  　　　※　ばらつきの判断は別紙－４参照。

対象 判定

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 理由：

 ●判断基準
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目 細別
＜Ａ＞

ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 上記以外の工事
 又は合併工事

 優れている  ｂより優れている  やや優れている  ｃより優れている  他の評価に該当しない  品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、監
 督員が文書で指示を行い改善
 された。

 品質関係の測定方法又は測定
 値が不適切であったため、検
 査員が修補指示を行った。

＜Ｂ＞

＜Ａ＞　対象工事がばらつきによる評価が不適切な工事 ＜Ｂ＞　対象工事がばらつきによる評価が適切な工事

①　評価対象項目が当該工事において評価の対象となる場合には「対象」欄の□に「レ」印を
　　記入し、評価の対象とならない場合は空欄とする。
②　「レ」印を記入した項目について該当する場合は「判定」欄の□に「レ」印を記入する。
③　対象欄に「レ」印のある項目数を分母として比例計算の値で評価する。
④　評価値（　　　％）＝該当項目数（　　）／評価対象項目数（　　）
⑤　なお、評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とする。
⑥　また、文書による改善指示を行った場合には、上記評価によらずｄ、ｅ評価とする。

　・該当項目が90％以上・・・・・・・・・ａ
　・該当項目が80％以上90％未満・・・・・ａ’
　・該当項目が70％以上80％未満・・・・・ｂ
　・該当項目が60％以上70％未満・・・・・ｂ’
　・該当項目が60％未満・・・・・・・・・ｃ
　※評価対象項目数が２項目以下の場合はｃ評価とす
る。

50％以下 80％以下 80%を超える

90％以上 ａ ａ' ｂ

75％以上90％未満 ａ' ｂ ｂ'

60％以上75％未満 ｂ ｂ' ｃ

60％未満 ｂ' ｃ ｃ

評
価
値

ばらつきで判断可能



 別紙３－㉑

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 コンクリート構造物の表面状態が良い。 ｂ  該当５項目以上・・・ａ ｄ

 コンクリート構造物の通りが良い。  やや優れている  該当４項目・・・・・ｂ  劣っている

 Ⅲ．出来ばえ  天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 クラックが無い。  該当２項目以下・・・ｄ

 漏水が無い。

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 仕上げが良い。  該当４項目以上・・・ａ

 通りが良い。  該当３項目・・・・・ｂ

 天端及び端部の仕上げが良い。  該当２項目・・・・・ｃ

 構造物へのすりつけなどが良い。  該当１項目以下・・・ｄ

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 規定された勾配が確保されている。  該当５項目以上・・・ａ

 切土法面の施工にあたって、法面の浮き石が除去されているなど、適切に施工されている。  該当４項目・・・・・ｂ

 法面勾配の変化部について、干渉部を設けるなど適切に施工されている。  該当３項目・・・・・ｃ

 滞水などによる施工面の損傷が発生しないよう処理が行われている。  該当２項目以下・・・ｄ

 関係構造物等との取り合いが設計図書を満足するよう施工されている。

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 ※　 通りが良い。  該当４項目以上・・・ａ

 材料のかみ合わせがよく、クラックが無い。  該当３項目・・・・・ｂ

 天端及び端部の仕上げが良い。  該当２項目・・・・・ｃ

 既設構造物とのすりつけが良い。  該当１項目以下・・・ｄ

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 表面に補修箇所が無い。  該当４項目以上・・・ａ

 部材表面に傷及び錆が無い。  該当３項目・・・・・ｂ

 溶接が均一である。  該当２項目・・・・・ｃ

 塗装が均一である。  該当１項目以下・・・ｄ

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 地山との取り合いが良い。  該当３項目以上・・・ａ

 天端、端部の仕上げが良い。  該当２項目・・・・・ｂ

 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。  該当１項目・・・・・ｃ

 全体的な美観が良い。  該当０項目・・・・・ｄ
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目  工　種
ａ ｂ ｃ ｄ

 優れている  やや優れている  他の評価に該当しない  劣っている

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 コンクリート構造物
工事
砂防構造物工事
 トンネル工事

土工事
 （盛土・築堤工事
 等）

土工事
 （切土工事）

 護岸・根固・水制工
事

鋼橋工事

 地すべり防止工事



 別紙３－㉒

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 舗装の平坦性が良い。  該当５項目以上・・・ａ

 構造物の通りが良い。  該当４項目・・・・・ｂ

 Ⅲ．出来ばえ  端部処理が良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 構造物へのすりつけ等が良い。  該当２項目以下・・・ｄ

 雨水処理が良い。

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 通りが良い。  該当３項目以上・・・ａ

 植生、吹付等の状態が均一である。  該当２項目・・・・・ｂ

 端部処理が良い。  該当１項目・・・・・ｃ

 全体的な美観が良い。  該当０項目・・・・・ｄ

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 土工関係の仕上げが良い。  該当３項目以上・・・ａ

 通りが良い。  該当２項目・・・・・ｂ

 端部及び天端の仕上げが良い。  該当１項目・・・・・ｃ

 施工管理記録などから不可視部分の出来ばえの良さが伺える。  該当０項目・・・・・ｄ

 ※　地盤改良において、出来ばえが判断できない場合についてはｃ評価とする。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 コンクリート構造物の表面状態が良い。  該当５項目以上・・・ａ

 コンクリート構造物の通りが良い。  該当４項目・・・・・ｂ

 天端及び端部の仕上げが良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 支承部の仕上げが良い。  該当２項目以下・・・ｄ

 クラックが無い。

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 塗装の均一性が良い。  該当４項目以上・・・ａ

 細部まできめ細かな施工がされている。  該当３項目・・・・・ｂ

 補修箇所が無い。  該当２項目・・・・・ｃ

 ケレンの施工状況が良好である。  該当１項目以下・・・ｄ

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 樹木の活着状況が良い。  該当３項目以上・・・ａ

 支柱の取り付けがきめ細かく施工されている。  該当２項目・・・・・ｂ

 支柱の取り付けが堅固である。  該当１項目・・・・・ｃ

 全体的な美観が良い。  該当０項目・・・・・ｄ
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目  工　種
ａ ｂ ｃ ｄ

 優れている  やや優れている  他の評価に該当しない  劣っている

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

舗装工事

法面工事

 基礎工事及び地盤改
良工事

 コンクリート橋上部
工事
 （ＰＣ及びＲＣを対
 象）

塗装工事
 （工場塗装を除く）

植栽工事



 別紙３－㉓

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 小構造物等にも注意が払われている。  該当３項目以上・・・ａ

 きめ細かな施工がなされている。  該当２項目・・・・・ｂ

 Ⅲ．出来ばえ  既設構造物とのすりつけが良い。  該当１項目・・・・・ｃ

 全体的な美観が良い。  該当０項目・・・・・ｄ

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 歩道及び車道の舗装(含､仮復旧舗装)の勾配が適切で、有害な段差が無く平坦性が確保されている。  該当３項目以上・・・ａ

 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸの蓋に、がたつきや不要な隙間が生じていない。  該当２項目・・・・・ｂ

 施工管理記録などから、不可視部分の出来映えの良さが伺える。  該当１項目・・・・・ｃ

 全体的な美観が良い。  該当０項目・・・・・ｄ

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 均平度が良い。  該当６項目以上・・・ａ

 土工の仕上げが良い。  該当４、５項目・・・ｂ

 土工の通りが良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 土工の構造物等のすりつけが良い。  該当２項目以下・・・ｄ

 用、排水路のとおりが良い。

 コンクリート構造物のとおりが良い。

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 吐き出し部が入念に施工されている。  該当３項目以上・・・ａ

 付帯明渠等の仕上げ、通りが良い。  該当２項目・・・・・ｂ

 埋め戻しが入念に施工され、凹凸がなく仕上げが良い。  該当１項目・・・・・ｃ

 施工管理記録簿等から不可視部分の出来ばえが高く評価できる。  該当０項目・・・・・ｄ

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 管の通りが良い。  該当４項目以上・・・ａ

 付帯コンクリート構造物の肌が良い。  該当３項目・・・・・ｂ

 付帯コンクリート構造物の通りが良い。  該当２項目・・・・・ｃ

 付帯コンクリート構造物にクラックが無い。  該当１項目以下・・・ｄ

 全体的な美観が良い。
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目  工　種
ａ ｂ ｃ ｄ

 優れている  やや優れている  他の評価に該当しない  劣っている

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 橋梁維持・修繕工事
 （橋脚補強、耐震補
 強、落橋防止等）

電線共同溝工事

 ほ場整備工事
 （暗渠排水工事のみ
 行う場合を除く）

 ほ場整備工事
 （暗渠排水工事のみ
 行う場合）

管水路工事



 別紙３－㉔

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 土工の仕上げが良い。  該当９項目以上・・・ａ

 土工の通りが良い。  該当７、８項目・・・・・ｂ

 Ⅲ．出来ばえ  土工の構造物等へのすりつけが良い。  該当６項目・・・・・ｃ

 吹付（植生、コンクリート等）の状態が均一である。  該当５項目以下・・・ｄ

 コンクリート構造物の肌が良い。

 コンクリート構造物の通りが良い。

 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

 付帯コンクリート構造物にクラックが無い。

 漏水が無い。

 施設の通りが良い。（排水側溝、フェンス等）

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 土工の仕上げが良い。  該当６項目以上・・・ａ

 土工の通りが良い。  該当４、５項目・・・ｂ

 土工の構造物等へのすりつけが良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 コンクリート構造物等の通りが良い。  該当２項目以下・・・ｄ

 天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。

 施設の通りが良い。（排水側溝、フェンス等）

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 構造物の表面状態が良い。  該当５項目以上・・・ａ

 構造物の天端仕上げ、端部仕上げ等がよ良い。  該当４項目・・・・・ｂ

 構造物にクラックが良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 構造物の通りが良い。  該当２項目以下・・・ｄ

 地山とのすりつけが良い。

 全体的な美観が良い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 規定された法勾配、土羽勾配が確保されている。  該当６項目以上・・・ａ

 構造物の表面状態が良い。  該当４、５項目・・・ｂ

 構造物の天端仕上げ、端部仕上げ等が良い。  該当３項目・・・・・ｃ

 構造物にクラックが無い。  該当２項目以下・・・ｄ

 構造物の通りが良い。　

 地山とのすりつけが良い。

 全体的な美観が良い。
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目  工　種
ａ ｂ ｃ ｄ

 優れている  やや優れている  他の評価に該当しない  劣っている

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

 フィルダム、ため池
工事

 コンクリート二次製
品水路工事
 （Ｌ型、ボックスカ
 ルバート、ブロック
 積み水路等）

治山工事

森林管理道工事



 別紙３－㉕

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 更生管の変形・浮上・不陸が無い。  該当３項目以上・・・ａ

 更生管の施工箇所上下流の既設管とのすりつけが良い。  該当２項目・・・・・ｂ

 Ⅲ．出来ばえ  管口や端部の仕上げが良い。  該当１項目・・・・・ｃ

 浸入水が無い。  該当０項目・・・・・ｄ

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 断面修復が平坦で、浮きやひび割れが無い。  該当４項目以上・・・ａ

 素地調整が平坦密実に仕上げられている。  該当３項目・・・・・ｂ

 プライマーが均一で欠陥なく塗布されている。  該当２項目・・・・・ｃ

 塗布型防食にあっては、ピンホール試験を実施し、欠陥が無い。  該当１項目以下・・・ｄ

 防食被覆が平滑で、樹脂硬化不良が無い。

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 該当４項目以上・・・ａ

 該当３項目・・・・・ｂ

 該当２項目・・・・・ｃ

 該当１項目以下・・・ｄ

 ●該当する項目の□に「レ」印を記入する。  ●判断基準

 該当４項目以上・・・ａ

 理由：  該当３項目・・・・・ｂ

 該当２項目・・・・・ｃ

 理由：  該当１項目以下・・・ｄ

 理由：

 理由：

 理由：

 ※　合併工事は、該当工種からの評価対象項目で評価を行う。ただし、評価対象項目は最大５項目とする。
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考査項目別運用表
 （検査員）

考査項目  工　種
ａ ｂ ｃ ｄ

 優れている  やや優れている  他の評価に該当しない  劣っている

 ３．出来形及
 　　び出来ば
 　　え

管渠更生工事
 （製管工法）

防食工事

上水道工事

 弁、消火栓、蓋等の操作にあたり、支障のない位置に配置されている。

 手直し等の形跡がなく、丁寧な施工が伺える

 構造物の通りが良く、変形やクラック等がない。

 施工管理記録等から、不可視部分の出来栄えの良さがうかがえる。

 既設舗装及び蓋・構造物とのすり付け状況が良く、かつ表面の仕上がりや雨水処理が良い。

 上記以外の工事又は
合併工事



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）  平成　　　年　　　月　　　日作成

　　　  課（所）名：　

円

工期

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 +1.0  +0.5 0  -5.0 -10

 +3.0  +1.5 0  -5.0 -10

 +4.0  +2.0 0  -5.0 -10  +5  +2.5 0  -7.5 -15

 +4.0  +2.0 0  -5.0 -10  +2.0  +1.0 0  -7.5 -15

 +5.0  +2.5 0  -5.0 -10  +3.0  +1.5 0  -7.5 -15

 +2.0  +1.0 0  -2.5  -5

 +4.0  +2.0 0  -2.5  -5 +10  +7.5  +5.0  +2.5 0 -10 -20

 +5.0  +2.5 0  -2.5  -5 +15 +12  +7.5  +4.0 0 -12.5 -25

 +5  +2.5 0  -5

0

0

+10  +7.5  +5  +2.5 0

 ○　（①　　点×０．４＋②　　点×０．２＋③　　点×０．４＝　　　点)

- 点

 ○７．評価点計（　　　　点）－８．法令遵守等（　　　　点）＝　　　　　点

 ※１　１～３の評価（６５点±加減点合計）＋４，５，６の評価（加点合計）＝評定点
 ※１　各評価点（①～③）は小数第１位まで記入する。

 ※３　創意工夫は、工事特性のような難度を伴わない工事において、企業の工夫やノウハウにより特筆すべき便益があった場合に評価する項目である。
 ※４　社会性等の評価では地域への貢献等の観点から、加点評価のみとする。また、法令遵守等は、減点評価のみとする。
 ※５　所見は必ず記載する。

 ※７　法令遵守等の評価は、工事成績評定員が行う。
 ※８　評定点合計は、四捨五入により整数とする。
 ※９　施工プロセスチェックリストは考査項目毎の採点の参考として特に必要な場合（工期の長短、工事の内容によって適宜）、作成する。
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 工事成績採点表(建築・電気設備・機械設備工事等）

 様式第１号

工事名 契約金額（最終）

受注者名  平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日 完成年月日  平成　　  年　  　月 　 　日

 考　査　項　目
監督員 工事成績評定員  検査員（完成検査）

氏名 氏名 氏名

項目 細別

 １．施工体制
 Ⅰ.施工体制一般

 Ⅱ.配置技術者

 ２．施工状況

 Ⅰ.施工管理

 Ⅱ.工程管理

 Ⅲ.安全対策

 Ⅳ.対外関係

 ３．出来形及び出来ばえ

 Ⅰ.出来形

 Ⅱ.品質

 Ⅲ.出来ばえ

 ４．工事特性  Ⅰ.施工条件等への対応※２ +   　 　 (20)

 ５．創意工夫  Ⅰ.創意工夫※３ +   　 　 (7)

 ６．社会性等  Ⅰ.地域への貢献等※４

 加減点合計（１＋２＋３＋４＋５＋６）  ＋　　　　　　．　　　点  ＋　　　　　　．　　　点  ＋　　　　　　．　　　点

 評定点（６５±加減点合計）※１  ①　　　　　　．　　　点  ②　　　　　　．　　　点  ③　　　　　　．　　　点

 ７．評定点計  　　　　　点

 ８．法令遵守等※７

 ９．評定点合計※８  　　　　　点

 所　見※５

監督員

工事成績評定員

検査員

 ※２　工事特性は、当該工事特有の難度の高い条件（構造物の特殊性、特殊な技術、都市部等の作業環境・社会条件、厳しい自然・地盤条件、長期工事における安全確保等）に対して適切に対応したこと
を
 　　評価する項目である。評価にあたっては、工事成績評定員との協議をもって行うものとする。

 ※６　各考査項目ごとの採点根拠は原則として、監督員は別紙－１①～⑪、工事成績評定員は別紙－２①～⑤、検査員は別紙－３①～⑧によるものとするが、工事内容、規模、特異性等から、これらによ
り
 　　がたい場合は別途考慮すること。完成検査時の検査員評価に先立ち、監督員及び工事成績評定員が記入する。



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 様式第２号

項目 細別 得点割合 得点割合

 １．施工体制  Ⅰ.施工体制一般  （　　　　　）×０．４＋２．９＝

点  ３．３点

 Ⅱ.配置技術者  （　　　　　）×０．４＋２．９＝

点  ４．１点

 ２．施工状況  Ⅰ.施工管理  （　　　　　）×０．４＋２．９＝  （　　　　　）×０．４＋６．５＝

点 　 点  １３点

 Ⅱ.工程管理  （　　　　　）×０．４＋２．９＝  （　　　　　）×０．２＋３．２＝

点 　 点  ８．１点

 Ⅲ.安全対策  （　　　　　）×０．４＋２．９＝  （　　　　　）×０．２＋３．３＝

点 　 点  ８．８点

 Ⅳ.対外関係  （　　　　　）×０．４＋２．９＝

点  ３．７点

 Ⅰ.出来形  （　　　　　）×０．４＋２．８＝  （　　　　　）×０．４＋６．５＝

点 　 点  １４．９点

 Ⅱ.品質  （　　　　　）×０．４＋２．９＝  （　　　　　）×０．４＋６．５＝

点 　 点  １７．４点

 Ⅲ.出来ばえ  （　　　　　）×０．４＋６．５＝

　 点  ８．５点

 ４．工事特性  Ⅰ.施工条件等への対応  （　　　　　）×０．２＋３．３＝

　 点  ７．３点

 ５．創意工夫  Ⅰ.創意工夫  （　　　　　）×０．４＋２．９＝

点  ５．７点

 ６．社会性等  Ⅰ.地域への貢献度  （　　　　　）×０．２＋３．２＝

点  ５．２点

 ７．法令遵守等  （　　　　　）×１．０＝

点

　

細目別評定点合計  １００点

 ※　（①＋②＋③）＝④細目別評定点

 ※　得点割合は、細目評定点の合計に対する得点の割合を百分率で示す。

-
1
1
3
-

 細目別評定点採点表(建築・電気設備・機械設備工事等）

 ①監督員  ②工事成績評定員  ③検査員（完成検査）  ④細目別評定点

 ３．出来形及び出来ばえ



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 様式第３号

 当初： 円  最終： 円

 平成　　年　　　月　　　日  平成　　年　　　月　　　日

 当初:

～

 最終：

～

 平成　　年　　　月　　　日  平成　　年　　　月　　　日

 

 

 

　 点

点

点

点

点

 　　２）監督員、工事成績評定員、検査員の評定点は小数第１位までとする。

 　　３）評定点合計は、四捨五入により整数とする。

 　　４）④法令遵守等は、工事成績評定員が記入する。

 

 工事成績評定表(建築・電気設備・機械設備工事等）

 平成　　　　年　　　　月　　　　日　　　

 課（所）名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 工　　事　　名

 契　約　金　額

 工　　　　　期

完成年月日  　平成　　　　年　　　　月　　　　日

完成検査年月日  　平成　　　　年　　　　月　　　　日

受注者名

現場代理人氏名

 主任・監理技術者氏名

 工事成績評定員所属・氏名

 監督員所属・氏名

 完成検査、検査員所属・氏名

 ①　監督員評定点

 ②　工事成績評定員評定点

 ③　完成検査検査員評定点

 ④　法令遵守等

 ⑤　評定点合計

  注１）　評定点合計　⑤＝（①×０．４＋②×０．２＋③×０．４）－④
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第４号

 別紙－１①  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 １．施工体制  Ⅰ．施工体制一般

 施工体制が
 優れている

 施工体制が
 良好である

 施工体制が
 適切である

 施工体制が
 やや不適切である

 施工体制が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①作業分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。  　　施工体制一般に関し

 　　②品質管理体制が、書面で適切に記載されている。  　て、監督員が文書によ

 　　③安全管理体制が、書面で適切に記載されている。  　る改善指示を行った。

 　　④現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。

 　　⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。  　該当すれば

 　　⑥建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に  　　　　　・・・・ｄ

 　　行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。

 　　　または、証紙の購入が不要な現場に対して、「証紙購入不要」の報告を受けた。  　　施工体制一般に関し

 　　⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。  　て、監督員からの文書

 　　⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。  　による改善指示に従わ
 　　⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事  　なかった。

 　　項に対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑩その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

-11
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第５号

 別紙－１②  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 １．施工体制  Ⅱ．配置技術者

 配置技術者として
 優れている

 配置技術者として
 良好である

 配置技術者として
 適切である

 配置技術者として
 やや不適切である

 配置技術者として
 不適切である

 （現場代理人等）  ［評価対象項目］

 　　①現場代理人として、工事全体の把握ができている。  　　配置技術者に関して、

 　　②現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。  　監督員が文書による改

 　　③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。  　善指示を行った。

 　　④和光市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査を行っている。

 　　⑤主任（監理）技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。  　該当すれば

 　　⑥書類及び資料が適切に整理されている。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。

 　　⑧施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。  　　配置技術者に関して、

 　　⑨施工等に伴う提案又は工夫を持って工事を進めている。  　監督員からの文書によ

 　　⑩工事に必要な専門技術者を専任し配置している。  　る改善指示に従わなか

 　　⑪作業に必要な作業主任者を専任し配置している。  　った。

 　　⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項

 　　に対する改善が速やかに実施されている。  　該当すれば

 　　⑬その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第６号

 別紙－１③  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅰ．施工管理

 施工管理が
 優れている

 施工管理が
 良好である

 施工管理が
 適切である

 施工管理が
 やや不適切である

 施工管理が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①和光市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果について協議している。  　　施工管理に関して、

 　　②施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。  　監督員が文書による改

 　　③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。  　善指示を行った。

 　　④施工計画書に、出来形・品質確保のための記載がある。

 　　⑤施工計画書に基づき、日常の出来形・品質の管理を適切に行っている。  　該当すれば

 　　⑥一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。

 　　⑧使用する建築材料・設備機材(以下「材料・機材」という。)の調達の計画及び搬入後の管理が適  　　施工管理に関して、

 　　切である。  　監督員からの文書によ

 　　⑨施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。  　る改善指示に従わなか

 　　⑩現場内での整理整頓が、日常的に行われている。  　った。

 　　⑪建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取組みが適切に行われている。

 　　⑫施工図作成にあたり、関連工事と遅滞なく、調整が十分に図られている。  　該当すれば

 　　⑬社内検査が計画的に行われている。  　　　　　・・・・ｅ

 　　⑭独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。

 　　⑮低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械及び車両を使用している。

 　　⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に

 　　対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑰その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

     ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第７号

 別紙－１④  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅱ．工程管理

 工程管理が
 優れている

 工程管理が
 良好である

 工程管理が
 適切である

 工程管理が
 やや不適切である

 工程管理が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事がある場合は関連工事との調整もよく行っている。  　　工程管理に関して、

 　　②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。  　監督員が文書による改

 　　③工程のフォローアップ等を実施し、受注者の責により関連工事及び庁舎管理責任者等に対し、影  　善指示を行った。
 　　響を及ぼす工程の遅れがない。

 　　④休日・代休の確保を行っている。  　該当すれば

 　　⑤受注者の責による夜間や休日の作業がない。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑥工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行った。

 　　⑦現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。  　　工程管理に関して、

 　　⑧近隣住民（和光市庁舎管理規則第３条に定める庁舎管理責任者等を含む）との調整を積極的に行  　監督員からの文書によ

 　　い、円滑な工事進捗を行った。  　る改善指示に従わなか

 　　⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に  　った。

 　　対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑩その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第８号

 別紙－１⑤  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅲ．安全対策

 安全対策が
 優れている

 安全対策が
 良好である

 安全対策が
 適切である

 安全対策が
 やや不適切である

 安全対策が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①災害防止（工事安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し記録が整備されている。  　　安全対策に関して、

 　　②店社パトロールを１回／月以上実施し、記録が整備されている。  　法令遵守の措置内容に

 　　③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示  　該当する場合。

 　　している。

 　　④安全教育・訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。  　該当すれば

 　　⑤安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し記録を整備している。  　　　　　・・・・ｃ

 　　⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。  　ただし、左記該当項目

 　　⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。  　が６０％未満の場合は

 　　⑧使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。  　「ｄ」とする。

 　　⑨工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。

 　　⑩過積載防止に十分に取り組んでいる。  　　安全管理に関して、

 　　⑪重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。  　監督員が文書による改

 　　⑫山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。  　善指示を行った。

 　　⑬仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されて

 　　いる。  　該当すれば

 　　⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に  　　　　　・・・・ｄ

 　　対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑮その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　　安全管理に関して、

 　監督員からの文書によ

 　　評価は原則として下記による。  　る改善指示に従わなか

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　った。

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　該当すれば

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　　　　　・・・・ｅ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第９号

 別紙－１⑥  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅳ．対外関係

 対外関係が
 優れている

 対外関係が
 良好である

 対外関係が
 適切である

 対外関係が
 やや不適切である

 対外関係が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①施設管理責任者（和光市庁舎管理規則第３条に定める）に対し、保守管理について説明するため  　　対外関係に関して、

 　　の説明資料が整っている。  　監督員が文書による改

 　　②積極的な近隣住民（入居施設等を含む）対策を実施し、苦情がなかった。または、苦情に対して  　善指示を行った。

 　　適切な対応を行い、以降のトラブルがなかった。

 　　③現場のイメージアップに、取り組んでいる。  　該当すれば

 　　④工事施工にあたり、近隣住民（施設管理責任者等を含む）と適切に協議及び調整を行った。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑤工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。

 　　⑥工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。  　　対外関係に関して、

 　　⑦暴力団等からの不当要求及び工事妨害の報告や届出が適正になされた。  　監督員からの文書によ

 　　⑧「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に  　る改善指示に従わなか

 　　対する改善が速やかに実施されている。  　った。

 　　⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　該当すれば

 　　評価は原則として下記による。  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１０号

 別紙－１⑦  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅰ．出来形

 出来形が
 優れている

 出来形が
 良好である

 出来形が
 適切である

 出来形が
 やや不適切である

 出来形が
 不適切である

 及び出来ばえ  ［評価対象項目］

 　　①承諾図等が、設計図書を満足している。  　　出来形の管理に関し

 　　②施工図等が、設計図書を満足している。  　て、監督員が文書によ

 　　③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。  　る改善指示を行った。

 　　④施工計画書等で定めた出来形の管理基準に基づき、管理している。

 　　⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。  　該当すれば

 　　⑥出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦出来形の管理方法を工夫している。

 　　⑧解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。  　　和光市建設工事請負

 　　⑨解体・撤去物の資材毎に処理方法が確認できる。  　契約基準約款第17条に

 　　⑩混合廃棄物を排出しない分別解体に十分に取り組んでいる。  　基づき監督員が改造請

 　　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　求を行った。

 　　評価は原則として下記による。  　該当すれば

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　　出来形の管理に関し

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　て監督員からの文書に

 　よる改善指示に従わな

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目  　かった。

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。  　該当すれば

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数  　　　　　・・・・ｅ

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１１号

 別紙－１⑧  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 優れている

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　建築工事  ［評価対象項目］

 　　①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、

 　　②品質確認記録の内容が、適切である。  　監督員が文書による改

 　　③施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。  　善指示を行った。

 　　④不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。

 　　⑤躯体工事における施工の品質が、良好である。  　該当すれば

 　　⑥内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦付着物等の除去が適切に行われている。

 　　⑧解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に十分に取り組んでいる。  　　和光市建設工事請負

 　　⑨中間処理施設等への搬出状況について、写真などで的確に確認できる。 　  　契約基準約款第17条に

 　　⑩埋設物の撤去状況及び記録が適切である。  　基づき監督員が改造請

 　　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　求を行った。

 　　評価は原則として下記による。  　該当すれば

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　　品質の管理に関して

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　監督員からの文書によ

 　る改善指示に従わなか

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目  　った。

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。  　該当すれば

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数  　　　　　・・・・ｅ

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１２号

 別紙－１⑨  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 優れている

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　電気設備工事  ［評価対象項目］

 　　①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、

 　　②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。  　監督員が文書による改

 　　③品質確認記録の内容が、適切である。  　善指示を行った。

 　　④機材及び施工の品質が良好である。

 　　⑤システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足し  　該当すれば

 　　良好である。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。

 　　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　　和光市建設工事請負

 　契約基準約款第17条に

 　　評価は原則として下記による。  　基づき監督員が改造請

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　求を行った。

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　該当すれば

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　　　　　・・・・ｅ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目  　　品質の管理に関して

 　　　は削除する。  　監督員からの文書によ

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。  　る改善指示に従わなか

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数  　った。

 　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１３号

 別紙－１⑩  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 優れている

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　機械設備工事  ［評価対象項目］

 　　①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、

 　　②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。  　監督員が文書による改

 　　③品質確認記録の内容が、適切である。  　善指示を行った。

 　　④機材及び施工の品質が良好である。

 　　⑤システムの性能及び機能に関する試運転、確認方法等が適切で、記録の内容が設計図書を満足し  　該当すれば

 　　良好である。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑥不可視部分となる品質確認のための工事写真、施工記録等が整備されている。

 　　⑦その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　　和光市建設工事請負

 　契約基準約款第17条に

 　　評価は原則として下記による。  　基づき監督員が改造請

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　求を行った。

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　該当すれば

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　　　　　・・・・ｅ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目  　　品質の管理に関して

 　　　は削除する。  　監督員からの文書によ

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。  　る改善指示に従わなか

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数  　った。

 　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１４号

 別紙－１⑪　１／３  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 評価対象項目

 ５．創意工夫  ■準備・後片づけ  １．測量・位置出しにおける工夫
 （１／３）  　関係  ２．現地調査方法の工夫

 ３．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ■施工関係  ４．施工に伴う器具・工具・装置類の工夫

 ５．工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み

 ６．土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫

 ７．建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫

 ８．電気設備工事等の配線、配管等の工夫

 ９．暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫

 10．照明・視界確保等の工夫

 11．仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫

 12．運搬車両・施工機械等の工夫

 13．型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫

 14．施工管理及び品質向上等の工夫

 15．プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫

 16．仮設施工等の工夫

 17．既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫

 18．保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫

 19．作業の安全性向上のための施工方法等の工夫

 20．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１５号

 別紙－１⑪　２／３  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 評価対象項目

 ５．創意工夫  ■品質関係  21．集計ソフト等の活用と工夫
 （２／３）  22．躯体工事の品質管理の工夫

 23．建築材料・機材の検査・試験に関する工夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 24．施工の検査・試験に関する工夫

 25．品質記録方法の工夫

 26．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ■安全衛生関係  27．安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止棚、手摺り、足場等）

 28．安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫

 29．現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫

 30．酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫

 31．周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫

 32．改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫

 33．作業時における作業環境改善等の工夫

 34．ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

 35．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ■施工管理関係  36．出来形の管理等に関する工夫

 37．施工計画書または写真記録等に関する工夫

 38．出来形、品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫

 39．ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用

 40．ＣＡＬＳを活用した施工管理の工夫

 41．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１６号

 別紙－１⑪　３／３  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 評価対象項目

 ５．創意工夫  ■その他  その他の項目での加点は最大４点とする。
 （３／３）  42．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 43．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 44．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 45．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

 ※２．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目１点を目安とするが、項目により２，４点で評価し、最大７点の加点評価とする。

 ※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。

 　　なお、工事成績評定員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

 ※４．入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。

 ※５．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。
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 評点計　　点

 （最大　　７点）



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第４号(2)

 別紙－１① 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 １．施工体制  Ⅰ．施工体制一般

 施工体制が
 優れている

 施工体制が
 良好である

 施工体制が
 適切である

 施工体制が
 やや不適切である

 施工体制が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①作業分担の範囲が、下請業者を含め、書面に明確に記載されている。  　　施工体制一般に関し

 　て、監督員が文書によ

 　　③安全管理体制が、書面で適切に記載されている。  　る改善指示を行った。

 　　④現場の施工体制（品質管理、安全管理を含む）が、書面と一致している。

 　　⑤工事規模に応じた人員、機械配置がなされ施工している。  　該当すれば

 　　⑥建設業退職金共済制度（建退共）の趣旨を下請業者等に説明するとともに、証紙の購入が適切に  　　　　　・・・・ｄ

 　　行われ、配布が受払簿等により適切に把握されている。

 　　　または、証紙の購入が不要な現場に対して、「証紙購入不要」の報告を受けた。  　　施工体制一般に関し

 　　⑦元請業者が、下請業者の施工結果を十分に検査している。  　て、監督員からの文書

 　　⑧現場における施工体制に対し、本支店等による十分な支援体制を整え実施している。  　による改善指示に従わ

 　　⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、施工体制一般について指示事項が無い。または指示事 　　　対 　なかった。

 　　項に対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑩その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第５号(2)

 別紙－１② 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 １．施工体制  Ⅱ．配置技術者

 配置技術者として
 優れている

 配置技術者として
 良好である

 配置技術者として
 適切である

 配置技術者として
 やや不適切である

 配置技術者として
 不適切である

 （現場代理人等）  ［評価対象項目］

 　　①現場代理人として、工事全体の把握ができている。  　　配置技術者に関して、

 　　②現場代理人として、監督員への報告、協議等を書面で行っている。  　監督員が文書による改

 　　③契約書、設計図書等を理解し、現場に反映して工事を行っている。  　善指示を行った。

 　　④和光市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査を行っている。

 　　⑤主任（監理）技術者として技術的判断に優れ、良好な施工に努めている。  　該当すれば

 　　⑥書類及び資料が適切に整理されている。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦作業環境、気象、地質条件等の把握及び対応に努めている。

 　　⑧施工体制、施工状況を把握し、下請け、部下等をよく指導している。  　　配置技術者に関して、

 　　⑨施工等に伴う提案又は工夫を持って工事を進めている。  　監督員からの文書によ

 　　⑩工事に必要な専門技術者を専任し配置している。  　る改善指示に従わなか

 　　⑪作業に必要な作業主任者を専任し配置している。  　った。

 　　⑫「施工プロセス」チェックリストのうち、配置技術者について指示事項が無い。または指示事項

 　　に対する改善が速やかに実施されている。  　該当すれば

 　　⑬その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第６号(2)

 別紙－１③ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅰ．施工管理

 施工管理が
 優れている

 施工管理が
 良好である

 施工管理が
 適切である

 施工管理が
 やや不適切である

 施工管理が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①和光市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果について協議している。  　　施工管理に関して、

 　　②施工計画書が、工事着手前（計画内容に変更が生じた場合を含む）に提出されている。  　監督員が文書による改

 　　③施工計画書が、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。  　善指示を行った。

 　該当すれば

 　　⑥一工程の施工の検査・確認の報告が、適時に行われている。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦工事打合せ書等の工事記録の整備が、適時に行われている。

 　　施工管理に関して、

 　監督員からの文書によ

 　　⑨施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。  　る改善指示に従わなか

 　　⑩現場内での整理整頓が、日常的に行われている。  　った。

 　　⑪建設廃棄物の処分及び建設副産物のリサイクルへの取組みが適切に行われている。

 　該当すれば

 　　⑬社内検査が計画的に行われている。  　　　　　・・・・ｅ

 　　⑭独自のチェックリスト等の管理基準により、管理されている。

 　　⑮低騒音、低振動及び排出ガス対策型建設機械及び車両を使用している。

 　　⑯「施工プロセス」チェックリストのうち、施工管理について指示事項が無い。または指示事項に

 　　対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑰その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第７号(2)

 別紙－１④ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅱ．工程管理

 工程管理が
 優れている

 工程管理が
 良好である

 工程管理が
 適切である

 工程管理が
 やや不適切である

 工程管理が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①実施工程表が工事着手前に提出され、関連工事がある場合は関連工事との調整もよく行っている。  　　工程管理に関して、

 　　②現場での工程管理を詳細工程表やパソコン等を用いて、日常的に把握している。  　監督員が文書による改

 　　③工程のフォローアップ等を実施し、受注者の責により関連工事及び庁舎管理責任者等に対し、影  　善指示を行った。
 　　響を及ぼす工程の遅れがない。

 　　④休日・代休の確保を行っている。  　該当すれば

 　　⑤受注者の責による夜間や休日の作業がない。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑥工程に関する各種制約等があるにもかかわらず、工期内にスムーズに作業を行った。

 　　⑦現場または施工条件の変更への対応が積極的で、処理が早い。  　　工程管理に関して、

 　　⑧近隣住民（和光市庁舎管理規則第３条に定める庁舎管理責任者等を含む）との調整を積極的に行  　監督員からの文書によ

 　　い、円滑な工事進捗を行った。  　る改善指示に従わなか

 　　⑨「施工プロセス」チェックリストのうち、工程管理について指示事項が無い。または指示事項に  　った。

 　　対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑩その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第８号(2)

 別紙－１⑤ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅲ．安全対策

 安全対策が
 優れている

 安全対策が
 良好である

 安全対策が
 適切である

 安全対策が
 やや不適切である

 安全対策が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①災害防止（工事安全）協議会等を設置し、１回／月以上活動し記録が整備されている。  　　安全対策に関して、

 　　②店社パトロールを１回／月以上実施し、記録が整備されている。  　法令遵守の措置内容に

 　　③各種安全パトロールで指摘を受けた事項について、速やかに改善を図り、かつ関係者に是正指示  　該当する場合。

 　　している。

 　　④安全教育・訓練等を適時適切に実施し、記録が整備されている。  　該当すれば

 　　⑤安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ等を実施し記録を整備している。  　　　　　・・・・ｃ

 　　⑥新規入場者教育を実施し、実施内容に現場の特性が反映され、記録が整備されている。  　ただし、左記該当項目

 　　⑦現場の各工程において適時適切に、安全管理の措置をしている。  　が６０％未満の場合は

 　　⑧使用機械、工具等の点検整備等がなされ、十分に管理されている。  　「ｄ」とする。

 　　⑨工事現場における保安設備等の設置・管理が適切であり、よく整備されている。

 　　⑩過積載防止に十分に取り組んでいる。  　　安全管理に関して、

 　　⑪重機操作に際して、誘導員配置や重機と人の行動範囲の分離措置がなされている。  　監督員が文書による改

 　　⑫山留め等について、設置後の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されている。  　善指示を行った。

 　　⑬仮設工事において、設置完了時や使用中の点検及び管理がチェックリスト等を用いて実施されて

 　　いる。  　該当すれば

 　　⑭「施工プロセス」チェックリストのうち、安全対策について指示事項が無い。または指示事項に  　　　　　・・・・ｄ

 　　対する改善が速やかに実施されている。

 　　⑮その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　　安全管理に関して、

 　監督員からの文書によ

 　　評価は原則として下記による。  　る改善指示に従わなか

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　った。

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　該当すれば

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　　　　　・・・・ｅ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第９号(2)

 別紙－１⑥ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅳ．対外関係

 対外関係が
 優れている

 対外関係が
 良好である

 対外関係が
 適切である

 対外関係が
 やや不適切である

 対外関係が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①施設管理責任者（和光市庁舎管理規則第３条に定める）に対し、保守管理について説明するため  　　対外関係に関して、

 　　の説明資料が整っている。  　監督員が文書による改

 　　②積極的な近隣住民（入居施設等を含む）対策を実施し、苦情がなかった。または、苦情に対して  　善指示を行った。

 　　適切な対応を行い、以降のトラブルがなかった。

 　　③現場のイメージアップに、取り組んでいる。  　該当すれば

 　　④工事施工にあたり、近隣住民（施設管理責任者等を含む）と適切に協議及び調整を行った。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑤工事の目的及び内容を、工事看板などにより地域住民や通行者等に分りやすく周知している。

 　　⑥工事施工にあたり、関係官公署等の関係機関と協議及び調整を行い、トラブルの発生がない。  　　対外関係に関して、

 　　⑦暴力団等からの不当要求及び工事妨害の報告や届出が適正になされた。  　監督員からの文書によ

 　　⑧「施工プロセス」チェックリストのうち、対外関係について指示事項が無い。または指示事項に  　る改善指示に従わなか

 　　対する改善が速やかに実施されている。  　った。

 　　⑨その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　該当すれば

 　　評価は原則として下記による。  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１０号(2)

 別紙－１⑦ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅰ．出来形

 出来形が
 優れている

 出来形が
 良好である

 出来形が
 適切である

 出来形が
 やや不適切である

 出来形が
 不適切である

 及び出来ばえ  ［評価対象項目］

 　　出来形の管理に関し

 　て、監督員が文書によ

 　　③現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。  　る改善指示を行った。

 　　⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録により確認できる。  　該当すれば

 　　⑥出来形の管理記録が適切にまとめられており、結果が良好である。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦出来形の管理方法を工夫している。

 　　⑧解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。  　　和光市建設工事請負

 　　⑨解体・撤去物の資材毎に処理方法が確認できる。  　契約基準約款第17条に

 　　⑩混合廃棄物を排出しない分別解体に十分に取り組んでいる。  　基づき監督員が改造請

 　　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　求を行った。

 　　評価は原則として下記による。  　該当すれば

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　　出来形の管理に関し

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　て監督員からの文書に

 　よる改善指示に従わな

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目  　かった。

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。  　該当すれば

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数  　　　　　・・・・ｅ

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１１号(2)

 別紙－１⑧ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 優れている

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　解体工事  ［評価対象項目］

 　　品質の管理に関して、

 　監督員が文書による改

 　善指示を行った。

 　　⑤躯体工事における施工の品質が、良好である。  　該当すれば

 　　⑥内外仕上げ工事における施工の品質が、良好である。  　　　　　・・・・ｄ

 　　⑦付着物等の除去が適切に行われている。

 　　⑧解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に十分に取り組んでいる。  　　和光市建設工事請負

 　　⑨中間処理施設等への搬出状況について、写真などで的確に確認できる。 　  　契約基準約款第17条に

 　　⑩埋設物の撤去状況及び記録が適切である。  　基づき監督員が改造請

 　　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　求を行った。

 　　評価は原則として下記による。  　該当すれば

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ  　　品質の管理に関して

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ  　監督員からの文書によ

 　る改善指示に従わなか

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目  　った。

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。  　該当すれば

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数  　　　　　・・・・ｅ

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１４号(2)

 別紙－１⑪　１／３ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 評価対象項目

 ５．創意工夫  ■準備・後片づけ  １．測量・位置出しにおける工夫
 （１／３）  　関係  ２．現地調査方法の工夫

 ３．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ■施工関係  ４．施工に伴う器具・工具・装置類の工夫

 ５．工場加工製品等の活用による副産物及び廃棄物の減少またはリサイクルに対する積極的な取組み

 ６．土工事、地業工事、鉄骨建て方、コンクリート工事等の施工関係の工夫

 ７．建築材料・機材等の運搬・搬入等を含む施工方法に工夫

 ８．電気設備工事等の配線、配管等の工夫

 ９．暖冷房衛生設備工事等の配管、ダクト等の工夫

 10．照明・視界確保等の工夫

 11．仮排水、仮道路、迂回路等の計画・施工の工夫

 12．運搬車両・施工機械等の工夫

 13．型枠、足場、山留め等の仮設関係の工夫

 14．施工管理及び品質向上等の工夫

 15．プレハブ工法等の採用による工期短縮等の工夫

 16．仮設施工等の工夫

 17．既存施設・近隣等に対する騒音・振動対策等の工夫

 18．保全への配慮による材料選定・施工方法等の工夫

 19．作業の安全性向上のための施工方法等の工夫

 20．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１５号(2)

 別紙－１⑪　２／３ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 評価対象項目

 ５．創意工夫  ■品質関係  21．集計ソフト等の活用と工夫
 （２／３）  22．躯体工事の品質管理の工夫

 23．建築材料・機材の検査・試験に関する工夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 24．施工の検査・試験に関する工夫

 25．品質記録方法の工夫

 26．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ■安全衛生関係  27．安全仮設備等の工夫（落下物、墜落・転落、挟まれ、看板、立入禁止棚、手摺り、足場等）

 28．安全衛生教育、技術向上講習会等、ミーティング、安全パトロール等に関する工夫

 29．現場事務所、休憩所等の環境向上の工夫

 30．酸欠対策・有毒ガス・可燃ガスの処理または粉塵防止策や作業中の換気等の工夫

 31．周辺道路等の事故防止または一般交通確保等のための工夫

 32．改修工事における既存施設利用者等に対する安全対策の工夫

 33．作業時における作業環境改善等の工夫

 34．ゴミの減量化、アイドリングストップの励行等の地球環境への工夫

 35．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ■施工管理関係  36．出来形の管理等に関する工夫

 37．施工計画書または写真記録等に関する工夫

 38．出来形、品質に関する計測等の工夫及び集計の工夫

 39．ＣＡＤ、施工管理ソフト等の活用

 40．ＣＡＬＳを活用した施工管理の工夫

 41．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１６号(2)

 別紙－１⑪　３／３ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （監督員）

考査項目 細別 対象 評価対象項目

 ５．創意工夫  ■その他  その他の項目での加点は最大４点とする。
 （３／３）  42．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 43．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 44．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 45．その他（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ※１．特に評価すべき創意工夫事例を加点評価する。

 ※２．該当する数と重みを勘案して評価する。１項目１点を目安とするが、項目により２，４点で評価し、最大７点の加点評価とする。

 ※３．上記の考査項目の他に評価に値する企業の工夫があれば、その他に具体の内容を記載して加点する。

 　　なお、工事成績評定員が評価する「工事特性」との二重評価は行わない。

 ※４．入札時の総合評価の提案に係る項目は評価しない。

 ※５．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。
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 評点計　　点

 （最大　　７点）



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１７号

 別紙－２①

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （工事成績評定員）

考査項目 細別 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅱ．工程管理

 工程管理が
 優れている

 工程管理が
 良好である

 工程管理が
 適切である

 工程管理が
 やや不適切である

 工程管理が
 不適切である

 　　①現場又は施工条件の変更等による工期的な制約がある中で、余裕をもって工事を完成させた。

 　　②隣接又は同一現場の他工事等との積極的な工程調整を行い、トラブルを回避した。

 　　③近隣住民(和光市庁舎管理規則第３条に定める庁舎管理責任者等を含む)調整を積極的に行い、トラブルも少なく、工期内に

 　　工事を完成させた。

 　　④配置技術者（現場代理人等）の積極的な工程管理の姿勢が見られた。

 　　⑤その他（理由                                                                    ）

 詳細評価内容：

 ※上記該当項目を総合的に判断して，ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。

ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 Ⅲ．安全対策

 安全対策が
 優れている

 安全対策が
 良好である

 安全対策が
 適切である

 安全対策が
 やや不適切である

 安全対策が
 不適切である

 　　①建設労働災害、公衆災害の防止への努力が顕著である。

 　　②安全衛生管理体制を確立し、組織的に取り組んでいる。

 　　③安全衛生管理活動が、適切に実施されている。

 　　④安全管理に関する技術開発や創意工夫に取り組んでいる。

 　　⑤安全協議会活動等に積極的に取り組んでいる。

 　　⑥その他（理由                                                                    ）

 詳細評価内容：

 ※上記該当項目を総合的に判断して，ａ、ｂ、ｃ、ｄ、ｅ評価を行う。

-
1
3
9
-

考査項目別運用表



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１８号

 別紙－２②

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （工事成績評定員）

考査項目 細別 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ

 ６．社会性等  Ⅰ．地域への貢献等

 地域への貢献が
 優れている

 地域への貢献が
 やや優れている

 地域への貢献が
 良好である

 地域への貢献が
 やや良好である

 他の評価に該当しない

 　　①災害時等に地域への救援活動等に協力した。

 　　②周辺地域の環境保全、生物保護等について、具体的な対策をした。

 　　③現場事務所や作業現場の環境を周辺地域との景観に合わせる等、周辺地域との調和を図った。

 　　④広報活動や現場見学会等を実施して、地域とのコミュニケーションを図った。

 　　⑤地域イベント等への協力やボランティア活動等への協力や参加をした。

 　　⑥その他（理由                                                                    ）

 詳細評価内容：

 ※上記該当項目を総合的に判断して，ａ、ａ’、ｂ、ｂ’、ｃ評価を行う。

 ※１．工事成績評定員は、監督員の意見を参考に総括的な評価を行う。

※ ２．評価に当たっては評価対象項目のレ点の数にとらわれず、 一項目でも評価する内容が充実している場合は、総合的な視点で判断し評価する。

 ※３．地域への貢献等とは、工事の施工に伴って、地域社会や住民に対する配慮等の貢献について加点評価する。

 ※４．レ点を付した評価対象項目について、評価内容及び効果があった項目を詳細評価内容欄に記載する。

-
1
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0
-

考査項目別運用表



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第１９号

 別紙－２③　１／３  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （工事成績評定員）

考査項目 細別 対象  ［評価技術事例］

 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

 ４．工事特性  ■建物規模への  １．延べ面積10,000㎡以上の建物
 （施工条件等  　対応  ２．地上９階以上又は建物高さ３１ｍ以上の建物

 への対応）  ３．大空間のホール等を有する建物
 （１／３）  ４．その他

 　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

 ■建物固有の機  ５．対象建物の耐震レベル  ・建築工事で官庁施設の総合耐震計画基準においてⅠ類及びＡ類に属する工

 　能の難しさへ  ６．建物機能の特殊性  　事

 　の対応  ７．その他  ・電気又は冷暖房衛生設備工事で官庁施設の総合耐震計画基準において甲類

 　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）  　に属する工事

 ・研究施設、美術館等、特殊機能・設備のある建物

 詳細評価内容：

 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

 ■建物固有の施  ８．建築材料、設備機材、工法について、提案が  ・パイロット工事。又は特異な試験フィールド工事で特許工法等の技術的に

 　工技術の難し  　ある場合【総合評価における技術提案は除く】  　検討が必要な工事

 　さへの対応  ９．設計条件として、工法、材料及び設備システ  ・特殊な工法及び材料等を採用した工事

 　ム（機材を含む）の特殊性  ・特殊な設備システムを採用した工事

 10．制約条件等があり、施工難度が特に高い場合  ・免震装置を設ける工事

 11．その他  ・大規模な山留め工法が必要な工事

 　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）  ・敷地内又は周辺部の工作物、配管・配線等の大規模な移設、切り回しを行

 　う工事

 ・仮設備等を設け、システムを停止することなく配管・配線等の大規模な盛

 　替え等を必要とする改修工事。

 詳細評価内容：
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評価対象項目



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２０号

 別紙－２③　２／３  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （工事成績評定員）

考査項目 細別 対象  ［評価技術事例］

 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

 ４．工事特性  ■厳しい自然・地  12．湧水の発生・地下水の影響（地盤掘削時）  ・地下水位が高く、ウェルポイント等の排水設備が必要な工事
 （施工条件等  　盤条件への対応  13．軟弱地盤、支持地盤の影響  ・液状化対策工法や地盤改良を伴う工事

 への対応）  14．雨・雪・風・気温等の影響  ・冬期施工のため、大規模な雪寒冬囲いをする必要があり、冬期の養生温度
 （２／３）  15．その他（理由：　　　　　　　　　　　）  　の管理や施工スペースの制限を受けた工事

 詳細評価内容：

 ※下記の対応事項に１つ以上レ点が付けば２点の加点とする。

 ■厳しい周辺環境  16．地中埋設物等の作業障害  ・工事に支障をきたす地中埋設物、酸欠、有毒・可燃性ガス等の対策が必要な

 　等、社会条件と  17．工事の影響に配慮すべき建物等（鉄道営業線・  　工事

 　の対応  　供用中の道路・架空線）の近接物  ・工事場所周辺に近接工事があり、困難な調整を要する工事

 18．周辺住民等に対する騒音・振動の配慮  ・場内に汚水処理装置（水替え）を必要とする工事

 19．周辺水域環境に対する水質汚濁の配慮  ・住居専用地域等で、騒音などの時間規制が条例で定められている工事

 20．その他  ・有線電気通信法による届出が必要なテレビ電波障害対策工事で、困難な調

 　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）  　整を行った工事

 詳細評価内容：
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評価対象項目



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２１号

 別紙－２④　３／３  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （工事成績評定員）

考査項目 細別 対象

 ４．工事特性  ■施工現場での対  ※下記の対応事項に１つにレ点が付けば４点の加点とし、最大１０点とする。
 （施工条件等  　応  【長期工事における安全確保への対応】

 への対応）  21．１２ヶ月を超える工期で事故が無く完成した工事　（ただし全面一時中止期間は除く）
 （３／３）  【災害等での臨機の措置】

 22．地震、台風などにおいて、適切に臨機の対応を行った工事

 【施工状況（条件）に対応した施工・工法等】

 23．工事の実施にあたり各種の制約があり、工程的にも特に厳しく、施工の制限を受けた工事

 24．工程上他工事の制約を受け、機械、人員の増強を行った工事

 25．休日・夜間作業が工程の過半を超える工事

 26．施設を使用しながらの工事で、工程的な制約が特に厳しい工事

2 7．特に困難な調整を要する他工事（近接工区）の受注者 が複数ある工事

 28．外来者の多い施設で、作業範囲内に外来者・通行人等の動線がある工事

 29．特殊な室などで、工種が輻輳し困難な調整を要する工事

 30．施工ヤードが狭く、高さ制限もあり、施工及び機械の移動や旋回等に制約を受けた工事

 31．同一敷地内における施設を使用しながらの建て替え工事で、工程の制約等が特に厳しい工事

 32．その他

 　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　）

 詳細評価内容：

※ １．工事特性は、最大２０点の加点評価とする。 なお、１項目に複数の内容がある場合又は、対象範囲が広い場合は、それ以上の点数を与えても良い。

 ※２．監督員が評価する「創意工夫」との二重評価は行わない。

 ※３．評価にあたっては、監督員の意見も参考に評価する。

 ※４．レ点を付した評価対象項目について、評価内容を詳細評価内容欄に記載する。
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評価対象項目

 評点計　　点

 （最大　２０点）



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２２号

 別紙－２⑤

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （工事成績評定員）

考査項目

 ８．法令遵守等  措　置　内　容 点数

 　　１．指名停止３ヶ月以上  －２０点  　　９．項目該当なし

 　　２．指名停止２ヶ月以上３ヶ月未満  －１５点

 　　３．指名停止１ヶ月以上２ヶ月未満  －１３点

 　　４．指名停止２週間以上１ヶ月未満  －１０点

 　　５．文書注意  －　８点

 　　６．口頭注意  －　５点

 　　７．工事関係者事故または公衆災害が発生したが、ヒューマンエラー等軽微なため、口頭注意以上の処分がなかった場合  －　３点

 　　　（不問で処分した案件。もらい事故や交通事故は含まない。）

 　　８．総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等  －　　点

 ①本評価項目（８．法令遵守等）で評価する事例は、「工事の施工にあたり、工事関係者が下記の適応事例で上表１から７の措置があった」場合
 ②「工事の施工にあたり」とは請負契約書の記載内容（工事名、工期、施工場所等）を履行することに限定する。

 　その履行をするために従事する者に限定する。

 　評定員の評価対象項目である安全対策において減点をする。
 ⑤総合評価落札方式において、受注者の責により提案を満足する施工が行われない場合等は、上表８により工事成績評定点を減ずる。減点数は入札説明書等による。
 ⑥原則として、法令遵守等の該当項目一覧表によることとするが、やむを得ずこれによれないときは、各機関で定めることができることとする。
 【上記で評価する場合の適応事例】
 １．入札前に提出した調査資料等が虚偽であった事実が判明した。
 ２．承諾なしに権利義務等第三者譲渡又は承継を行った。
 ３．労働者等の寄宿舎環境等について労働基準法上違反があり、送検等された。
 ４．産業廃棄物処理法に違反する不法投棄、砂利採取法に違反する無許可採取等、関係法令に違反する事実が判明した。
 ５．当該工事関係者が贈収賄等により逮捕又は公訴された。
 ６．建設業法に違反する事実が判明した。　［例］一括下請け、技術者の専任違反等
 ７．入国管理法に違反する外国人の不法就労者が判明し、送検等された。
 ８．使用人等の就労に関する労働基準法に違反する事実が判明し、送検等された。
 ９．監督又は検査の実施にあたり、職務の執行を妨げた。あるいは不当な政治力等の圧力をかけ、妨害した。

 11．過積載等の道路交通法違反により逮捕又は送検等された。
 12．受注企業の社員に「指定暴力団」あるいは「指定暴力団の傘下組織（団体）」に所属する構成員、準構成員、企業舎弟、暴力団関係者がいることが判明した。

 　の受け入れ、作業員用の自動販売機の設置等を行っている事実が判明した。
 14．安全管理の措置が不適切であったために、死傷者を生じさせた工事関係者事故、または重大な損害を与えた公衆災害を起こした。
 15．施工体制台帳、施工体系図が不備で、監督員から文書等による改善指示を行ったが、これに従わなかった。　
 16．低入札価格調査で虚偽の報告があった。
 17．工事関係車両及び建設機械等で不正軽油を使用している事実が判明した。
 18. 引渡し後に事故等が発生し、受注者の責による重大な瑕疵が判明した。
 19. 受注者の責により工期内に工事を完成できなかった。
 20．その他　理由：

-
1
4
4
-

考査項目別運用表

 法令遵守等の該当項目一覧表

 ③「工事関係者」とは、②を履行する工事現場に従事する現場代理人、監理技術者、主任技術者、品質証明員、請負会社の現場従事職員及び②を履行するために下請契約し、

 ④口頭注意未満の処分を受けた後、事故及び災害等において安全対策の改善が見られない場合（監督員からの文書注意、口頭注意等）は、監督員に適用する。又は工事成績

 10．下請代金遅延防止法第４条に規定する下請代金の支払いを期日以内に行っていない。あるいは不当に下請代金の額を減じている。あるいはそれに類する行為がある。

 13．下請けに暴力団関係企業が入っていることが判明した。あるいは暴力団対策法第９条に記されている、砂利、砂、防音シート、軍手等の物品の納入、作業員やガードマン



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２３号

 別紙－３①  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅰ．施工管理

 施工管理が
 優れている

 施工管理が
 良好である

 施工管理が
 適切である

 施工管理が
 やや不適切である

 施工管理が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①和光市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理している。  　　施工管理に関して、

 　　②施工計画書が、工事着手前に提出され、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。  　監督員が文書による改

 　　③施工計画書に、出来形・品質確保のための記載があり、管理のための方法が確認できる。  　善指示を行った。

 　　④工事記録の整備が、適時、適切に行われている。

 　　⑤一工程の施工の検査・確認の報告が、適切に行われている。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑥使用する建築材料・設備機材(以下「材料・機材」という。)の管理が適切である。

 　　⑦施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。  　　施工管理に関して、

 　　⑧工事の関係書類及び資料整理がよい。  　監督員からの文書によ

 　　⑨建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。  　る改善指示に従わなか
 　　⑩社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っている。  　った。

 　　⑪独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されている。

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２４号

 別紙－３②  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅰ．出来形

 出来形が
 特に優れている

 出来形が
 優れている

 出来形が
 特に良好である

 出来形が
 良好である

 出来形が
 適切である

 出来形が
 やや不適切である

 出来形が
 不適切である

 及び出来ばえ  ［評価対象項目］

 　　①承諾図等が、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、監督員

 　　②施工図等が、設計図書を満足している。  　が文書で指示を行い改善された。

 　　③現場における出来形が良好で、施工の精度が高い。

 　　④現場における出来形が設計図書を満足し、適切な施工である。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。

 　　⑥出来形の管理記録の整備が良好である。

 　　⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。  　　品質が不適切であったため、
 　　⑧施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施している。  　和光市建設工事請負契契約基準

 　　⑨出来形の管理方法が工夫されている。  　約款第31条に基づく修補指示を

 　　⑩解体・撤去物の資材毎に処理方法が確認できる。  　検査員が行った。

 　　⑪混合廃棄物を排出しない分別解体に十分に取り組んでいる。 　

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。  　　品質の管理に関して、監督員

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　からの文書による改善指示に従

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ａ’  　わなかった。

 　　該当項目が７０％以上８０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上７０％未満・・・ｂ’  　該当すれば・・・ｅ

 　　該当項目が５０％以上６０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が５０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）

 　　　の評価項目は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

-
1
4
6
-



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２５号

 別紙－３③  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 特に優れている

 品質が
 優れている

 品質が
 特に良好である

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　建築工事  ［評価対象項目］

 　　①材料・製品の品質が、製作図等により確認でき、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、監督員

 　　②材料の品質確認記録の内容が、適切である。  　が文書で指示を行い改善された。

 　　③施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。

 　　④不可視部分の品質が、工事写真、施工記録により的確に確認できる。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好である。

 　　⑥内外仕上工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好である。

 　　⑦品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。  　　品質が不適切であったため、

 　　⑧施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。  　和光市建設工事請負契契約基準

 　　⑨建具、ユニット等の性能及び機能に関する確認方法が適切であり、記録の内容が設計  　約款第31条に基づく修補指示を

 　　図書を満足している。  　検査員が行った。

 　　⑩その他の工事（躯体・内外仕上げを除く）における施工の品質が、施工記録等により 　

 　　確認でき、良好である。  　該当すれば・・・ｅ

 　　⑪中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。

 　　⑫付着物等の除去が適切に行われている。  　　品質の管理に関して、監督員

 　　⑬解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に十分に取り組んでいる。  　からの文書による改善指示に従

 　　⑭中間処理施設等への搬出状況について、写真などで的確に確認できる。  　わなかった。

 　　⑮埋設物の撤去状況及び記録が適切である。

 　　⑯その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  該当項目が８０％以上９０％未満・・・ａ’

 　　該当項目が７０％以上８０％未満・・・ｂ  該当項目が６０％以上７０％未満・・・ｂ’

 　　該当項目が５０％以上６０％未満・・・ｃ  該当項目が５０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）

 　　　の評価項目は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２６号

 別紙－３④  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 特に優れている

 品質が
 優れている

 品質が
 特に良好である

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　電気設備工事  ［評価対象項目］

 　　①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、監督員

 　　②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。  　が文書で指示を行い改善された。

 　　③機材の品質確認記録の内容が、適切である。

 　　④施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図

 　　書を満足し良好である。

 　　⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により的確に確認できる。  　　品質が不適切であったため、

 　　⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。  　和光市建設工事請負契契約基準

 　　⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。  　約款第31条に基づく修補指示を

 　　⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。  　検査員が行った。

 　　⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 　

 　　⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。  　該当すれば・・・ｅ

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　品質の管理に関して、監督員

 　　評価は原則として下記による。  　からの文書による改善指示に従

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　わなかった。

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ａ’

 　　該当項目が７０％以上８０％未満・・・ｂ  　該当すれば・・・ｅ

 　　該当項目が６０％以上７０％未満・・・ｂ’

 　　該当項目が５０％以上６０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が５０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）

 　　　の評価項目は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２７号

 別紙－３⑤  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 特に優れている

 品質が
 優れている

 品質が
 特に良好である

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　機械設備工事  ［評価対象項目］

 　　①機材の品質が、承諾図等により確認でき、設計図書を満足している。  　　品質の管理に関して、監督員

 　　②施工の各段階における完了時の試験及び記録の方法が、適切である。  　が文書で指示を行い改善された。

 　　③機材の品質確認記録の内容が、適切である。

 　　④施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法等が適切で、記録の内容が設計図

 　　書を満足し良好である。

 　　⑥不可視部分となる品質が、工事写真、施工記録により的確に確認できる。  　　品質が不適切であったため、

 　　⑦中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。  　和光市建設工事請負契契約基準

 　　⑧品質の確認結果が、分りやすく整理されていることが確認できる。  　約款第31条に基づく修補指示を

 　　⑨施工の品質が、試験や検査等の結果の記録により、優れていることが確認できる。  　検査員が行った。

 　　⑩システムの性能及び機能に関する試運転の確認方法に工夫がある。 　

 　　⑪運転・点検上の表示及び危険箇所などの表示等が明確で解りやすい。  　該当すれば・・・ｅ

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　品質の管理に関して、監督員

 　　評価は原則として下記による。  　からの文書による改善指示に従

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　わなかった。

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ａ’

 　　該当項目が７０％以上８０％未満・・・ｂ  　該当すれば・・・ｅ

 　　該当項目が６０％以上７０％未満・・・ｂ’ 　　　　　

 　　該当項目が５０％以上６０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が５０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）

 　　　の評価項目は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２８号

 別紙－３⑥  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ

 ３．出来形  Ⅲ．出来ばえ

 全体的な完成度が
 優れている

 全体的な完成度が
 良好である

 全体的な完成度が
 適切である

 全体的な完成度が
 劣っている

 及び出来ばえ  　建築工事  ［評価対象項目］

 　　①きめ細かな施工がなされ、取り合いの納まりや端部まで仕上がりが良い。  　　出来ばえが劣ってい

 　　②関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。  　る。

 　　③使い勝手や使用者の安全に対する配慮に優れている。

 　　④仕上がりの状態が良好で、作動状態も良好である。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤保全に配慮した施工がなされている。

 　　⑥色調が均一であり、色むら等が無く、全体的な美観が良好である。

 　　⑦材料・製品の割付や通り等が良く、全体的な出来ばえが良好である。

 　　⑧分別解体が的確に行われている。

 　　⑨解体撤去物の積載方法や搬出時期等が適切である。

 　　⑩周辺道路や既存工作物の破損修復や清掃が行き届いている。

 　　⑪解体・撤去後の整地や現地保全が行き届いている。

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が８０％未満・・・・・・・・ｃ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 　　エ　評価対象項目数が２項目以下の場合は、すべて該当してもｃ評価とする。

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２９号

 別紙－３⑦  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ

 ３．出来形  Ⅲ．出来ばえ

 全体的な完成度が
 優れている

 全体的な完成度が
 良好である

 全体的な完成度が
 適切である

 全体的な完成度が
 劣っている

 及び出来ばえ  　電気設備工事  ［評価対象項目］

 　　①きめ細かな施工がなされている。  　　出来ばえが劣ってい

 　　②関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。  　る。

 　　③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。

 　　④環境負荷低減への対策が優れている。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。

 　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が８０％未満・・・・・・・・ｃ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 　　エ　評価対象項目数が２項目以下の場合は、すべて該当してもｃ評価とする。

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第３０号

 別紙－３⑧  考査項目別運用表（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ

 ３．出来形  Ⅲ．出来ばえ

 全体的な完成度が
 優れている

 全体的な完成度が
 良好である

 全体的な完成度が
 適切である

 全体的な完成度が
 劣っている

 及び出来ばえ  　機械設備工事  ［評価対象項目］

 　　①きめ細かな施工がなされている。  　　出来ばえが劣ってい

 　　②関連工事（工種）又は既存部分との調整がなされ、全体に調和が良い仕上がりである。  　る。

 　　③機器又はシステムとして、運転状態が正常であり、性能が優れている。

 　　④環境負荷低減への対策が優れている。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑤運転操作及び保守点検等の容易さを確保するための配慮がなされている。

 　　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が８０％未満・・・・・・・・ｃ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 　　エ　評価対象項目数が２項目以下の場合は、すべて該当してもｃ評価とする。

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２３号(2)

 別紙－３① 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

 ２．施工状況  Ⅰ．施工管理

 施工管理が
 優れている

 施工管理が
 良好である

 施工管理が
 適切である

 施工管理が
 やや不適切である

 施工管理が
 不適切である

 ［評価対象項目］

 　　①和光市建設工事請負契約基準約款第18条第1項に基づく設計図書の照査結果を、適切に処理している。  　　施工管理に関して、

 　　②施工計画書が、工事着手前に提出され、設計図書及び現場条件を反映した内容となっている。  　監督員が文書による改

 　善指示を行った。

 　　④工事記録の整備が、適時、適切に行われている。

 　　⑤一工程の施工の検査・確認の報告が、適切に行われている。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑦施工計画書の記載内容と現場施工方法が、一致している。  　　施工管理に関して、

 　　⑧工事の関係書類及び資料整理がよい。  　監督員からの文書によ

 　　⑨建設廃棄物の処分及び建設副産物等のリサイクルへの取り組みが、適切に行われている。  　る改善指示に従わなか
 　　⑩社内検査が計画的に行われ、出来形、品質等の管理を工事全般にわたって十分に行っている。  　った。

 　　⑪独自のチェックリスト等の管理基準により、日常的に管理されている。

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上８０％未満・・・ｃ

 　　該当項目が６０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

-15
3
-



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２４号(2)

 別紙－３② 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅰ．出来形

 出来形が
 特に優れている

 出来形が
 優れている

 出来形が
 特に良好である

 出来形が
 良好である

 出来形が
 適切である

 出来形が
 やや不適切である

 出来形が
 不適切である

 及び出来ばえ  ［評価対象項目］

 　　出来形の管理に関して、監

 　督員が文書で指示を行い改善

 　された。

 　　⑤不可視部分となる出来形が、工事写真、施工記録で的確に確認できる。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑥出来形の管理記録の整備が良好である。

 　　⑦解体又は撤去工事の場合、撤去対象物の範囲等が確認でき、処分が適切である。  　　出来形が不適切であったた
 　　⑧施工計画書等で出来形の管理基準を設定し、計画に基づく管理を実施している。  　め、和光市建設工事請負契約

 　　⑨出来形の管理方法が工夫されている。  　基準約款第31条に基づく修補

 　　⑩解体・撤去物の資材毎に処理方法が確認できる。  　指示を検査員が行った。

 　　⑪混合廃棄物を排出しない分別解体に十分に取り組んでいる。

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。  　　出来形の管理に関して、監

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  　督員からの文書による改善指

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ａ’  　示に従わなかった。

 　　該当項目が７０％以上８０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が６０％以上７０％未満・・・ｂ’  　該当すれば

 　　該当項目が５０％以上６０％未満・・・ｃ  　　　　　・・・・ｅ

 　　該当項目が５０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）

 　　　の評価項目は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

-
1
5
4
-



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２５号(2)

 別紙－３③ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ  ａ’ ｂ  ｂ’ ｃ ｄ ｅ

 ３．出来形  Ⅱ．品質

 品質が
 特に優れている

 品質が
 優れている

 品質が
 特に良好である

 品質が
 良好である

 品質が
 適切である

 品質が
 やや不適切である

 品質が
 不適切である

 及び出来ばえ  　解体工事  ［評価対象項目］

 　　品質の管理に関して、監督

 　員が文書で指示を行い改善さ

 　れた。

 　　⑤躯体工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好である。  　該当すれば・・・ｄ

 　　⑥内外仕上工事における施工の品質が、施工記録等により確認でき、良好である。

 　　品質が不適切であったため、

 　　⑧施工の品質が適切であり、設計図書を満足していることが確認できる。  　和光市建設工事請負契約基準

 　約款第31条に基づく修補指示

 　を検査員が行った。

 　該当すれば・・・ｅ

 　　⑪中間検査や既成部分検査での工夫や良好な施工の品質が、継続して確認できる。

 　　⑫付着物等の除去が適切に行われている。  　　品質の管理に関して、監督

 　　⑬解体資材の再資源化またはリユースや有価物化に十分に取り組んでいる。  　員からの文書による改善指示

 　　⑭中間処理施設等への搬出状況について、写真などで的確に確認できる。  　に従わなかった。

 　　⑮埋設物の撤去状況及び記録が適切である。

 　　⑯その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）  　該当すれば

 　　　　　・・・・ｅ

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ  該当項目が８０％以上９０％未満・・・ａ’

 　　該当項目が７０％以上８０％未満・・・ｂ  該当項目が６０％以上７０％未満・・・ｂ’

 　　該当項目が５０％以上６０％未満・・・ｃ  該当項目が５０％未満・・・・・・・・ｄ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）

 　　　の評価項目は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

-
1
5
5
-



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）

 　様式第２８号(2)

 別紙－３⑥ 考 査項目別運用表（解体工事）

［ 記入方法］：該当する項目の□に レ  マークを記入する。  （検査員）

考査項目 細別 対象 ａ ｂ ｃ ｄ

 ３．出来形  Ⅲ．出来ばえ

 全体的な完成度が
 優れている

 全体的な完成度が
 良好である

 全体的な完成度が
 適切である

 全体的な完成度が
 劣っている

 及び出来ばえ  　解体工事  ［評価対象項目］

 　　出来ばえが劣ってい

 　る。

 　該当すれば・・・ｄ

 　　⑦全体的な出来ばえが良好である。

 　　⑧分別解体が的確に行われている。

 　　⑨解体撤去物の積載方法や搬出時期等が適切である。

 　　⑩周辺道路や既存工作物の破損修復や清掃が行き届いている。

 　　⑪解体・撤去後の整地や現地保全が行き届いている。

 　　⑫その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

 　　評価は原則として下記による。

 　　該当項目が９０％以上・・・・・・・・ａ

 　　該当項目が８０％以上９０％未満・・・ｂ

 　　該当項目が８０％未満・・・・・・・・ｃ

 　　ア　当該「評価対象項目」のうち、評価対象外（「対象」のチェックボックスが空白）の評価項目

 　　　は削除する。

 　　イ　削除項目のある場合は、削除後の評価項目数を母数として、比率（％）で評価する。

 　　ウ　評価値（　　％）＝（　　）評価数／（　　）対象評価項目数

 　　エ　評価対象項目数が２項目以下の場合は、すべて該当してもｃ評価とする。

 ※「対象」にチェックボックスがある項目は、当該評定工事において評価すべき項目である場合にチェックし、評価すべき項目でない場合は空白とする。

-15
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 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）
 　様式第３２号

 別紙－４  （１／３）

工事  課（所）名：

 平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日

 監督員名：

 ①「施工プロセス」チェックリストは、仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に管理されているかを監督員が確認する。項目については、実情に応じて加減することとする。

 ②チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及びその内容が適切であれば□にレ　マークを記入し、適切でなければ、備考欄に指示事項、是正状況、取組み状況等を記入する。

 ③用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。  

 備　　考

確認項目  チェックリスト一覧表
 （チェックの目安） 着手前 完成時

 （指示事項及び
 その是正状況等）

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　）

□

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

-
15
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 「施工プロセス」チェックリスト（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

 １．工事名

 ２．工　　期

 ３．受注者名 

考
査
項
目

細
別

 チェック時期（指示事項等）

 施　工　中

１
施
工
体
制

Ⅰ
施
工
体
制
一
般

 ○品質・安全管理体制  ・品質及び安全計画に見合う管理体制が確立されている。
 （施工計画書提出時）

 ○建設業退職金共済制度  ・掛金収納書の写しを契約締結後１ヶ月以内に提出した。
 （契約後、増額変更後）

 ・建設業退職金共済証紙の配布を受払簿等により適切に管理している。
 （施工中適宜）

 ・「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を現場に掲示して
 いる。
 （施工中１回程度）

 ○請負代金内訳書  ・請負代金内訳書を契約締結後１４日以内に、所定の様式で提出した。
 （契約後）

 ○労働保険関係成立票  ・労災保険関係成立票を工事現場の見やすい場所に掲示している。
 （施工中１回程度）

 ○建設業許可標識  ・建設業法に定められた標識を正しく記載し、公衆の見やすい場所に設置し
 ている。（全ての下請業者を含む。）
 （施工中１回程度）

 ○施工体制台帳、施工体系図  ・施工体制台帳及び施工体系図を現場に備え付け、かつ、同一のものを提
 出した。
 （施工時の当初、変更時）

 ・施工体制台帳に下請負契約書等（写）（再下請業者を含む。）を添付してい
 る。
 （施工時の当初、変更時）

 ・施工体系図を現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲げている。
 （施工時の当初、変更時）

 ・施工体系図または下請負人通知書等に記載されている業者のみが作業し
 ている。
 （施工時　１回／月程度）

 ・元請負人がその下請工事の施工に実質的に関与している。（下請工事が
 ある全ての工事に適用する。）
 （施工時の当初、変更時）



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）
 　様式第３３号

 （２／３）

 備　　考

確認項目  チェックリスト一覧表
 （チェックの目安） 着手前 完成時

 （指示事項及び
 その是正状況等）

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　）

□

（　／　）

□

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

 ○設計図書の照査等 （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

 ○施工計画書 （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

-
15
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 「施工プロセス」チェックリスト（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

考
査
項
目

細
別

 チェック時期（指示事項等）

 施　工　中

1
施
工
体
制

Ⅱ
配
置
技
術
者
／
現
場
代
理
人
／
監
理
技
術
者
／
主
任
技
術
者

 ○工事実績情報  ・事前に監督員の確認を受け、契約締結後等の10日以内(祝日を除く。)に登
 録機関に申請し、登録されることを証明する資料を、監督員に提出した。
 （契約後、変更後、完成時）

 ○現場代理人  ・現場に常駐している。
 (施工中　１回／月程度)

 ・監督員への報告、協議等を書面で行っている。
 （施工中適宜）

 ○監理技術者（主任技術者）の専
任制等

 ・技術者としての要件が資格者証等により確認できた。
 （着手前）

 ・配置予定技術者または現場代理人等通知書等に記載されている技術者
 が本人と同一であった。
 （着手前）

 ・工事実績情報登録において重複が無く、現場に専任している。（専任義務
 は建築一式工事5,000万円以上、その他工事2,500万円以上）
 (施工中　１回／月程度)

 ・施工計画や工事に係る工程、技術的事項を把握し、主体的に係わってい
 た。
 (施工中、打合せ時)

 ○専門技術者の配置  ・専門技術者を選任し、配置している。
 （施工計画時、施工中適宜）

 ○作業主任者の選任  ・作業主任者を選任し、配置している。
 （施工計画時、施工中適宜）

 ○下請負者の把握  ・埼玉県建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者である
 場合は、入札参加停止期間中でない。
 （施工中適宜）

2
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

 ・和光市建設工事請負契約基準約款第１８条第１項に係わる設計図書の照
 査を行っている。
 （着手前、施工中適宜）

 ・現場との相違事実がある場合、その事実が確認できる資料を書面により
 提出して確認を受けた。
 （着手前、施工中適宜）

 ・施工に先立ち、設計図書等の内容を反映したものを提出した。
 （着手前、変更時）

 ・記載内容と現場施工方法が一致している。
 （施工中適宜）



 （和光市建設工事成績評定実施要領第３条関係）
 　様式第３４号

 （３／３）

 備　　考

確認項目  チェックリスト一覧表
 （チェックの目安） 着手前 完成時

 （指示事項及び
 その是正状況等）

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

 ○工程管理 （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

（　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

 ○安全活動 （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

 ○仮設備点検等 （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □

 ○関係機関等 （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　） （　／　）

□ □ □ □ □ □ □ □

-
15

9
-

 「施工プロセス」チェックリスト（建築工事・電気設備工事・機械設備工事等）

考
査
項
目

細
別

 チェック時期（指示事項等）

 施　工　中

２
施
工
状
況

Ⅰ
施
工
管
理

 ○施工管理
 ・建築材料、機材の管理

 ・建築材料、機材に関する資料の整理及び確認がなされている。
 （施工中適宜）

 ・出来形、品質管理  ・日常の出来形、品質管理が適時、的確に行われている。
 （施工中適宜）

 ○建設副産物及び建設廃棄物  ・受注者は、産業廃棄物管理票（マニフェスト）により適正に処理されている
 ことを確認し、監督員に提示した。
 （施工中適宜）

 ・再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を所定の様式に基づ
 き作成し、施工計画書に含め提出した。
 （施工中適宜）

Ⅱ
工
程
管
理

 ・施工前に各種工程表を提出している。
 （着手前、施工中適宜）

 ・工程の把握に努め、必要に応じ、フォローアップを行っている。
 （施工中適宜）

Ⅲ
安
全
対
策

 ・安全活動を実施し、記録がある。（必要に応じ、以下の内容をチェックす
 る。)
 ①災害防止協議会等（施工中適宜）
 ②店社パトロール（施工中１回／月程度）
 ③安全教育、訓練等（施工中適宜）
 ④安全巡視、TBM、KY等（施工中適宜）
 ⑤新規入場者教育（施工中適宜）
 ・仮設備点検等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容をチェック
 する。)
 ①過積載防止対策（施工中適宜）
 ②機械・車両等点検整備等（施工中１回／月程度）
 ③重機操作時安全点検記録等（施工中適宜）
 ④山留め、仮締切等の点検及び管理記録　（施工中適宜）
 ⑤足場、支保工の組立完了時・使用中の点検及び管理記録（施工中適宜）

Ⅳ
対
外
関
係

 ・関係機関等との調整等を実施し、記録がある。（必要に応じ、下記の内容
 をチェックする。)
 ①関係官署（施工中適宜）
 ②近隣住民・入居官署等   （施工中適宜）
 ③関連工事等（施工中適宜）
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和光市工事監督要綱

和光市土木工事・建築工事監督要綱（平成６年要綱第９号）の全部を改正する。

第１章 総則

（趣旨）

第１条 この要綱は、和光市が発注する土木工事及び建築工事（以下「工事」という。）

の適正かつ円滑な実施を推進するため、その監督について法令その他別に定めるものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。

（監督員の定義）

第２条 この要綱において「監督員」とは、和光市契約規則（昭和４４年規則第１７号）

第２２条第１項に規定する監督職員として指定された職員で、総括監督員、担当監督員

を総称する。

（監督員の構成）

第３条 監督員は、土木工事においては総括監督員と担当監督員、建築工事においては担

当監督員により構成する。

２ 総括監督員は、当該工事を所掌する担当の職員で、統括主査職以上かつ担当監督員の

上位の職にある職員をもって充てる。

３ 担当監督員は、当該工事を所掌する担当の職員をもって充てる。

（監督員の業務）

第４条 監督員の業務は、それぞれ各号に定めるものとする。

２ 総括監督員の業務は、次の各号に定めるものとする。

担当監督員の指揮監督及び監督業務の掌握。

請負者に対する指示、承諾又は協議で総括監督員が重要と認めるもの。

設計図書（設計書、図面、仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に関する

質問回答書をいう。以下同じ。）に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検

査又は工事材料の試験若しくは検査（確認を含む。）のうち、総括監督員が必要と認

めるもの。

工事の内容変更、一時中止又は打ち切りの必要があると認められる場合の所属長に

対する報告。

その他所属長が必要と認める業務。

３ 担当監督員の業務は、次の各号に定めるものとする。

請負者に対する指示、承諾又は協議。

設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は請負者が作成し

た詳細図等の承諾。
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設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験

若しくは検査（確認を含む。）。

監督業務全般についての所属長及び総括監督員への報告。

その他、所属長及び総括監督員の指示する業務。

（監督員の心構え）

第５条 監督員は、厳正かつ公平に工事の監督に当たらなければならない。

（安全等の確保）

第６条 監督員は、工事の施工に当たって公衆の生命及び財産に関する危害等の防止並び

に水利及び交通の安全の確保並びに環境保全等に努めるよう請負者に周知徹底させなけ

ればならない。

（現場状況の熟知）

第７条 監督員は、あらかじめ当該工事に係る請負契約書、設計図書、検査技術基準その

他関係法規等を十分理解するとともに、工事現場の状況を熟知して、工事が完全に施工

されるよう努めなければならない。

（監督員の交替）

第８条 監督員が交替するときは、前任者は、必要な事項を文書又は図面に明示して後任

者に引き継ぎ、これを所属長に報告しなければならない。

（関係機関との連絡調整）

第９条 監督員は、工事に関係ある各部課所、官公署等と積極的に連絡調整を図り、工事

施工に支障を来さないようにしなければならない。

第２章 書類

（備付け書類等）

第１０条 監督員は、工事施工に関する次の各号に掲げる書類等を整備し、随時確認でき

るようにしておかなければならない。

共通関係書類等

ア 設計書及び図面

イ 監督員通知書

ウ 着工届

エ 現場代理人等通知書

オ 工事工程表及び施工計画書

カ 承諾書（様式第５号－１施工計画書・様式第５号－２工事材料）

キ 工事記録（様式第１号）

ク 工事現場連絡票（様式第２号）

ケ 工事写真



- 165 -

コ 出来形管理図

サ 品質管理表

シ 工事旬報及び保安設備確認票（様式第１１号）

ス 現場発生品調書

セ 工事完成通知書

ソ その他必要な資料

建築関係書類等

ア 工事共通仕様書及び特別共通仕様書

イ 工事実務要覧

ウ 工事進捗状況報告書（月報）（様式第３号）

エ メーカー・リスト

オ 図面、特記仕様書及び現場説明書（質問回答書を含む。）

カ 埼玉県建築工事実務要覧別記第１請負者提出書類一覧表に記載のあるもの

キ その他所属長が必要と認める書類

（監督員の事務）

第１１条 監督員は、請負者から、次の各号に掲げる書類が提出されたときは、十分その

内容を検討し、所属長に報告しなければならない。

現場代理人等通知書（契約基準約款様式第５号）

工程表

下請人通知書（契約基準約款様式第３号）

資材・製造所等選定報告書（様式第１２号）

工事完成写真

第１７条３項に該当する場合は、試験計画書（様式第８号）

２ 監督員は、必要に応じて次の各号に掲げる事務処理をしなければならない。

次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるところによる工事施工に関

する協議等の記録。

ア 土木工事 監督員は、必要がある場合は、指示事項等を工事記録（様式第１号）

に記入し、請負者（現場代理人及び主任技術者等を含む。）に指示し、又は承諾し

て適切な監督を行わなければならない。

イ 建築工事 監督員の行う諸検査の結果について工事現場連絡票（様式第２号）に

より記録するものとする。ただし、施工図及び諸試験の報告書については、直接図

書上に処理年月日を記入することにより、工事現場連絡票を省略することができる

ものとする。

検査等の記録

請負者から提出された検査及び試験の記録を検討の上保管するものとする。
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工事進捗状況の報告

工事進捗状況を工事進捗状況報告書（様式第３号）により、所属長に報告するもの

とする。

（部分払）

第１２条 監督員は、請負者から部分払検査請求書（請負契約基準約款様式第１４号）が

提出されたときは、速やかに所属長に報告しなければならない。

２ 監督員は、出来高確認用内訳書を作成し、既成部分検査に立ち会わなければならない。

また、検査終了後、速やかに出来高支払可能額算出表（様式第４号）を作成し、所属長

に提出しなければならない。

（工事完成通知書）

第１３条 監督員は、工事完成通知書が提出されたときは、速やかに工事施工に関する書

類等及び現場を精査し、所属長にこれを提出しなければならない。

（手直し報告）

第１４条 監督員は、工事検査員から工事手直しの指示を受けた事項については、速やか

に請負者に通知しなければならない。

２ 監督員は、手直しの完了を確認したときは、所属長に報告の上、工事検査員に報告し

なければならない。

（資料等の引継ぎ）

第１５条 監督員は、当該工事の引渡しに際して請負者に所属長が定める書類を提出させ、

これを確認し、所属長に報告の上、施設管理者に引き継ぐものとする。

第３章 監督

（工事内容の把握）

第１６条 監督員は、請負者（現場代理人及び主任技術者等を含む。）に対して、工事着

手前に当該工事の内容を正確に説明し、施設の位置、工法等について、協議しなければ

ならない。

２ 監督員は、材料及び機器等で製作に日時を要するものについては早期に請負者と協議

し、工事に支障をきたさないようにしなければならない。

（工事用材料検査）

第１７条 監督員は、請負者から提出される材料承諾書により、工事材料の品質、寸法、

形状等を検査しなければならない。ただし、品質については、試験結果成績表等により

検査することができるものとする。

２ 監督員は、検査の結果、合格した材料と未検査の材料又は不合格の材料との区分を明

確にし、不合格の材料は、請負者を通じて速やかに工事現場の外に搬出させなければな

らない。
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３ 監督員は、材料の品質及び性能の試験を試験機関等において行う必要があると判断し

た場合は、工事等材料検査伺い（様式第６号）に工事報告書（様式第７号）及び試験計

画書（様式第８号）を添えて所属長に提出し、その指示を受けなければならない。

（工事の促進）

第１８条 監督員は、工事の監督に当たっては、特に別表に定める事項に留意し、請負者

を指導しなければならない。

２ 監督員は、工事工程表に基づき、常に工事の管理状況を把握し、遅延のおそれがある

ときは、請負者に厳重に注意をし、その旨を所属長に報告しなければならない。

３ 監督員は、天災その他やむを得ない理由により工事の進捗が妨げられたときは、その

状況を調査し、速やかに所属長に報告しなければならない。

（設計図書と工事現場の状況との不一致等）

第１９条 監督員は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに意見を付して所属

長に報告し、その指示を受けなければならない。ただし、軽微なものについては、この

限りでない。

設計図書と工事現場の状況とが一致しない場合

設計図書の表示が明確でない場合

設計図書の内容が相互に符合しない場合

地盤等について予期しない状態を発見した場合

（改造請求）

第２０条 監督員は、工事の施工が設計図書に適合しないときは、請負者に対し改造を請

求しなければならない。ただし、重大なものについては、工事報告書（様式第７号）に

より、所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

（施工検査）

第２１条 監督員は、共通仕様書に定められた施工検査をするときは、請負者（現場代理

人及び主任技術者又は管理技術者等）立会いの上、検査を行わなければならない。ただ

し、重要構造物等を除き、写真等による確認が可能な場合は、検査の一部を省略するこ

とができる。

（緊急措置）

第２２条 監督員は、事故又は災害防止等のため請負者に対し緊急やむを得ず臨機の措置

をとらせる必要があると認めるときは、所属長に報告し、その措置について必要な指示

を受けなければならない。

２ 監督員は、前項の指示を受けるいとまがなく、かつ、請負者に臨機の措置をとらせた

とき、又は請負者から緊急やむを得ず臨機の措置をとった旨の報告を受けたときは、速

やかにその経緯を所属長に報告しなければならない。

（環境整備等）
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第２３条 監督員は、法令に基づく表示及び作業上の注意事項等の掲示について請負者を

指導するものとする。

２ 監督員は、工事の進行に伴い、既成仕上げ部分の破損、汚染を生ずることのないよう

請負者を指導するものとする。

３ 監督員は、常に工事現場の内外を整理整とんさせ、施工上の安全及び作業能率の向上

に留意しなければならない。

４ 監督員は、完成引渡しの際は、仮設物の除去及び清掃を特に念入りにさせなければな

らない。

（工事の変更中止等）

第２４条 監督員は、工事内容を変更し、又は工事の施工を一時中止し、若しくは打ち切

る必要があると認めたときは、速やかに工事変更（中止・打切り）報告書（様式第９

号）により、これを所属長に報告し、請負者に指示を行わなければならない。

（検査の立会い）

第２５条 監督員は、工事検査員の行う検査に立ち会うことを原則とし、当該検査に必要

な資料を工事検査要綱様式第１号工事関係書類整備表の中から提出して、その執行に協

力しなければならない。

第４章 諸手続

（官公署等への手続）

第２６条 監督員は、請負者に対し工事の進捗に合わせて工事の施工に必要な官公署等へ

の諸手続を遅滞なく行うように指示するとともに、当該業務に係る事務処理に当たって

は、速やかに実施するものとする。

２ 監督員は、諸手続の完了した文書を整理保管し、工事完成時に所属長に引き継ぐもの

とする。

（工期の延長）

第２７条 監督員は、請負者から工期延長申請書が提出されたときは、速やかに内容を調

査の上、工期延長報告書（様式第１０号）により意見を付して所属長に報告しなければ

ならない。

（契約の不履行）

第２８条 監督員は、請負者が正当の理由なくして工事に着手しないとき又は中止してい

るとき、その他契約の目的を達成することができないおそれがあると認められるときは、

速やかに実情を調査し、工事報告書（様式第７号）により所属長に報告しなければなら

ない。

（貸与品及び支給材料）

第２９条 監督員は、貸与品及び支給材料について請負者の保管及び使用状況を常に把握



- 169 -

し、請負者の故意又は過失によって貸与品及び支給材料が滅失又はき損したときは、所

属長に報告し、その指示を受けなければならない。

（くい及び矢板切取り）

第３０条 監督員は、請負者からくい及び矢板切取り承認願いが提出されたときは、十分

その内容を検討し、所属長に報告し、その承認を受けた後でなければ施工させてはなら

ない。

（現場代理人等の変更）

第３１条 監督員は、現場代理人、主任技術者及び管理技術者等について、工事の施工又

は管理につき著しく不適当と認められ、その交替を求めようとするときは、所属長の承

認を得なければならない。

（現場発生品の処理）

第３２条 監督員は、現場発生品を引き渡されたときは、その調書を所属長に提出し、必

要な指示を受けなければならない。

（工事目的の損害）

第３３条 監督員は、工事施工に関し、天災その他不可抗力によって損害を生じたときは、

実情を調査し、工事報告書（様式第７号）により意見を付して所属長に報告しなければ

ならない。

（地元住民への配慮）

第３４条 監督員は、工事施工に当たり、地元住民が受ける影響の把握に努め、苦情等が

あった場合は事実を調査し、所属長に報告しなければならない。

（第三者に及ぼした損害）

第３５条 監督員は、工事施工に伴い第三者に損害を及ぼしたときは、延滞なくその事実

を調査し、工事報告書（様式第７号）により意見を付して所属長に報告しなければなら

ない。

（その他）

第３６条 この要綱に定めるもののほか、工事の監督に関して必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成２０年６月１６日から施行する。

別表（第１８条関係）

工事監督処理方法

埼玉県建築工事実務要覧工事監督処理方法に準じる。
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工事現場等における施工体制の確認要領
（趣旨）

第１条 本要領は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設

業法に基づく適正な施工体制の確保を図るため、施工体制の確認事項、確認方法、

及び不適切な事実に対しての対処等を統一化するなど、公共工事の適正かつ確実

な実施をするため必要な事項を定めることを目的とする。

（適用範囲）

第２条 本要領は、市が発注する工事で下請契約を締結した土木工事等において適

用する。

（確認者）

第３条 施工体制の確認（第10条から第14条まで）については、担当監督員及び総

括監督員（以下「監督員等」という。）が行うものとする。

２ 施工体制の確認は、原則として複数人で行うものとする。

３ 施工体制の確認は、施工体制チェックポイントの項目について行うものとする。

（所属長への報告）

第４条 監督員等は、施工体制の確認を行った場合、その内容等を所属長に報告し

なければならない。

２ 監督員等は、施工体制の確認により不備又は疑義がある旨を確認した場合、所

属長にその概要を付して報告しなければならない。

３ 所属長は、前項の報告を受けた場合、監督員等に対し適切な指示を行い、施工

体制の適正化を図るものとする。

４ 所属長は、第２項の報告のうち一括下請負の疑義のある旨の報告を受けた場合、

必要に応じて当該工事の関係者に対して聞き取り調査を実施するものとする。

（受注者への是正要求）

第５条 監督員等は、施工体制に不備がある旨を確認した場合は前条第３項におけ

る所属長の指示に基づき受注者に対して是正要求を行うものとする。

一 軽微な不備においては、指示書により是正要求を行うものとする。

二 重大若しくは悪質な不備においては、所属長名の書面により是正要求を行う

ものとする。また、前号による是正要求後10日以内に是正措置がとられない場

合においても同様の是正要求を行うものとする。
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２ 受注者は、前項による是正要求があった日から10日以内に是正を行い、その状

況を監督員等に報告しなければならない。

３ 監督員等は、前項の報告を受けた場合、速やかに是正状況を確認し、その状況

を所属長に報告しなければならない。

（聞き取り調査）

第６条 所属長は、第４条第４項により聞き取り調査を必要と認めた場合は聞き取

り調査を適切に行う者（以下「調査員」という。）を選任し、聞き取り調査の実

施を指示するものとする。

２ 聞き取り調査は、調査員が複数人で行わなければならない。

３ 調査員は、当該工事関係者に対して聞き取り調査を実施し、一括下請負の事実

についての詳細を調査するものとする。

４ 調査員は、聞き取り調査の結果等を所属長に報告しなければならない。

（工事中止・契約解除）

第７条 発注機関の長は、第５条第１項第二号による是正要求後10日以内に是正措

置がとられない場合、若しくは前条による聞き取り調査により一括下請負と疑う

に足りる事実を確認した場合は関係課所と必要に応じ協議のうえ、和光市建設工

事標準請負契約約款（以下「工事請負約款」という。）第20条第２項に基づき工

事を中止させるものとする。ただし、安全上緊急を要する等の理由がある場合は、

直ちに工事を中止させるものとする。

２ 発注機関の長は、前項による場合は関係課所と必要に応じ協議のうえ、工事請

負約款第46条に基づき契約を解除するものとする。

（財政課長への報告）

第８条 所属長は、第５条第１項第二号による是正要求後10日以内に是正措置がと

られない場合、若しくは第６条による聞き取り調査により一括下請負と疑うに足

りる事実を確認した場合、財政課長へその内容等を報告しなければならない。

財政課長は、その内容が事実に相違ないことを確認した場合には、当該建設業

者が建設業の許可を受けた国土交通省又は都道府県知事及び当該事実に係る営業

が行われる区域を管轄する都道府県知事に対し、その事実を通知しなければなら

ない。（建設業許可官庁への通知）。

（工事成績への反映）

第９条 監督員等は、施工体制の確認を通じて受注者に不適切な点があった場合に
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は、その内容、改善状況に応じて工事成績評定に適切に反映させるものとする。

（入札・契約手続における監理技術者等の確認）

第10条 発注機関の長は、一般競争入札等による工事の場合には入札前に配置予定

監理技術者等の専任の確認、所属会社の確認、資格者証保持の確認（以下「専任

等の確認」という。）を行うものとする。

２ 発注機関の長は、前項のうち議会の議決に付すべき工事の場合には入札後契約

前に配置予定監理技術者等の専任等の確認を行うものとする。

３ 前項以外の工事においては、契約後、着工前に監理技術者等の専任等の確認を

行うものとする。

（CORINS登録の確認）

第11条 工事実績情報システム(CORINS)に基づき、受注者が作成する「登録のため

の確認とお願い」の内容を事前に確認するとともに、CORINS登録後に発行される

「登録内容確認書」の写しを受注者から受領するものとする。

（施工体制台帳の確認）

第12条 施工体制台帳の確認は、工事着工前に受注者に施工体制台帳の写しを提出

させて行うものとする。また、工事着工後、施工体制に変更が生じた場合には変

更が生じる毎に変更書類を提出させ確認を行うものとする。

（工事現場における標識等の確認）

第13条 工事現場における標識等の確認については、工事施工中に行うものとし、

工事着工当初及び施工体制に変更が生じる毎に行うものとする。

（工事現場における施工状況の確認）

第14条 工事現場における施工状況の確認については、工事施工中に適宜行うもの

とする。ただし、疑義等が生じた場合、必要に応じ確認頻度を増すものとする。

附 則

この要領は平成２７年４月１日から施行する。
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建設業退職金共済制度の普及促進について

建設業退職金共済制度の普及促進に関しては、契約担当課との協議において推進を図る。
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１ 土木材料規格の取扱い

１ 和光市の建設工事の土木材料規格は、埼玉県土木工事実務要覧に準じる。

２ 土木工事施工管理基準の取扱い

１ 和光市の建設工事の土木工事施工管理基準は、次に掲げる埼玉県土木工事実務要覧に

準じる。

⑴ 土木工事施工管理基準

⑵ 出来形管理基準

⑶ 品質管理基準

３ 土木工事・建築工事写真作成要領の取扱い

１ 和光市の土木工事、建築工事写真作成要領は、埼玉県土木工事実務要覧、埼玉県建築

工事実務要覧に準じる。
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第 ８ 資 料 編

１ 請負者提出書類一覧表 ………………………………………………………… 180
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 　　工事請負契約・支払関係提出書類一覧表

 変　　更 前   金 部   分 竣   工

契 約 時 払   時 払   時 払   時

1  　和光市建設工事請負契

 　約書　※1

 　和光市建設工事請負契  ２部  Ａ ４製本

 　約基準約款

 　設計図面  原図青・白焼き

2

3  　和光市建設工事請負変

 　更契約書 （写）  ２部  Ａ ４製本

 　変更設計図面  原図青・白焼き

4

5  　前払金請求書  １部  Ａ４自由書式

 　保証証書  １部 保証会社発行

 　前払金保証契約約款  １部 保証会社発行

6  　部分払検査請求書  １部  約款第３７号

 　部分払請求書  １部  Ａ４自由書式

7  　工事完成通知書  １部  約款第 ３１号

 　工事目的物引渡書  １部  約款第３１号

 　竣工払請求書  １部  Ａ４自由書式

注意事項

 ※１　　建設工事請負契約（変更を含む）書は、表紙、建設工事請負契約書、建設工事請負契約基準　　

 　約款、設計図面、裏表紙の順に製本し、表紙及び背表紙には「工事名」、請負者名」、「契約年

 　度」、「工期」を記載する。

 また、割印は、請負者の代表社印を各項目間 （表紙、建設工事請負契約書、建設工事請負契約

 基準約款、設計図書、裏表紙）にそれぞれ押印する。

受注者提出書類一覧表

番号 名                            称 契 約 時 書      式 備      考

契
　
約
　
時

発注者配布

発注者配布

 　　和光市建設工事請負契約書
 １部  １部  １部  Ａ４コピー

 　　（写）

変
更
契
約
書

発注者配布

 　　和光市建設工事請負契約書
 １部  １部  Ａ４コピー

 　　（写）

請
求
書

前
払
金

払
時
部
分

竣
工
払
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